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午前 ９時２９分 開議 

○議長（押本 修君） ただいまから本日の会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第１ 一般質問 

○議長（押本 修君） 日程第１ 一般質問を行います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 和 地 仁 美 君 

○議長（押本 修君） 昨日に続き、９番、和地仁美議員の一般質問を行います。 

○９番（和地仁美君） おはようございます。昨日に引き続き、再質問させていただきます。 

  本日は２つ目の項目、学校給食センターについてから行わせていただきます。 

  昨日の市長答弁並びに教育長答弁では、民間事業者に調理業務を委託した効果として、民間事業者の実績や

ノウハウが生かされ、調理の向上及び効率化が図れたという御答弁でしたが、費用対効果という点から見ては

どのような評価をされているのか、またさまざま調理業務の専門のプロに委託したような効果というような点

について、もう少し具体的に教えてください。 

○給食課長（斎藤謙二郎君） 費用対効果についてでありますが、細かい点では職員の労務管理などで、臨時職

員等の急な休みの場合の交代要員の選定、配置や臨時職員等の給与計算の際の出退勤管理、退職に伴う募集な

ど、委託事業者におきましても専門部門等が行っておりまして、スムーズな人員補充が行われております。ま

た、今まで動線では工程表の作成を栄養士が行っておりましたが、調理配膳委託事業者自身が行うことにより、

栄養士の残業時間が減ったとともに、食育にかかる時間を確保できたことなどがございます。その他といたし

ましては、多くの自治体で業務を請け負っている実績から、大量調理の技術や工夫は調理時間などの短縮にも

効果があると見られます。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） 今までみずからやっていた業務を、少し委託業者のほうで請け負ってくれることでの業

務の低減というか、そういうところの効果が多いのかなというふうな印象です。東大和市の学校給食について

の位置づけについても、壇上でも述べさせていただきましたが、市民、すなわち市内での評価も重要ですけれ

ども、住みたいまち、住み続けたいまち、もしくは日本一子育てしやすいまちを目指している東大和市として

は、都内や近隣他市との比較といった外部との比較してどうかというような点、俯瞰的な視点というものも必

要だというふうに思っておりますが、まず数値的な、いわゆる客観性のある対比からちょっと確認させていた

だきたいんですが、そういった施策などで俯瞰的な視点を持って行うというようなことについてですね……ご

めんなさい、もう一度やらせてください。 

  俯瞰的な指摘をもって施策などを検討すべきだと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。 

○給食課長（斎藤謙二郎君） 俯瞰的なものでございますが、さまざまな、そうですね、資料等ございますので、

そういったものを参考に東大和市の位置づけ、どんな感じになっているのかということは必要であると認識し

ております。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） 東京都の教育委員会が毎年公表している東京都における学校給食の実態というものがあ

りますが、今現在、公表されているのは29年度版ですので、28年度の実績がそちらでは示されております。こ
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こで示されているのは28年度ですので、食育の回数については、以前、食育を一般質問で取り上げさせていた

だいたときに、回数が少ない背景というものは御答弁いただいておりまして、新学校給食センターの稼働に伴

うことで、なかなか栄養士の方が、そういったことに時間が割けないという特別な状況があったということは

一定の理解はしております。 

  この東京都の教育委員会の資料では、活動の場という形で、学級活動、給食時間、学校行事というふうに食

育の活動の場は分類されておりまして、指導内容については地場産物、それから日本の伝統文化、世界の食文

化というふうに分類されております。今は28年度の実績しか公表されておりませんので、今年度については栄

養士が食育に時間をとれているという御答弁があったと思いますが、これらの分類で見たときには東大和市の

実績はどのようになってるでしょうか。 

○給食課長（斎藤謙二郎君） これらの平成29年度の実績でございますが、地場産物が２校、日本の伝統文化及

び世界の食文化がゼロ校でございます。平成30年度につきましては、現時点で地場産物が４校、日本の伝統文

化が１校でございます。なお、東大和市におきましては、この３区分以外に栄養士が学校訪問をして行う食育

につきまして、３色食品群、よくかむこと、目の愛護デー、給食ができるまでなど、平成30年度は学校数とし

て10校、クラス数では既に45クラス以上、実施しております。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） 食育のことを取り上げさせていただいたときに、食育をやっている学校が非常に偏りが

あるという点を指摘させていただいてますが、学校数としては30年度は10校、クラスは既に45クラスやってい

るということですけれども、この点に偏りがないかという点と、あと今いろいろ東大和市としてやっている３

色食品群、よくかむことなど、給食ができるまでといった、まあそういったユニークなというか、食育をやっ

ているという御答弁でしたので、そういった勉強した後、それを実際食べる、給食でメニューに反映されて、

学んだことを実際の給食で体験できるというような、そういった取り組みをしてるか、その２点について教え

てください。 

○給食課長（斎藤謙二郎君） まず食育の学校ごとの偏りでございますが、平成30年度は全小中学校へ食育内容

を例示した案内通知を出しまして、小学校におきましてはほぼ全校実施できております。引き続き努力してま

いりたいと考えております。 

  ２点目の給食のメニューと食育のリンクの点でございますが、基本的には食育を４時限目に実施しており、

当日の給食献立で説明をします。例えばよくかむことでは、６月の歯と口の健康週間に合わせて、根菜入りシ

ョウガ汁や鳥ゴボウ御飯などを提供して、よくかむことにより歯の健康、肥満防止、脳の働きをよくするなど

の食育を行っております。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） ４時限目に食育をして、その学んだ内容を実際のメニューで体験をするというような取

り組みがされているということで、それは非常にいいことだなというふうに思いました。 

  また、同じく東京都の教育委員会の資料、先ほど言いました学校給食の資料ですけれども、特色ある学校給

食活動として、学校内における活動の中に異なる学年が一緒に給食をとる交流給食、それから行事給食、選択

給食と分類されていて、あと家庭、地域との連携を図る活動としては、親子給食、それから招待給食、試食会、

試食会はかなりやられているという形で御答弁いただいてますけれども、それらの分類がされておりますけれ

ども、この点での分類ごとの東大和市の実績について教えてください。 
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○給食課長（斎藤謙二郎君） 平成29年度の実績となりますが、現在、交流給食が４校、行事給食及び選択給食

はゼロ校でございます。平成30年度の実績は、まだ集計してございません。 

  なお、この調査でいう行事給食の区分につきましては、児童・生徒会や各種委員会等の学校行事に伴う給食

を言うとなってございまして、給食センターで実施している例えば七夕、十五夜、冬至などの行事給食は該当

しないということになってございます。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） ここ数年、いろんな学校で周年式典が開催されておりまして、自分の学校ができて、先

日は50歳の誕生日という形で祝うというような形をやられていた学校がありましたけれども、周年行事のとき

とかはちょっとお祝いのメニューが市内全体で出て、どこの学校が何周年だよみたいな気づきというのもあっ

てもいいのかなというような気がしておりますので、その点も御考慮いただけたらなというふうに思っており

ます。 

  それで、学校給食法においては、学校給食の目標として７点、挙げられています。１点目が適切な栄養の摂

取による健康の保持増進を図ること。２点目が日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生

活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。学校生活を豊かにし、明るい社交性及

び協同の精神を養うこと。食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及

び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。食生活が食にかかわる人々の様々な活動

に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。我が国や各地域の優れた伝統

的な食文化についての理解を深めること。食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くことという

ふうになっております。この７点の目標について、東大和市、せっかく新学校給食センター、つくったわけで

すから、これらの目標について、照らし合わせて達成している点、まだちょっと課題が残っている点、この７

つの給食の目標に照らし合わせた実態について教えてください。 

○給食課長（斎藤謙二郎君） 学校給食法に定めのある７項目についてでございますが、いずれの項目におきま

しても食育事業の回数の増に伴い、向上していると認識しております。例えば食生活が自然の恩恵の上に成り

立つものであること、食生活が食にかかわる人々のさまざまな活動に支えられてることでは、社会科見学、食

育事業におきまして、いただきますは命をいただく、ごちそうさまはつくってくれた人への感謝をあらわす言

葉であること。また、食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くことでは、地場産の食育におい

て生産者の顔が見えることによる安心感、遠方からの場合には流通に時間がかかり鮮度が落ちてしまう、そう

いったことに力を入れてございます。 

  一方、学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うことでは、楽しい給食時間となるよう必要

な栄養価を確保した上で見た目をよくすること、子供が好きな献立をできるだけ取り入れているところではご

ざいますが、さらに楽しい給食時間とするためには各学校の協力が必要と考えており、そういった点で課題が

あると考えております。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） 栄養という点では、きちんとカロリー計算や栄養分析でメニューつくられていると思い

ますので、その点は栄養士の方のほうで担保していただいているのかなというふうに思いますけれども、今少

し課題という点で挙げられた明るい社交性及び協同の精神を養うことというような点については、先ほど異な

る学年が一緒に給食をとる、交流給食については実績が少ないということを御答弁いただいてると思いますけ
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れども、給食の時間は非常に限られておりますが、個々食器になってよかった面もありますけれども、配膳に

少し時間がかかるということで、低学年の学年の保護者の方から、本当の一例として焼きそばパンというメニ

ューがあったらしいんですけれども、１年生、焼きそばをこのパンに、背割れコッペパンですね、そこに挟む

ような指示だったようですけど、１年生それできないので、パンの上にばさっと焼きそばを、こう盛って、何

が何だかみたいなものを、ちょうど授業の公開のときで、保護者の皆さん見てるところで、パンの上に焼きそ

ばをよそってるというような給食の様子を見て、ちょっと心配されていたというお声を受けました。交流給食

などをすることで、先ほどの給食の目標の社交性であったり協同というところも担保できて、なおかつおいし

い給食を、おいしそうに見える状態で食べれると思いますので、そういった点もいろいろ工夫をして、この目

標を達成できるようにしていただければなというふうに思っております。 

  また、いろいろと栄養教諭の指導参画状況と特色ある学校給食活動という形で、先ほどの東京都の資料であ

りますけれども、これについて課題というものを先ほど何点か挙げてもらいましたが、学校給食センターを新

設したことに伴って、これらの点で旧学校給食センターでやっていたときよりも、こういうことが向上できる

んじゃないかという形で具体的に検討されていることはあるのか、その点について伺いたいと思います。 

○給食課長（斎藤謙二郎君） 向上についての具体的検討ですが、やはり学校と連携した食育の推進、非常に大

事であると考えております。給食センターにおきましては、栄養士が学校訪問して行う食育、行事食の提供、

校内放送の原稿の提供など行っておりますが、給食センターからの学校への一方的なものではなく、学校から

の意見を取り入れ、相互に連携することによりましてその効果が発揮されると考えております。 

  平成29年度は市内全校の養護教諭と連携いたしまして、食育研究授業として食物アレルギーに関する授業を

実施し、東京都小学校食育研究会において発表を行わせていただいております。平成30年度は学校とさらに連

携して、給食の下準備を児童が行うグリンピースのさやむき、12月に提供予定ですけども、芸術の秋にちなん

で児童・生徒が書いたイラストを、コロッケにプリントして提供するなどの食育事業を新たに展開してるとこ

ろではございます。 

  来年度に向けて、現在、栄養士は関係部署と調整を図り、食育の進め方について検討を初めているところで

はございます。今後も学校と連携し、栄養士に食育や特色ある学校給食活動への協力に努め、それらの向上を

図っていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） 一番最初に再質問で取り上げさせていただいた、いわゆる費用対効果というところで、

業務の効率化が図れて、いわゆる人手、時間というところにゆとりが出たことにおける効果なのかなと思いま

したが、今御答弁いただきました都内での小学校食育研究授業というところで発表するというような取り組み

も達成できたようですので、さらにこの新学校給食センター開設のメリットというか、効果を存分に発揮して

いただければなというふうに思っております。 

  あと数字で見れる比較という点では、残菜率については一つ目安になると思いますけれども、それ以外に給

食費ということについても、近隣他市、都内、外部との比較というのができると思います。教育長答弁では、

小学校低学年、中学年において、26市中、当市の給食費は25番目に安いという言い方をすればいいんでしょう

かね、一番安いほうから下から２つ目。それから、中学校は22番目という低い水準で、一番高い自治体とは１

食当たり50円程度の差があるという御答弁でした。 

  給食費は食材費として徴収されていると思いますが、実際には給食費の納入は100％ではないという実態は、
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毎年度の決算報告などでも確認ができる状態です。全部納められていない材料費合計を全員分つくらなければ

いけないというのが実態だと思いますけれども、実際には１食当たりの食材費は徴収している額の満額で、メ

ニュー自体は決められているのか。それから、規定の食費というものが１食当たり換算で東大和市はやってる

という形になってると思いますが、実際の材料費はその規定と比較して幾らとなっているのか、その点につい

て教えてください。 

○給食課長（斎藤謙二郎君） 給食、献立を立てる際の食材費の考え方でございますけども、基本的には例年発

生する野菜高騰などを念頭に置いた上で、原則として給食費として納めていただいたものを、全額使用する予

定で献立を立てております。例えば、ただ中学生１食当たりの給食費は272円となっておりますが、原則とし

てその99％、約269円を目安に食材を購入してございます。あと学年ごとにも違うんですけども、そういった

点につきましては配食料で調整をしているところでございます。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） そうしますと１食当たり、今例示に出していただいた中学生１食当たり272円という材

料費を徴収しているけれども、実際は269円の材料でつくっていると。その原因は、先ほど私のほうが述べた、

いわゆる納入率100％ではないということよりも、野菜の高騰といった食材の価格の変動を考慮しての、満額

使っちゃって足りなくなると困るかなというところで、269円というふうに理解をしました。 

  教育長答弁では、一番高い自治体という形で、約１食当たり50円の差があるということでしたが、26市の平

均ということと比較も、私させていただいてみましたら、平均と比較しても約30円ですね、どの小学校低学年

とか幾つか区分があると思いますが、大体どの区分でも約平均より30円、１食当たり安いという形になってお

りました。この安い給食費ということは、いいことという見方もありますが、一方でこれの弊害というものは

ないのか、その点について教えてください。 

○給食課長（斎藤謙二郎君） 学校給食におきましては、学校給食栄養摂取基準など、基準等を満たしておりま

すが、予算の範囲の中では使用予定の食材が賄えないことで、他の食材で工夫して提供するなどの対応を図る

こともございます。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） 本来使うべき材料であるものを、ほかの材料で代用してっていうような形で対応されて

ると思いますけれども、そういった工夫、材料の工夫というものも一つの学びにはなると思いますが、本物と

いう点でいうとちょっと違うのかなというふうに思います。これらの安い、平均よりも30円も安いという給食

費についての見直しの検討というものはしたことがあるのか、あとは実際に献立を立てる栄養士さんの方がい

ろいろと御苦労をいただいてるように思いますけれども、こういった栄養士の方から給食費についての要望は

ないのか、その点について教えてください。 

○給食課長（斎藤謙二郎君） 現在の献立に追加ができれば、なおよいとの観点で栄養士と検討した中では、例

えば１食10円となりますが、１食10円プラスいたしますと、生の果物、月一、二回だったものが三、四回、ピ

ーマンなどのちょっと価格が高いものを使用して彩りをよくする。冷凍ホールコーンなどは安全性を確認した

上で、タイなどの外国産を使用しておりますが、国産が使用できるパンの種類を、標準パン、食パンとかコッ

ペ、丸パンでございますが、それ以外にパインパン、ブドウパン、ソフトフランスなどを取り入れることがで

きる。あと子供たちが好きな牛乳以外のコーヒーミルクや乳飲料の回数を、現在は二、三カ月に１回でござい

ますが、月１回に提供するなどで、合計、月約200円、１食当たり10円ですね、上がるといったことも考えら
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れますが、現時点では今ある給食費で、まずはできるだけのことをやるといった創意工夫を重ねているところ

でございます。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） 今は１食当たり10円上げれば、こんなことができるよという可能性について御答弁いた

だいたと思います。先ほど私も申し上げましたとおり、平均と比較しても30円差がある中で、今10円上げたら

こんなにできるということでしたから、30円上げて平均までやれば、もっといろんな可能性があるのかなとい

うふうに思います。以前も給食などのことで、私、取り上げました友好都市、喜多方市の喜多方米は再導入で

きない理由として２点挙げられてたと思います。１点が価格の問題、２点目が保護者の方から先に給食で出す

よりも、一般的な流通のほうを先行してやってほしいといった、いわゆる心配ですよね。安全性に対する心配

という２点を挙げられたと思いますが、この給食費を平均程度まで上げれば、この喜多方米の導入というもの

も、全ての米飯給食ではなくても、月に１回、もしくは節目、節目で友好都市が喜多方市だよということを、

気づけるようなタイミングで導入することは可能ではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○給食課長（斎藤謙二郎君） 喜多方米の使用についてではございますけども、給食費の見直しにより使用する

ことは可能であると認識しております。ただ、今議員からお話のありました２点、踏まえまして、あと現在お

米の選定におきましては、安定供給という点を考えまして、近隣からお米を選定しているなどの理由や経緯が

ございますので、喜多方米を取り入れる場合は、そういったことを考慮しながら検討する必要があると考えて

おります。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） 先ほどさまざまな材料が、給食費が安いということで輸入品に頼っている、本来であれ

ば国産品を使いたいけれども輸入品を、先ほどコーンなどは、冷凍コーンはタイからの、タイ産のものを使っ

てるというお話もありましたけれども、いろいろ食品については心配をすれば切りがない部分もありますけれ

ども、基本的には国の基準や、さまざまな基準をクリアしたものを使うという前提でやっておりますので、そ

ういった喜多方米を使うことで学びとなるような点についても、ぜひもう一度、再考いただいて、毎回とは言

わず、節目の年、例えば喜多方市と友好都市締結をした月の１回の米飯であるとか、そんなようなぐあいも一

つ考慮していただければなと思います。 

  次に、数値的にちょっとなかなかはかれないおいしさというものがあると思うんですが、非常に手づくりも

多く、おいしかったという形でアンケートなどでは御好評を得ているという御答弁だったと思いますけれども、

残念ながら私のほうにはおいしくないから残してしまうことが多いというようなお声も来ております。ただ、

おいしさというものは、ちょっと各個人個人の違いもありますし、その点についてはちょっと数字的にははか

れるものではないというふうに思っておりますが、残菜率も一つ、その残してしまうという残菜率があると思

いますが、当市の残菜率というのは、ほかの自治体と比べてどのような状況であるか教えてください。 

○給食課長（斎藤謙二郎君） 多摩地区の共同調理場方式での平均は、おおむね10％程度となってございます。

平成29年度の東大和市の小学校平均は7.5％、中学校は12.3％となっており、合計平均で9.13％、若干ではご

ざいますけども、よい状態にあると認識しております。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） そうしますと、残菜率については、ちょっと中学生が高いのかなというふうに思います

が、小学校はおおむね平均以下という形になっているのかなというふうに思います。ずっと東大和市の給食し
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か食べていない子供は、そこが基準になりますので、そこがおいしくない、昨日もちょっと以前よりよいなと

いうのが個人的な感想で、おいしくいただかしていただきました。ただ、先生たちって東京都内のいろんな自

治体をぐるぐる異動されてますから、いろんな自治体の給食を食べてらっしゃると思います。そういったいろ

んなところの学校給食を知ってる先生たちに、東大和市の学校給食どうですかという形で確認していただいて、

それを比較検討して今後に生かしていくというような取り組みをしていただきたいと思うんですが、そういっ

た取り組みはされてるんでしょうか。 

○給食課長（斎藤謙二郎君） 学校訪問をした際に、給食委員からお話を伺ってはおりますが、おおむね好評で

あると捉えております。一方で、学校長等による検食の際に、検食簿にコメント欄がございまして、味つけや

組み合わせなどに御意見をいただいております。その都度、参考としているところでございます。給食委員に

よる他市との比較評価、こういったことにつきましては、今後検討してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） ぜひ、そういった取り組みもしていただきたいと思いますが、当市の給食費は何度も申

し上げて申しわけないんですけれども、26市中、最低限の安い給食費という中で、教育長が御答弁では、他市

と比較しても充実しているというような内容があったと思います。いろいろと施策については市内での、内部

での評価というものもあると思いますけれども、例えば子育て施策についても、いろいろ東大和市、取り組ん

できて頑張っているということはあって、その中でまた日経ＢＰというような外部評価を受けたことによって、

改めて自分たちの取り組みが間違っていなかった、もしくは効果があった、誇れるものだという自信や、あと

市民にも非常に知っていただけるようなよい機会になったなというふうに思っております。 

  学校給食センター建設について、私も何度か質問を取り上げさせていただいて、せっかくこれだけ投資をす

るのだから、それが非常に生きるような形で示してほしいというような問いかけに対して、学校給食甲子園で

優勝するというようなことを、ひとつ目指していただいてはどうかと言ったら、ぜひという前向きな御答弁を

いただいたと思いますけれども、学校給食についてそういった外部の評価を受けるような挑戦ということは、

検討されてないんでしょうか。 

○給食課長（斎藤謙二郎君） 新しいセンターも完成いたしまして、衛生面を含め、他市と比較しても充実して

いるとは考えております。児童・生徒の皆さんに安全・安心な給食を届けるということが第一ではありますが、

今議員からお話のございました客観的な評価も重要であると考えておりますので、そういった挑戦は今後も必

要であると認識しております。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） そう遠くない将来に、いい成績で学校給食甲子園で成績をとったというニュースを、ぜ

ひ聞きたいなというふうに思っておりますので、その上で給食費というところについても、現実的な視点で見

直しをするというような形も、少し取り入れていただいてもいいのではないかなというふうに思っております。 

  最後に、１点、この新学校給食センターの一つの目玉として、災害時の炊き出し機能というものを備えたと

いうところがあったと思いますが、日ごろの点検などをしているという御答弁はありましたけれども、実際に

災害時を想定した形で調理をして、それをどのように避難所とか市民の方に配布をするかというようなシミュ

レーションを立てて、いわゆる訓練ですよね、実地訓練というか、実際の訓練というものはされているのでし

ょうか。また、そういったマニュアルというものはもうできてるのでしょうか、その点について教えてくださ

い。 
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○給食課長（斎藤謙二郎君） 現時点では、災害対策本部からの指示を受けて組織的に対応することとなってご

ざいます。状況に応じまして、食材や調理配膳業務委託事業者においても本部から指示を受け、調理などを行

うこととしております。施設内におきましては、食材の誘致、運搬経路等を確認をしております。今後も災害

どきの役割分担や対応等について、市職員と事業者間において確認及び訓練が必要と考えております。ただ、

現時点では災害どきの動線図等はございますけども、マニュアルといったものはございません。今後、関係課

や調理配膳業務委託事業者と調整し、作成してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） ここ近年は、やっぱり気象の非常な変更による思わぬ災害というものが起きております

し、地震についてもいつ起こるかということがわからないような状況の中で、やはり新学校給食センターを建

てたということの一つの市民が受ける恩恵としては、災害時の炊き出しという機能というものがありますので、

そこがちょっと混乱して使えないような、もしくはおくれをとってしまうようなことのないように、一刻も早

く実働できるようなマニュアルを整えていただいて、それが市民の助けになるような形で機能するように、準

備を急いでいただきたいなというふうに思います。それは教育委員会だけでなく、市長部局のほうの防災担当

のほうと連携してやっていただければなというふうに思っております。 

  いろいろと新学校給食センター稼働後の状況について伺いましたけれども、よく費用対効果というふうにい

ろんな事業で、質問で受けると思います。ＲＯＩのことだと思うんですが、リターン・オン・インベストメン

トで、投資に対してどれだけリターンがあるということを、日本語によく費用対効果みたいにあらわす場合も

ありますけれども、今伺ったものというものは、まず第１段階のいわゆる給食をつくっている提供する側の効

率化という形で、そこには恩恵があるのかなという確認がしました。じゃ、実際の税金を払ったり、給食費を

払っている子供たち、市民に対してのリターンというものが、まだそんなに明確化というか、実感が湧くとい

うところまでいってないのかなと思います。多額の投資をした新学校給食センターの投資に対して、どれだけ

市民がリターンを受けれるかという、そういった視点での次のステップに、ぜひいっていただきたいなと。効

率化も間接的には効果ですが、それを実感できるような形にまで、次のステップにぜひ進んでいただきたいな

というふうに思っております。 

  以上です。 

  次は、最後の学校教育についてお尋ねしたいと思いますが、教育長答弁では児童・生徒１人当たりの教育費

については、平成29年度では児童１人当たりが26万8,000円、生徒１人当たりが約30万5,000円となっていると

いうふうな御答弁でした。この額の内容について教えていただきたいんですが、いろいろないわゆる消費的支

出、資本的支出と、いわゆる額の正確性があると思いますが、それの内容について再度、御確認させていただ

きます。 

○学校教育部長（田村美砂君） 今議員のほうからお話がありました、これらの数値につきましては、毎年、東

京都を通じて国が行っています地方教育調査に基づき算出したものでございます。額の内容といたしましては、

当該年度の学校教育に係る支出である消費的支出、資本的支出、債務償還費の合計額をそれぞれ児童数、生徒

数で除して算出したものでございます。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） 今御答弁で紹介いただいた調査結果ですけれども、私も見させていただきました。最新

のものは、昨年度公表された平成28年度の内容となっておりますが、この報告書では平成28年度の東大和市の
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小学生１人当たりの支出額は都内市区町村において20位、そして中学生においては33位と一見、真ん中より上

のほうになっていて、いい状況かなというふうに思って見たんですが、内容を詳細に見てみますと、資本的支

出が非常に高くなっていることによって順位を押し上げている。これは、いわゆる学校給食センターの建設な

どの費用が、１人当たりの教育費というものを高く見せているのかなというふうに思います。 

  一方で、この消費的支出というものについて見てみますと、児童、いわゆる小学生は都内市区町村で下から

７番目の56位、生徒は下から14番目の49位という形になっております。東京都の26市の児童１人当たりの平均

が21万8,427円のところ、当市は17万721円、生徒１人については平均が22万1,720円のところ、当市は20万

8,292円と平均よりも低い状況にあります。この資本的支出というものが充実、増額するとした場合、どのよ

うな効果が予測できるのかについて教えてください。 

  ああ、ごめんなさい、消費的支出です。 

○学校教育部長（田村美砂君） 今議員のほうからありました、この消費的支出が充実することによって、どの

ような効果があるかということですけれども、この消費的支出というものは、原則といたしまして例年、経常

的に支出する経費のことを指しまして、内訳としましては人件費、教育活動費、管理費、補助活動費、所定支

払金がございます。これらが含まれている消費的支出が充実するということは、児童・生徒の教育の充実に資

するものだと認識しております。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） 今項目で言っていただいて、人件費、教育活動費という形で言っていただきましたが、

もう少しちょっと、それは具体的に学校の中でどういうものに充足させることができるのか、どういうことに

充足できることがあるのかということについて教えてください。 

○学校教育部長（田村美砂君） こちらの消費的支出の今読み上げました内訳についてでございますけれども、

人件費のほうは学校にかかわる補助職員なども含めた人件費でございます。教育活動費につきましては、児

童・生徒に対する教育活動及びその補助のために支出する費用、それから学校施設等の管理・維持、それから

修繕に支出するものが管理費となります。それから、給食活動、衛生活動を内訳とする内容のものが補助活動

費、それから研究会負担金等を内訳とするものが所定支払金ということになってございます。これらのものを

他市と比較をしてみますと、人件費については中位程度にあるとなってございまして、それ以外のものにつき

ましては下位層の位置にあるといった状況でございます。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） 消費的支出に分類されるような内容というのは、実際の生徒・児童、子供たちの受ける

授業の充実である。それは人の充実であったり、あとは受けることのできる体験、経験の充実というところに

関連してくるのかなというふうな理解をしました。 

  それで、東大和市は実際に財政的にゆとりがない状況だということは、いろいろな場面で聞きますし、いろ

いろな数値でも確認はさせていただいておりますが、平成28年度の建築費を除いた教育費の基準財政需要額に

対する比率というものも、この東京都の教育委員会の資料では見れるんですけれども、中学校では東京都の平

均が2.79、いわゆる最低限必要とされている額の2.79倍は、各自治体が中学校の教育費に割いている。26市の

平均は2.04、それから東大和市はそれに対して2.10というふうに、中学校では多少よいんですけれども、小学

校で見ますと都の平均が2.53、26市の平均が2.1、東大和市は1.73という形になっております。要するに、基

準財政需要額、最低限必要な教育費に対して２倍は大体平均的に各自治体、教育費に割いている状況ですけれ
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ども、日本一子育てしやすいまちを目指すようになって、こういった予算の使い方に対する考え方に変化は生

じているのか、その点について教えてください。 

○学校教育部長（田村美砂君） 教育費の基準財政需要額に対する比率でございますけれども、ただいま議員が

おっしゃるとおり平成28年度の東大和市の小学校の比率が、東京都の平均には達してないという状況にござい

ます。これを数値の変化を経年で見てみましたが、平成26年度は1.38、平成27年度は1.52、平成28年度は1.73

となっておりますが、単年度で見ますと東京都の平均に比べ低いという状態にはありますけれども、経年で見

ますと徐々にではありますが、基準財政需要額に対する市の支出金の比率が上がってきているともとられるか

なと思っております。これらにつきまして、教育費について充実が図られてきていることの傾向と捉えており

ます。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） 年々、少しずつ上がってきているということですが、小学校に対しては一番高くなった

ところで1.73、都の平均は２を、２倍を超えてますので、要するに1.73倍しかないというのが小学校の状況で

すが、この辺についての市長部局の考え方について、短目にお聞きしたいんですが、子育て日本一目指してい

る中で、この教育費に対しての考え方を教えてください。 

○企画財政部長（田代雄己君） 市長部局の教育の考え方ということでございますけども、これまでも建築費に

なりますけれども、学校の耐震化や教室の冷房化、トイレの洋式化などに取り組むとともに、こちら人件費に

区分されるかと思いますけれども、ティームティーチャーの配置や学習支援員の配置などを行ってきたところ

でございます。市長の重要施策でもあります、日本一子育てしやすいまちづくりということで、学校教育の充

実も大変重要なものだと認識しているところでございます。今後も厳しい財政状況が続くことは見込まれてお

りますけれども、日本一子育てしやすいまちづくりを目指しまして、学校教育の充実につながる取り組みに対

しましては、その効果等を確認した上で、可能な限り予算化に向けて努めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） お金をかければいいというものでもないと思いますが、お金がないとできないというこ

ともありますので、やはり日本一を目指しているのですから、せめて平均、そこを目指していただければなと

いうふうに思っております。 

  それから、教育については、やはり先生たち、いわゆる人につく部分という要素も多いと思います。やはり

優秀な先生たちに、東大和市でぜひ教えたいなというふうに思っていただきたいなと思うんですが、先日、厚

生文教委員会のほうで授業のほうを視察させていただいて、これから本格的に導入される小学校の英語の授業

を見させていただきました。今年度、東京都のほうでは英語教育推進リーダーですかね、そういった特別な海

外にも留学をしていただいて、そういったスキルをつけていただく、リーダー的となる先生をつくるという企

画をして、そちらに参加をされた非常に若い優秀な先生が学校全体をリードして、いい雰囲気で、ほかの先生

たちもいい雰囲気で、これからの英語教育に向かっているなというのを見たんですが、こういう先生も異動し

てしまう可能性があるわけですよね。やはり東大和市の学校の教育に対する考え方や環境に共感して、東大和

市にとどまりたいと思った方を募るというのが、先日、10月に行われていた東大和市立小中学校の教員公募と

いうものがあるんですけれども、これの公募に対する応募状況、東大和市でぜひやりたいという先生がどれぐ

らいいらっしゃったのか、その辺について教えてください。 

○学校教育部参事（佐藤洋士君） 当市の公募の状況についてでありますが、過去３年間の実績としましては、
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平成27年度に４人、28年度、５人、29年度、５人、公募により採用をしてございます。 

  以上でございます。 

○９番（和地仁美君） 応募された方は、いろいろと通勤しやすいとか、そういったこともあると思いますが、

この応募に際しては、東大和市の教育に対する考え方の論文を出していただいていると思うんですけれども、

それが募集要項に載っておりました。ぜひ、東大和市の教育に携わりたいって思っていただける先生がふえる

ように、環境面についてもいろいろと整えていただきたいと思いますが、一つの環境面のおくれとして御答弁

にあったＩＣＴ環境なんですけれども、東大和市が、上を見れば切りないんですけども、一定程度、ここまで

は整えなきゃいけないというＩＣＴ環境を整えるには、大体幾らぐらいの予算が必要か、その点について教え

てください。 

○学校教育部参事（佐藤洋士君） 国の示した基準をもとに考えますと、児童・生徒の学習用コンピューターを

３クラスに一クラス分、もし整えるとすれば、およそ15億円程度必要と考えています。 

  以上です。 

○９番（和地仁美君） 15億という非常に大きな額がかかるということがわかりました。今がおくれているから、

それだけかかるのかなという部分もありますけれども、東大和市の教育環境については、いろいろと課題があ

るようなことを耳にします。ほかの議員の方の一般質問でも、教育の制度についての可能性について確認され

てたと思いますが、やはり先立つものも一定程度は整えて、なおかつ工夫のできる制度というものももう一度

研究をして、東大和市の教育を、やはり日本一子育てしやすいまちに見合った内容にしていただけるよう、教

育委員会の努力もそうですが、ぜひ市長部局のほうも今の現状をきちんと見詰めて、これを少しでもよい形に

できるよう、バックアップしていただけるような体制を整えていただきたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（押本 修君） 以上で、和地仁美議員の一般質問は終了いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 中 野 志乃夫 君 

○議長（押本 修君） 次に、22番、中野志乃夫議員を指名いたします。 

〔２２番 中野志乃夫君 登壇〕 

○２２番（中野志乃夫君） おはようございます。やまとみどりの中野志乃夫です。通告に従いまして、一般質

問をさせていただきます。 

  １点目は、エネルギーの地産地消の研究・検討についてということであります。 

  これはまず、必ず来るのは間違いないんですけども、大震災などの災害時緊急対応はもちろん、節電等の対

応も含め、具体的には福山県みやま市というところの事例が、非常にいい例なんですけども、エネルギーの地

産地消の研究・検討をぜひして見る必要があるんではないかということであります。 

  これは改めてまた再質問の際に説明したいと思いますけども、本当にどこの自治体も財政難、いろんな点で

苦労してる中で、太陽エネルギーのそういったことを活用して、大変な黒字といいますか、そういう収益を上

げて、実際に今後こういったことが各自治体も恐らく同様のことを始めることになるのはもう明らかですから、

その点についての研究を始めてほしいという内容です。 

  ２番目は、市の庁用車の購入についてでありますけれども、燃費やＣＯ2対策などから、購入する方式から
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レンタル方式に切りかえることについての御提案です。具体的には、当然ながら当市では各庁用車、購入して、

それが使えなくなるまでといいますか、そういう一定の期限まで使ってる形ですけども、実際には既に他市で

もそういった購入方式からレンタルに変えたほうが、より効率的で大変使い勝手がいいという話があります。

そのことについてのお考えをお聞きしたいと思います。 

  ３点目は、国民健康保険制度の広域化についてであります。 

  多摩各市の参加状況はどのようになっているのか。 

  また、多摩各市の一般会計繰り入れ状況はどうなっているのか。 

  また、一般会計、当市が本当になくなることになるのか、その点についてお伺いしたいと思います。 

  以上です。 

〔２２番 中野志乃夫君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 皆さん、おはようございます。 

  初めに、エネルギーの地産地消の研究・検討についてでありますが、エネルギーの地産地消につきましては、

先進事例が新聞などで報道されております。長所といたしましては、地元でつくった電気を使用するため送電

の距離が短く、電送ロスが大幅に軽減できること。また、地元の企業が電気の小売事業を行うことになるので、

地域経済の活性化が期待できることなどが挙げられております。 

  次に、庁用自動車の購入についてでありますが、現在、庁用自動車は全部で78台あり、そのうち77台が購入

によるものであります。３年間の無償リースの電気自動車１台と合わせて適正に管理し、効率的に運用してお

ります。庁用自動車の更新につきましては、長期間の運用を想定した中で、トータルコストの低減が期待でき

る購入の方式を採用しており、現在、レンタルやリース方式への切りかえは検討しておりません。引き続き他

の自治体の研究や情報収集を図りながら、庁用自動車の購入に際しましては、低公害車を選択するなど、環境

面の配慮に努めてまいります。 

  次に、国民健康保険特別会計への一般会計からの繰り入れに関する各市の状況についてでありますが、多摩

各市の一般会計からの繰り入れにつきましては、各市の状況に応じて行われているものと認識しております。

その中で、法定外の繰り入れにつきましては、公表されている資料等がないことから、詳細の把握が困難であ

りますが、全ての市において法定外赤字補塡分の繰り入れを解消するための財政健全化計画を策定しているこ

とから、一定程度は繰り入れが行われているものと認識しております。 

  次に、一般会計からの繰り入れについてでありますが、市では一般会計からの繰り入れのうち、法定外赤字

補塡分につきましては、国民健康保険税の急増抑制のため、国が設けた特例基金の期限となります６年間で解

消することとした財政健全化計画を策定しております。この計画に基づき、着実に法定外赤字補塡分の繰り入

れ解消に取り組むことで、市民の皆様が安心して医療が受けられるよう、安定的な国民健康保険制度を構築し

てまいりたいと考えております。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○２２番（中野志乃夫君） それでは、再質問させていただきます。 

  最初にちょっと私のほうで、ちょっと滑舌が悪いせいか、福岡県をちょっと福山県みたいな言い方しちゃっ

たみたいなんですけども、福岡県みやま市の事例ということで訂正させていただきます。 
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  まず、実際にこの福岡県みやま市の事例が非常に好事例ということで、そこからの発想でちょっといろいろ

検討していただきたいと思っております。それで、まず基本的なことで、市が、東大和市が現在支払っている

年間の電気代というのがどのぐらいになるのか教えていただきたいと思います。 

○総務管財課長（岩本尚史君） 市の市庁舎を含め全施設の金額でございますが、約9,900万円が年間の電気代

となっております。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） 約9,900万円も、１億近い金額を毎年払ってると。これはあくまでも市の関係だけ

ですよね。それで、これ前に他の議員の資料要求でいろいろ細かいあれですね、数値も出されております。そ

れで、今既にもう東京電力だけから電気を購入するという形じゃなくて、より安い新しい電力会社から多く購

入もしてるわけですけども、幾つかの新電力会社から購入をしておりますけども、当然ながら金額に差があり

ます。当然そこそこ安いところと、やっぱりそれに対してどうかなという点もありますけども、この新電力会

社からの購入の費用の差については、今後より安いところに購入を変えていくとか、そういったこととか分析

としてはどういうふうな判断をされてるでしょうか。 

○総務管財課長（岩本尚史君） 平成29年度の決算ベースでございますが、東京電力と比べた場合、お話ありま

した契約電力が50キロワット以上の高圧電力につきましては、ＰＰＳということで、特定規模電気事業者との

契約を行っております。そちらの効果額ですが、本庁舎のみですが約287万円、29年度ではございました。今

後も毎年、当初契約ということで見積もり合わせによる随意契約になりますが、業者につきましてはしっかり

と状況を示しながら選定をしていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） 基本的なことで、ちょっと再度お聞きしますけども、実際、例えば本庁舎の関係で

言うと、丸紅新電力株式会社ですね。あと各小学校なども、そういったところがやっていますし、あとそれ以

外で東京電力エナジーパートナーというところも結構、市の電気を供給する形になってますけども、これは今

発言ありましたように随意契約でということですけども、まずちょっと最初に１点、確認させていただきたい

んですけど、東京電力エナジーパートナーというのは、あくまでも東京電力じゃなくて、東京電力の子会社と

いいますか、そういう形のものなんでしょうか。 

○総務管財課長（岩本尚史君） 前回、平成29年度の決算の資料でもお示しをさしていただきましたが、東京電

力エナジーパートナー、こちらは東京電力の子会社というか、系列会社ということで捉えていただければと思

うんですが、低圧電力、50キロワット未満の低圧の電力に関しましては、各施設のほうで東京電力、ＰＰＳが

入れないものですから、対象外になりますので、東京ガスや東京電力と見積もり比較をして、それで安いほう、

低いほうの金額で契約をしているというところでございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） わかりました。ＰＰＳのほうが使えない場合は、そうならざる得ないということで

すね。わかりました。 

  そうすると、今、中心としては、じゃ丸紅さん、新電力さんを使ってることですけども、これはやっぱりい

ろいろほかの会社と比較して、ここが妥当だということで何社かそういったことの検討した上での判断なんで

しょうか。 

○総務管財課長（岩本尚史君） 毎年、業者のほうは10社ほど候補指名のほうを絞った中で、金額による見積も
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り合わせを行っております。30年度につきましては、日立造船ということで、また違う別会社で現在やってる

ところです。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） わかりました。じゃ、現在はまた、昨年、平成29年度とは違う事業者で契約をして

ると。わかりました。 

  それで、あわせて今このエネルギーの地産地消の研究の中で出てるんですけども、それを紹介する本の中で

先ほど言いました福岡県みやま市の場合、人口が約４万人という大変小さな市といいますかね、当市の半分ぐ

らいの規模の市ですけども、しかしそのみやま市自体で九州電力に支払っている、これ市域全域ですけどもね、

電気料金の総額が毎年約20億円に上るということなんですね。つまり、４万人のそういう規模で、市全体の電

気の購入云々ということが、九州電力に対して約20億円に上るということですけども、これを逆に当市に当て

はめた場合とか、幾つかそういった調査とか、そういった研究というのはされてるんでしょうか。つまり、当

市の場合だったら、実際、東大和市ですね、東京電力さんに大体毎年、何十億の金額を支払ってるとか、その

辺はわかるでしょうか。 

○総務管財課長（岩本尚史君） 現在そういったような資料、調査等は行っておりません。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） わかりました。 

  できれば、そういったことも含めて研究課題にしてほしいんですけども、単純に言えば毎年それだけ、20億

のみやま市のような規模の自治体でも、それだけのお金が言ってみれば大手の九州電力さんに支払われてると。

逆に言うと、その金額を自治体でうまく運用してやるという発想が、そもそもこのみやま市の発想なわけです

ね。つまり、それだけの金額をうまく自治体が管理して生かすと。ですから、みやま市さんの場合では、その

ために条例もつくり、太陽光発電事業を後押しして、みやまエネルギー開発機構というものを設立して、さら

に市が出資する形で、みやまスマートエネルギー社というものを設立して現在に至ってると。その中で、それ

を単純に太陽光で得た電気を、まさに自分たちで使うんですね。当然直結してますから、災害時でも、何かあ

ってもね、送電線がおかしくなって、この間の北海道のブラックアウトみたいなことは起きない。つまり、直

結ですから、そういったことができる上で、さらにみやま市の場合はこれを、電力の工事だけを目的としてい

るわけではなくて、高齢者の見守りなど福祉に生かしてると。高齢者に、言ってみればタブレットの端末を渡

して、その内容、使い勝手とか、その内容を見て、高齢者のいろいろな細かい健康状態を確認したり、そうい

ったことまでやってる。つまり、ある面、自治体として収益を上げていながら福祉のほうも、きめ細かなこと

もやってるという事例なんですけども、こういったことに関して今まで市として何か研究とか検討したことあ

るんでしょうか。 

○環境部長（松本幹男君） 市で電力を発電するなり、市民の方の再生エネルギーを買い取って、それを小売す

る。そういったことの検討というのは、現在のところ行っておりません。 

  以上です。 

○議長（押本 修君） ここで10分間休憩いたします。 

午前１０時３４分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前１０時４４分 開議 
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○議長（押本 修君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○２２番（中野志乃夫君） さらに、ちょっとお伺いしたいのは、この間、太陽光発電といいますか、太陽光パ

ネルの設置について、当市でも若干ですけども、やっておりますけども、残念ながらいろいろ軽減措置とかい

ったものがもうなくなる時期でもありますが、ただいずれにしても太陽光パネルによって、太陽光発電によっ

て、直接電気が供給されるということによってね、本来ほかの電力会社に払う分が実際なくなる。当然ながら

パネル代、設置費用はかかりますけども、それは毎年払う金額を考えれば、まあ大変効率がいい話であると思

うんですが、この間、市庁舎のいろいろなあいてる屋根、大変多くあるわけですね。その辺を太陽光パネルを

設置して、そのことによって電気代を本当に解消させるといいますかね、エネルギーの地産地消という形で持

っていくような検討というのは、この間されたことはないんでしょうか。 

○環境部長（松本幹男君） 今の御提案、ある意味、有効なことではあると思っております。ただ、この市の庁

舎の築年数等が、相当年数たっておりますので、やはり一般的な民家の方がやっておられます固定価格の買い

取り制度、こちらも似たようなことが言えるかもしれないんですが、やはり極力家屋が新しいという言い方は

語弊があるかもしれないんですが、やはり早目にその分の太陽光の設置を含めた建物構造、建物のつくりにし

ていくというのが一番有効ではないかと思ってます。したがいまして、市の本庁舎につきましては、相当年数

が経過しているという状況から、そこまであいてる場所に太陽光パネルを設置するとか、そういった具体的な

検討までには及んでおりません。 

  以上です。 

○２２番（中野志乃夫君） わかりました。 

  確かに、ただこれは今後の課題ですけども、実際、給食センターの上にも少し、ちょっとあれは私は少な過

ぎると思うんですけど、太陽光パネル設置してありますけれども、本当だったらもっと本格的に太陽光パネル

いっぱい設置したりとか、新しい建物を新築するに当たっては、それをもう必ずつける。そういう形で、ある

面、必要なときといいますかね、自分たちで使って、残れば売電という形でね。売電のシステムは今後もずっ

と残るわけですから、そういう検討は行ってほしいと思ってます。 

  それで、あと現状のことでいいますとね、今東大和市の場合、災害時のときは、とりあえずどういう、電源

などはどういうふうな形で対処しようとしているのか、現状はどうなっているのか、ちょっとそれ教えてくだ

さい。 

○環境部長（松本幹男君） 災害時ということでございますが、第一義的には非常用発電、発電機の設置稼働と

いうところで考えてる状況でございます。 

  以上です。 

○２２番（中野志乃夫君） 現状、いわゆる緊急の発電のといいますか、そういったものは持ってない、現状何

かあるんじゃないですか。この間の大震災のときの停電といいますかね、あのときとか、あれも一部の地域、

うちはもう大変何度も停電になって苦労しましたし、今後もいろいろなことを考えると、やっぱり想定、常に

想定されることですから、やっぱり何らかの対処は考えてらっしゃると思うんですけど、その現状ちょっと再

度お聞きします。 

○総務管財課長（岩本尚史君） 本庁舎においてでございますが、こちらは非常用電源が地下にございます。そ

ちらのほうで停電になったときとか、必要最低限のというふうに絞り込みがされておりますが、電源のほうが

つくような形で今対応しております。 
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  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） わかりました。 

  結局、本来、現状でしたら大体どこの場所でも、企業とかいろんなところでも、発電機といいますかね、ガ

ソリンでちょっとね、それで発電させてといいますかね、エンジンつけてということのようなことで、緊急時

は対応すると思うんですけども、ただ結局、今後のいろいろまちづくりとか、いろいろ考えていったら、やは

り自然エネルギーで、そういったものができるのが、よりこしたことはないわけですし、そういう検討を本当

にこの際、やっぱりぜひしてほしいと思うんです。 

  それで、このみやま市の事例の場合は、本当に非常に好事例としていろんなところでも、ホームページでも

いろいろ詳しく紹介されてますし、ぜひ参考にしてほしいと思うんですけども、実はそれ以外でもね、いろい

ろ今、国内で、あちこちで、そういった自然エネルギーを中心にした、エネルギーの地産地消についての実践

例が挙がってます。 

  たまたま先日、「おだやかな革命」という、そうした自然エネルギーの実践例を紹介した映画の上映が市内

でもありまして、私も見さしていただきました。その中で、まず最初に出てきてるのが、東大和市と友好都市

である喜多方市ですね、喜多方市の会津電力という、そこがかなり大規模に太陽光発電を行って、いろいろ実

際に地域に還元してる実例が出ております。 

  また、あと私もすごい勉強になったのは、これは岡山県のとある村ですけども、もう周りが山だらけ、ほと

んど人口も数千といいますかね、そういったレベルの村ですけども、結局なかなか働く場所もない、いろいろ

困ってるけども、結局その森林を生かしたバイオマスの発電を行うことによって大変な黒字をもたらして、そ

こにいろいろな施設をつくることによって、ある面、都会といいますかね、都市からその山村に移り住んで、

いろいろ文化活動、芸術活動をやる人がふえてきてるという事例もありました。 

  やはりそのことも含めて、この際といいますかね、自治体自身がある面、潤う、そういう話ですから、それ

である面、必要なもので、エネルギーは必ずどうしても必要であるし、それ使うものですから、それを生かす

というね、それで発想を持って、こういう研究をしてほしいと思うんです。その辺について、この間、そうし

たエネルギー、太陽光はもちろんですけども、ほかのいろいろな、そういった自然エネルギーを生かした何か、

試みとかそういった検討というのは、市として全くされてないんでしょうか。この間、どういう検討があった

か教えていただきたいと思うんですけども。 

○環境部長（松本幹男君） まず自然を活用してエネルギーを生み出すという点では、やはり一般的なのが太陽

光、ソーラーパネルというところかなというふうには考えております。現在までの市の取り組みというところ

では、やはり環境基本計画がございますので、その中で太陽光パネルの設置等、市も今後、施設を更新してい

く際には取り入れていくという視点も踏まえた中で、市民の皆様にもそういったところでの協力等の呼びかけ

は行ってるところでございます。ただ、幾つかの議員のほうから自治体の事例の御紹介もあったわけですが、

東大和市の場合、市域全体を見た場合に、なかなかメガソーラー的に、大きいソーラーパネルを広大に設置で

きるという空間がなかなかないというのもございまして、なかなかそういう大きい視点での取り組みというと

ころにまでは、至ってないという状況でございます。 

  以上です。 

○２２番（中野志乃夫君） 確かに大体そういう地方で一生懸命やってるところは土地が広くあって、遊休地が

いっぱいあるというところを生かしてというのは当然だと思います。ただ、私は思うのは、各そういう太陽光
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パネル、一般の住宅地でも積極的に導入してもらうとかね、いろんな形を、そこの場所を設置する。それと、

あとこの間ちょっといろいろ問題になっておりますけど、向原の都有地、ああいうところも、私の発想でいえ

ば、単に住宅云々というんじゃなくて、逆に私は例えば南側の部分だって使えるんじゃないかと。基本的には、

私は原っぱのままでいいんですけど、あそこのところに太陽光パネルのいろいろな設置をして、うまくそうい

った住環境に合うような形のものをつくって、そこで考えるとか、市内をよく観察といいますかね、いろいろ

点検してみると、実際、国有地のところもそうですけども、桜が丘のですね。やっぱりまだまだ私は使える、

つまりそれが市として本格的にこういうことをやる。つまりエネルギーの地産地消のために、そういう大胆な

試みをある面、踏み出すというね、そういうことの検討を始めれば、私はいろんなことが見出せると思ってま

す。 

  単純に、逆に言うと、例えば私はこの福岡県のみやま市みたいな事例があればね、やっぱりそういったとこ

ろでエネルギーの地産地消をすることによって、ある面、自然エネルギーのもとでいろんなね、さらに福祉の

ことも充実してるまちだったら、やっぱり住みたい、そこに行って住みたいと思います。この間のちょっとね、

どうしても論議で、なかなか私も納得できないのは、都有地のあそこを、住環境、住宅をつくる云々というと

ころで話がとまっちゃってて、本来の発想は、確かに人口が減ったら困るのはわかりますけども、人口を減る

云々でね、じゃ住宅地つくれば人が来るか。そうじゃないと思うんですよ。やっぱり魅力あるね、その自治体

がどういう施策をやってるか、またそういった取り組みを行ってるか、そういったことが大きく影響する。そ

の一環が、まさに子育て日本一ということも絡んでくると思うんですけども、やっぱりそういった試みといい

ますかね、市全体をこういうまちにしていくというね、本当に魅力あるまちづくりをどうできるかによって、

やっぱりそこで他市からね、ああ東大和いいなと、住んでみたい、そういったことが絡んでくるんじゃないか

と。そういうことだと思うんです。 

  ですから、そういった点で考えたら、やはりある面、ほかの自治体からおくればせながらですけども、今か

らでもやはりエネルギーの地産地消を考える研究を始めて、やっぱり大胆な試みをやる時期ではないかと思う

んですけども、この辺について市長、どうお考えでしょうか。 

○環境部長（松本幹男君） 転入者をふやすという、そういったような、市で今掲げてるような課題等もござい

ます。したがいまして、議員がおっしゃいますように、やはり魅力あるまち、行ってみたくなる、住みたくな

るまち東大和というのは、私どもも昨日の一般質問でもそうなんですが、やはり魅力ある公園をつくる、何か

きっかけをつくることで、やはり魅力を高めるような、全体としての機運は高めなければいけないというふう

に思っております。 

  その中の御提案の１つに、再生可能エネルギーというところの御質問なのかなというふうには思っておりま

す。したがいまして、今後、温暖化がかなり削減が難しいという側面もございますので、そういったところは

時に触れてきちんと考えていかなければ、時としては遅くなってしまうという部分がございますんで、そこの

視点は入れていきたいというふうには考えております。 

  以上です。 

○２２番（中野志乃夫君） 今回、私のほうも、これはあくまでも提案ですのでぜひ、こういった事例が各地で

起こり始めてます。つまり、単に自治体がいろいろ自分から、ちょっと言葉は悪いですけど、もうけるといい

ますかね、自分からお金を稼いで、それを市民に還元する、住民に還元するということが、なかなかできない

状態だったのが、このエネルギーをめぐって、いろんなやり方次第によっては、そういったことが可能だとい
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うことの実例が出始めてるし、今後、電力も自由化になって、やはりいろいろなところ、太陽光エネルギーに

しても、そこで余ったエネルギーを、結局どこかが買うシステムができるわけですから、そのことによってい

ろんなことが、まちづくりに貢献できることがいろいろできてくるということを、ぜひ認識してほしいと思い

ます。ぜひ、そのための研究を進めていただきたいと思います。 

  次に、庁用車に関してですけども、これに関しては現状は購入する方式で、数台そうじゃない方式といいま

すかね、台数からすると何か別の形であるんでしょうか。たしか東京都から、何だ、電気自動車ですか、何か

来るとかいう、そういう話がそれに絡んでるのか、ちょっと現状を教えてください。 

○総務管財課長（岩本尚史君） １台リースをしてる車の状況でございますが、こちらは日産自動車が電気自動

車活用事例創発事業ということで、平成28年３月から当市のほうでエントリーをしまして、無償貸与をされて

るということでございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） わかりました。それは特別貸与ということですね。東京都の施策の一環だと思いま

すけども。 

  そうすると、現状、他市の実情というのはどうでしょう。そういうレンタルとか、使ってる市があると聞い

てますけども、その辺は調べてるでしょうか。 

○総務管財課長（岩本尚史君） 他市の状況でございますが、リースを中心とした市が26市で、今６市程度ある

と認識をしております。また、当市のようにリースも数台活用してる市が13市、あと購入のみという市も７市

というふうに直近の状況では把握をしております。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） そうした実情から考えて、購入のみがね、逆に言うと26市の中でも逆に少数、７市

しかないということは、やはりそのメリット、デメリットがあってと思うんです。 

  実は今、各自動車会社も、単純に販売だけの方式から、リース、レンタルとか、いろんな形式に変えようと、

自動車業界自身が変えてます。これはよくわかるんですけど、例えば燃費の問題なんかでいうと、もう年々よ

くなるわけですよね、燃費に関しては技術が向上して。そうすると、10年前から買った車をずっと乗り継いで

ると、燃費の悪いまま、今ガソリン代も高いですけども、そういうことでの弊害がある。だけど、リースによ

って一定の期間、区切りながら変えていくことも可能であれば、その辺はやっぱりより効率のいい車を乗れる

わけですし、また基本的にはリースの場合、自動車税といいますかね、そういった税金面で云々は、特に所有

者のほうがやるわけですから、その辺も解消できますし、その辺のメリット、デメリットについてはどうお考

えでしょうか。 

○総務管財課長（岩本尚史君） 先ほど申し上げました他市のほうも何市か聞き取り等をしている状況でござい

ますが、その中でリースをしている市では、やはり経費の平準化、また事務の軽減というようなことが、その

目的として言われております。ただ、使用期間ですね、当市も大事に、15年程度、今平均しても車のほう乗っ

ておりますが、使用期間10年程度と考えると、どうしても総額では購入より経費増というふうになってしまう

という認識も、そういった市からも聞かれております。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） せんだって議長車ですか、何かがアウトしてといいますか、使えなくなったという

ときにも、購入というよりは少なくともそういう特別な車はリースにすることによって、一定よりいい、燃費
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もよくなればその段階で変えるとか、そうしたやっぱり形をしたほうが、私は効率がよいんじゃないか。つま

り１台買ってそれをね、先ほど10年と言ってますけど、実際15年ぐらい使ってるわけですよね。その15年の年

数だと、燃費も性能もまるで違ってくる。今本当に、私も車を今、借りかえてますけど、もうちょっと本当に

全然違ってくるんですね。もうスイッチの入れ方からちょっと違ってきたり、戸惑うぐらいのところはありま

す。もう後ろだって、バックするにも必ずちゃんと映像が出て、それがもう当たり前の仕様になってるけど、

現状、残念ながら市の車でそういったものはまだついてないと思うんですよ。やっぱりよりこういう、日進月

歩のこういう技術の革新のあるものに関しては、よりいいものをやっぱり使ってもらうことが、私はかえって

市のいろいろ業務にとっても効率がいいことになるんではないかと思いますし、そのことではぜひそういった

検討をしていただきたいと。他市ももう実際、購入のみの市が７市しかないということであれば、やはりその

検討をぜひ、より進めていただきたいと思います。 

  これは要望しておきます。 

  次に、国民健康保険制度に関してですけども、基本的にちょっと今回の制度改正によって、市民の方から、

なかなかちょっとよくわからないといいますかね、単に値上げがされるだけではないかという危惧があって、

そうしたことでのいろいろ問い合わせも私もされています。ちょっと現状では、なかなかわかりづらいことが

あるんですけども、お聞きしたいのは他市の法定外繰り入れについて、基本的に公表されてないということで

すけども、多少でもほかの市も、実際、今この制度が変わってどういう動きになってるかぐらいはつかんでる

んじゃないかと思うんですけども、その辺、わかる範囲でいいですからちょっと教えていただきたいと思いま

す。 

○市民部副参事（岩野秀夫君） 国民健康保険の広域化に伴いまして、法定外繰り入れにつきましては、各市、

取り組みとして、その解消に向けて行ってるところではございます。その法定外の一般会計からの繰り入れに

つきましては、近隣市の状況につきまして、近隣４市になりますが、平成30年度当初の予算書等の確認を行っ

てはございます。法定外の繰り入れにつきましては、赤字補塡分以外の繰り入れもございますので、それも含

んだ中での比較となりますが、被保険者１人当たりの法定外繰入額といたしましては、当市は被保険者１人当

たり約３万円でありまして、近隣市の中では中庸といったところでありました。当市より被保険者１人当たり

法定外繰り入れが少ない自治体の中には、被保険者１人当たり約２万円のところもございましたので、そうい

うような状況をつかんでるところではございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） 基本的にどれだけ一般会計から繰り入れてるかによってですね、それによって確か

に市民の負担も大分変わってきてる。そのことによって、市民は当然、その詳しい一般会計がそれだけ注がれ

て、そのことによってほかの市のいろいろサービスが進まないといいますかね、なかなかやれないということ

は、なかなか見れないといいますかね、判断できない。単純にそういったことを続けてほしいし、急激な値上

げは困るという発想が強いもんですから、そういったことがよく言われるんですが。 

  ただ、ちょっと私もよくわかってないんですけども、この法定外繰り入れも、中身に関して基本的に全ての

ものがもうだめということじゃなくて、一定、市が努力すれば、それが認められるという話も聞いてますけど

も、その辺ちょっと説明していただきたいと思うんですけども。 

○市民部副参事（岩野秀夫君） 法定外繰り入れの内容といたしまして、その中には解消すべきものと、解消か

ら除外されてるものがございます。解消すべき法定外繰り入れの内容につきましては、東京都国民健康保険運
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営方針にその内容が示されてございます。解消すべき法定外繰り入れとされております主な内容といたしまし

ては、本来必要とされます保険税の負担抑制を図るためのものですとか、葬祭費や出産育児一時金の保険給付

におけます保険者負担分というものがその内容でございます。これにつきましては、解消すべき赤字補塡分の

繰り入れということになりますので、当市としましては国民健康保険の財政健全化計画に基づきまして、国が

設けた特例基金の期限となります６年で解消するように取り組んでいるところでございます。 

  また、解消しなくてもよい法定外繰り入れということにつきまして、こちらも主な内容といたしましては、

市の施策として実施してございます保険事業ですとか、人間ドック、脳ドックの受診料の助成等がございます。

こちらにつきましては、解消すべき補塡分としては除外されてございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） そうしますとね、一般会計からの繰り入れに関しては、全くなくなるわけではなく

て、一応認められてる人間ドックとか、そういう糖尿病対策ですか、そういった面での費用支出は構わないと

いう判断でよろしいのか。そうすると、大体どのぐらいの今後繰り入れが残るのか、その辺はどうなんでしょ

うか。 

○市民部副参事（岩野秀夫君） 法定外繰り入れ、全くなくなるのかというところの御質問かということで、お

答えといたしましては、国民健康保険自体が保険の仕組みを用いました社会保障制度でございまして、その主

な財源を保険税に求めてるところではございます。ほかの社会保険と異なりまして、事業主負担がない分、国

庫等からの公費が充てられておりまして、この保険税と公費の負担割合というのが50対50というふうになって

おります。本来、必要とされる保険税分につきましては、その割合に満たされておりませんために、一般会計

からの法定外の繰り入れによって補塡されております。この補塡されてる分につきましては、赤字補塡の繰り

入れとして解消すべきものとして取り組んでございます。 

  解消すべき赤字補塡分からは除外されております当市で行ってる保健事業ですとか、人間ドック、脳ドック

の受診料の助成等につきましては、これは除外されておりますが、平成30年度当初の予算上の見込みといたし

ましては、除外されておりますその他法定外繰り入れにつきましては、約１億円程度というふうに見込んでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） わかりました。 

  少なくともそういった形で、一般会計からの繰り入れが全くなくなるわけじゃなくて、人間ドックとかそう

いった糖尿病の疾病防止ですかね、そういったものは認められるから、それに関してはある面、これはもう市

の判断で、ある面、多く出していいという話になるのか、その辺はどうなんですか。一定基準があって、それ

抑制、これ以上はだめとかあるんですか。 

○市民部副参事（岩野秀夫君） 市の施策として続けてございます事業につきまして、先ほど申し上げました保

健事業ですとか、人間ドック、脳ドックへの受診料助成事業につきましては、削減すべき赤字補塡の対象とな

ってないというところで、特に上限等は設けられてございません。市の事業として継続する限りは、こちらは

なくなることはございません。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） わかりました。 

  そうするとね、あとはちょっとどうしても気になるんですけど、そういった制度の改正によって、いろいろ
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細かく決められてますし、法律上のことですから市が勝手に変えることができない現状の中で、何かしらのい

わゆるそういう経済的な困窮者っていいますかね、その辺の弱者対策みたいなことというのは、何か取り得る

方法はあるんでしょうか。 

○市民部副参事（岩野秀夫君） 保険税の解消すべき、赤字補塡の繰り入れを解消するとなりますと、保険税、

急増する見込みもございますので、その急増抑制のために幾つか抑制の対策というのは行ってございます。一

例を申し上げますと、これは法定で定められてるんですけれども、７割、５割、２割の均等割の軽減、こちら

が行われておりますのと、当市独自のものといたしましては、均等割ですね、保険税の中身として応能応益の

割合が定められてるんですけれども、その応益割につきましては、当市のほうは他市に比べまして抑えている

内容で、これが所得の低い方への配慮ということで行われているところでございます。また、子育て世帯への

配慮といたしまして、多子世帯への保険税の軽減策というのも行ってございます。また、それ以外に交付金と

いたしまして、保険者努力支援の交付金、こちらの得られたものにつきましては、これは全額、東京都へ納め

ます国民健康保険事業費納付金に充てることによりまして、これが結果的には保険税の抑制につながってるも

のというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） なかなかちょっと細かい分野で、ちょっと私もまだ全部把握し切れてませんけども、

少なくてもそういったやり方は残ってるということでは理解させていただきました。いずれにしても、この国

民健康保険に関してどうしても市の税金として捉えられて、その税金が高いという判断を持ってる市民の方が

まだまだ多くいらっしゃいますので、なるべくこの現状は、こういう制度のもとで、こういう現状だというこ

とは常にＰＲしながら、弱者対策もぜひきめ細かく進めていただきたいということを申し述べて、私の一般質

問は終わりにいたします。 

  ありがとうございます。 

○議長（押本 修君） 以上で、中野志乃夫議員の一般質問は終了いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 実 川 圭 子 君 

○議長（押本 修君） 次に、４番、実川圭子議員を指名いたします。 

〔４ 番 実川圭子君 登壇〕 

○４番（実川圭子君） 議席番号４番、実川圭子です。通告に従い、一般質問を行います。 

  障害者基本法、障害者総合支援法、児童福祉法の改正などを受けて、当市では障害者総合プランを30年３月

に策定しました。その中で、「障害のある人もない人も、すべての人がお互いを尊重し支え合う、共生社会の

構築を」という理念を定めています。 

  そして、重点的に取り組む項目として３点、挙げています。そのうちの１つ、重点施策２に、地域で安心し

て暮らし続けるための施策として、次の４点を挙げています。１つ目は、生活介護や就労継続支援等の日中活

動の場の整備・充実を図ります。２点目は、グループホームの整備・充実を図ります。３点目として、短期入

所や宿泊型自立訓練を活用して、自立生活の体験の場を確保します。４点目として、地域生活支援拠点等の整

備のため、地域活動支援センターの相談機能の強化を図るとともに、基幹相談支援センターについて検討しま

すとあります。そして、地域生活支援拠点等を平成32年度末には１カ所整備することを目標に掲げています。

また、基幹相談支援センターについても、あわせて設置をしていくことを検討するとあります。さらに、基幹
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相談支援センター等機能強化事業については、今年度も実施しているということが書かれています。 

  これらの障害者総合プランに掲げられていることが、現状どのようになっているのか、障害のある方が地域

で安心して暮らし続けるためにはどう進めていくのかお伺いしたいと考え、以下、質問いたします。 

  また、これらを実施していくためとして、市民の期待が大きい東大和市総合福祉センター は～とふるにつ

いても伺います。 

  ①として、地域生活支援事業ついて。 

  ア、障害児及び障害者相談支援事業について。 

  イ、地域生活支援拠点等の整備について。 

  ②地域福祉の拠点である東大和市総合福祉センター は～とふるの現状について。 

  次に、図書館について伺います。 

  当市の図書館事業は、昭和59年に中央図書館が開館して、それに先立ち移動図書館みずうみ号が稼働し、そ

の後、桜が丘図書館、清原図書館の２つの地区館が開館しました。蔵書数や貸し出し数、また図書購入費など

は同程度の人口規模の自治体の中では上位に入り、評価されるべき状況だと考えます。2016年10月に指定管理

者制度導入を視野に入れた地区図書館の開館日と開館時間の見直しについて図書館協議会に諮問され、2018年

２月に答申が出されました。今後の図書館のあり方を大きく左右する指定管理者導入については現在も検討中

であり、先日、11月９日の図書館協議会の場では、今年度中に一定の方向を示すとの説明がありました。この

間、図書館協議会のみならず、市民の方の学習会なども種々行われ、指定管理の問題だけでなく、図書館のあ

り方や役割など積極的な議論もされているところです。先ほど述べた図書館協議会の答申に、図書館の果たす

べき役割について挙げられています。そこで、改めて図書館の役割についての市の認識を伺うとともに、サー

ビス向上に向けての検討状況をお尋ねします。 

  ①図書館の役割について。 

  ②サービス向上について。 

  ア、自動貸出機等の導入について。 

  イ、指定管理者制度の考え方について。 

  以上でこの場での質問は終わりにさせていただきます。再質問については自席で行います。よろしくお願い

いたします。 

〔４ 番 実川圭子君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 初めに、障害児及び障害者の相談支援事業についてでありますが、障害者総合支援法に

基づく障害福祉サービス等を利用する方については、相談支援事業所においてサービス等利用計画を作成した

上で、サービスを利用していただくこととされております。市では、相談支援事業所の整備に努めるとともに、

相談支援事業所連絡会を通じて、相談支援の質の向上等を支援しております。 

  次に、地域生活支援拠点等の整備についてでありますが、市では平成30年度から平成32年度までを計画期間

とする障害者総合プランにおいて、国の基本指針に従って障害者の地域生活支援拠点等を平成32年度末までに

整備することとしております。現在、障害のある方や関係機関による東大和市地域生活支援拠点等整備検討会

議を設置し、拠点等の整備に関する基本的な方針について検討を行っております。 

  次に、東大和市総合福祉センター は～とふるの現状についてでありますが、総合福祉センター は～とふる、
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（仮称）東大和市総合福祉センター基本計画に基づき、平成28年10月に開設いたしました。市と事業実施者に

おいて、総合福祉センターの整備及び運営に関する協定を結び、基本計画に掲げた10事業のほか、事業実施者

の提案による事業を実施していただいております。開設当初は実施体制が十分に整わない事業もありましたが、

現在では適切に事業実施が行われているものと認識しております。 

  次に、図書館の役割についてでありますが、図書館法におきましては、図書館とは図書、記録、その他必要

な資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資す

ることを目的とする施設とされており、そのような役割があるものと認識しております。 

  次に、図書館におけるサービスの向上についてでありますが、図書館への自動貸出機等につきましては、導

入することができれば貸し出しや返却、棚卸し作業等の業務を効率的に行うことができると考えております。

また、指定管理者制度につきましては、新たな財源等を伴わずに地区図書館におけます開館日をふやすなどの

サービスの充実を図ることのできる有効な手段の一つであると考えております。詳細につきましては、教育委

員会から説明をお願いします。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○教育長（真如昌美君） それでは、図書館の役割について御説明を申し上げます。 

  市長答弁にもありました図書館法の定義に掲げてあるもののほか、東大和市総合計画において、図書館は身

近であって市民の学習に必要な資料情報を収集、整理し、提供する役割を果たしている施設と位置づけられて

おります。このため、市民の皆様からリクエストやレファレンスの御要望も可能な限り対応できるよう厳しい

財政状況ではありますが、図書資料費を確保し、さまざまな情報を収集、提供に努めているところであります。

また、おはなし会や図書館施設の見学会、講演会、ビブリオバトルなど、読書活動を通した行事の開催等、さ

まざまな形で社会教育の推進に寄与する活動を行ってきております。さらに、近年は高齢者や児童・生徒の居

場所としての役割も期待されているところと認識しております。 

  次に、図書館におけるサービスの向上についてでありますが、自動貸出機等を導入することにより、窓口に

おける貸し出し返却業務のほか、棚卸し等の図書館業務を大きく効率化することが可能となりました。さらに、

利用者の読書内容等を窓口職員に見られずに済むというプライバシーの保護にも効果があります。しかし、導

入には一般に資料へのＩＣタグの装着が必要であり、出入り口に専用ゲートを設置する費用のほか、翌年度以

降の維持管理費等に多額の経費が必要となりますので、現状では困難であると考えております。また、指定管

理者制度につきましては、現在、地区図書館への制度導入につきまして、東大和市立図書館協議会からの答申

や近隣市の状況等を参考に、中央図書館におきまして検討を進めているところであります。その中で、地区図

書館への制度の考え方につきましても、あわせて整理してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） 御答弁、ありがとうございました。 

  それでは、順次、再質問させていただきます。 

  まず１点目の障害のある方が地域で安心して暮らし続けるための施策についてということで、最初に相談支

援についてお伺いをしたいと思います。 

  御答弁でもいただきましたけれども、市内でこの障害者のサービスを受けるためには、計画相談というのを

受けなくてはならないというふうに思いますけれども、まずそのことが、この障害者総合プラン、東大和市の
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障害者プランを見ますと、第５章の数値目標と確保のための方策という中の第４節、地域生活支援事業の実施

に関する事項、その中に相談支援事業の見込み量確保のための方策というのが定められていると思います。ま

た、第２節の障害福祉サービス等の見込量とその確保のための方策の４、相談支援サービスというところで、

その実際の計画相談のサービス量の見込みと確保を、方策を定めているということで理解しているのですけど

も、それでよろしいでしょうか。 

  地域で安心して暮らし続けるためには、相談の場がしっかり確保されていることが重要ですけれども、この

相談支援事業及びそこで行われている相談支援サービスの内容について、もう一度簡単に御説明いただきたい

と思います。 

○障害福祉課長（小川則之君） 相談支援事業につきましては、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサー

ビスを利用される方について、全ての方について計画相談支援を導入するということにされております。それ

に基づきまして、サービス等利用計画というものを、相談支援事業所において作成をいたしまして、それに基

づいて市で必要なサービス量を支給決定を行うという形になっております。相談支援事業の大まかな内容は、

以上のとおりでございます。 

○４番（実川圭子君） 全ての方に、サービスを受けるとしたらそれが必要になるということなんですが、相談

のサービスと利用計画を立てられる事業所、それを請け負ってる事業所というのは市内に何カ所あるかお伺い

します。 

  この総合プランを見ますと、指定相談支援事業所というのと、その他の相談支援事業所という記載がありま

すけれども、その違いについても教えてください。 

○障害福祉課長（小川則之君） 市内には、計画相談を作成する事業所が７事業所ございます。それらのうち、

総合福祉センター は～とふると精神障害者地域生活支援センター「ウエルカム」につきましては、委託事業

ということで行っております。それ以外の５事業所につきましては、１つはあけぼの学園の公設の事業所で行

っておりますが、それ以外は民間の事業所というような区分けで行っております。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） ７カ所あるということがわかりましたけども、その委託のものと、それ以外のものとい

うのがあるというふうに理解します。 

  今後このプランなど見ていきますと、その中で基幹相談支援センターという言葉が出てきます。この基幹相

談支援センターというのが、今、東大和市では設置をされていない、それからそのほかに先ほどの委託をして

いる、は～とふるとウエルカムについては、基幹相談支援センター等機能強化事業を実施しているというふう

に書いてありますけれども、この基幹相談支援センター等機能強化事業と今後設置しようとしている基幹相談

支援センター、その関係というか、そのあたりのことについて御説明をいただきたいと思います。 

○障害福祉課長（小川則之君） 基幹相談支援センターと基幹相談支援センター等機能強化事業についてでござ

いますが、基幹相談支援センターにつきましては、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、

障害者相談支援事業等の業務を総合的に行うことを目的とする施設ということを国のほうで規定しております。

市においては、基幹相談支援センターについては、まだ未設置というような位置づけでございます。 

  一方、基幹相談支援センター等機能強化事業につきましては、これは国の補助金の枠組みの話でございまし

て、この機能強化事業につきましては、相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事

業に加えて、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を、基幹相談支援センター等に配置して、相談支



－149－ 

援機能の強化を図るという目的で補助を行うということとされております。したがいまして、当市におきまし

ては、は～とふるやウエルカムに社会福祉士、精神保健福祉士等の専門職員を配置して、相談機能の強化を図

っておるというような形でございます。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） では、機能強化を図っているウエルカムと、は～とふるが、将来的にその基幹相談支援

センターに、今はまだ未設置ですけれども、その中核的な役割を担う基幹相談支援センターとなっていくとい

うふうに考えてよろしいのでしょうか。 

○障害福祉課長（小川則之君） 基幹相談支援センターの機能には、４つほど機能が想定されております。総合

的専門的相談支援、地域の相談支援体制の強化、地域移行・地域定着の促進、権利擁護・虐待の防止、これら

の機能の中で現在のは～とふるやウエルカムだけでは対応できない機能もあるというふうに認識しております

ので、現在のところでは市が直営で行うということも含めて、地域生活支援拠点等の整備の検討の中で、検討

しておるというような状況でございます。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） わかりました。 

  機能強化事業ということで、人員の配置などもふやしているということなので、そのウエルカムとは～とふ

るについてが、そういった中核的な役割を私は現在でも担っているのかなというふうに考えているのですけれ

ども、まだそこまではなっていないのかなという話なのかなというふうにも思います。計画相談のこの相談事

業につきましては、委託を受けてる指定相談支援事業所のほうが、中心的に受けてもらいたいんだというとこ

ろなんですけれども、そこで受け切れないものがほかの事業所にも回ってきて、小さな事業所ではとても手が

いっぱいになって非常に困ってるということが、この間、私のほうにも話がありました。この障害福祉計画の

中で、相談支援サービスの見込み量のことなんですけども、計画の中では今年度は１カ月当たり利用者数105

人となっていますが、この利用者数が見込みよりもふえたということが、どこでも相談が、なかなか手いっぱ

いになってる状況なのか、そのあたりの市の認識をお伺いします。 

○障害福祉課長（小川則之君） 計画相談についてでございますが、計画相談の対象となる人数につきまして、

平成30年３月末現在と平成30年６月末の現在の数値がございますが、そちらで今年度に入って30名余り利用者

がふえております。そういうような状況の中で、計画作成が必要ということでございますが、相談支援事業所

や相談支援専門員の数がふえないというような状況にあるというような状況でございます。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） プランの中でも、今後この利用者のほうがふえていくことを考慮して、さらに相談支援

専門員、事業所の拡充を図り、提供体制を確保するという記載も見られますけれども、それがこのプランを作

成した時点よりも早いペースで起きてきているのではないかなというふうに思いますけれども、そのあたりに

ついては市のほうはどのように対応していこうということになっているのかお伺いします。 

○障害福祉課長（小川則之君） 今年度に入りまして、先ほど申し上げましたとおり30名余りの利用者の増とい

うところは、市の想定を上回るというような状況でございます。そういう中での対応ですけれども、現状で相

談支援専門員になるためには、一定の経験年数、相談や障害者への支援の経験年数と、それから相談支援専門

員の研修の受講というようなことが必要となっておるというところでございます。この研修につきましては、

年に２回、東京都のほうで行っておりますが、その受講に当たって、その実務経験のハードルが非常に高いと
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いうような声も聞いております。したがって、この研修を受けることができなかったり、あるいは相談支援事

業所で求人を行ってもなかなか応募がないというような状況もございます。そういう中で、市といたしまして

は、この研修受講というところを、それぞれの相談支援事業所に受講を促すということと、相談支援事業所の

開設について打診を行っておるというようなところでございます。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） 市でも非常に苦労しているのではないかなというふうに思うのですが、もう一点、先ほ

ど基幹相談支援センターの設置に向けてのことで、市が直営で場合によってはやるというようなお話がちょっ

とあったのですけれども、今この各事業所も手いっぱいである中で、市が直営でこの計画相談を受けたりとい

うようなことがあるのかどうかお伺いします。 

○障害福祉課長（小川則之君） 現状、市と申しますと障害福祉課になるんですけれども、障害福祉課において

はサービスの支給決定を行っておりますので、そこであわせてサービス利用計画の作成を行うということは想

定しておりません。そういう意味で、基幹相談支援センターにつきましても、市を含めたは～とふる、ウエル

カム、そういう中での整備というような形になることも想定しております。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） それから、このあたりについては地域自立支援協議会相談部会というところでも議論が

されてると思いますけれども、そちらではどのような話が出ているのかお伺いします。 

○障害福祉課長（小川則之君） 地域自立支援協議会の相談部会におきましては、月に１度、会合を持ちまして、

各事業所における相談の体制ですとか、その中での困難事例等についての事例検討等を行っております。そう

いう中で、各事業所の一番の悩みというところは、やはり相談支援専門員の数が足りないというようなところ

であると。それに対しての対策というところでのそれぞれの事業所での工夫を、情報交換をしたりというよう

なところで行っております。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） 今この部分に関しては、非常に各事業所も困っている状態だと思いますので、市のほう

もいろいろ工夫をしながら対応を進めていただきたいと思います。いずれにしましても、計画相談を受けなけ

ればサービスも受けられませんので、特に放課後デイサービスの利用を含めて、児童の相談がふえているとい

う話もお伺いしてますので、今後、あけぼの学園のほうも、発達支援センターの検討などもされていくかと思

いますけれども、そのあたりも十分に視野に入れて御検討いただきたいと思います。 

  次に、この基幹相談支援センターも含めた地域生活支援拠点等の整備についてお伺いしたいと思います。 

  この基幹相談支援センターについては御答弁いただきましたけれども、このセンターをつくるということも

含めて、ほかにも体験の機会や場ですとか、緊急時の受け入れや対応、それから専門性のことと、あと地域の

体制づくりの全部で５つの機能を強化するものが、この地域生活支援拠点等の整備ということというふうに、

この総合プランには書かれているんですけども、そして32年度末までに１カ所整備という目標ですけれども、

このあたりについては今後どのように整備していこうとお考えなのか伺います。 

○障害福祉課長（小川則之君） 地域生活支援拠点等の整備につきましては、本年９月から地域生活支援拠点等

整備検討会議というものを関係機関の方々でつくりまして、今年度中に整備の方針について意見をまとめると

いうようなことを予定しております。この障害者総合プランにおきましても、総合福祉センター は～とふる

やウエルカムの機能を強化し、地域の社会資源を活用して面的な整備を行うということとしておりますので、
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このは～とふるやウエルカムを中心として、地域のさまざまな社会資源を活用して整備を図るというような方

向で検討を進めてまいっております。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） それでは、総合福祉センター は～とふるやウエルカムだけが、この支援拠点、地域生

活支援拠点になるというわけではなくて、そのほかにもさまざま行っている事業などもあわせて、社会資源と

して、それらも含めて整備をしていくということだというふうに理解しましたけれども、その場合に総合福祉

センター は～とふるやウエルカムはよく見えるからわかるんですけども、そのほかの事業所については、例

えば何かそのことについて指定を、その事業所を指定していくというような形になるのか、またそういった事

業所に対して、この地域生活支援拠点としての何か助成金などを出すとか、何か特別に行うようなことになる

のか、その面的な整備で社会資源に対してどういうふうに指定していくのかというところのあたりをお伺いし

ます。 

○障害福祉課長（小川則之君） この地域生活支援拠点等の整備につきまして、国におきましては改めてこのた

めに個別の補助等を想定しているということではないということであります。そのために活用すべきものとし

て、例えば短期入所の事業所における緊急時の入所体制の確保の加算ですとか、グループホームにおける体験

的な利用をした際の加算等を、この地域生活支援拠点等の整備に充てろというような想定でございますので、

改めて市において事業所を指定をしたり、個別の新たな補助を創設するというようなところは現状では想定し

ておりません。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） わかりました。 

  それで、例えば一番この中でも要望が多いのかなと思うのが、緊急時の受け入れや対応などのショートステ

イの利便性というか、対応などなのかなというふうに思いますけれども、例えば緊急的に必要だといった場合

に、現在では総合福祉センター は～とふるの中に、短期入所の部分もあると思いますので、そちらに行けば、

そちらがあいてれば使えるし、あいてなかったらそちらからほかの事業所を紹介するというような形になって

いくのか、ちょっとそのイメージがまだわからないんですけど、そのあたりを利用者の立場としてどのような

動きになるのか教えてください。 

○障害福祉課長（小川則之君） 現状におきまして、例えば介護者が急に急病で介護ができなくなったというよ

うな状況が発生することも間々ございます。そうした折には、まずその方が障害福祉サービスにおける短期入

所のサービスを受けられるというような方であれば、まずその短期入所での受け入れ先を、は～とふるを含め

て探すというような体制を、ケースワーカーや相談支援事業所が協議しながら進めていくというような形をと

っております。それ以外の例えば虐待等にかかわるような場合に、緊急的に保護が必要な場合には、緊急一時

の保護というような形の制度も整えておるというようなことでございます。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） 緊急的に使いたかったら、ケースワーカーや相談支援事業所に、まず相談というような

形になるのか、ちょっともう一度確認したいのと、あと緊急一時保護に関しては、場所としては、は～とふる

がその場所になるのか、そのあたりをお伺いします。 

○障害福祉課長（小川則之君） 障害福祉サービス等を利用されている方につきましては、相談支援事業所へ相

談していただくというような形が主になろうかと思いますけれども、そうでない方も含めて市のケースワーカ
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ーの対応を行っております。それから、緊急一時保護につきましては、現状では、は～とふるのほか、市内、

市外の施設で６施設ほど個別に契約をして利用を行うというような形になっております。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） ありがとうございます。このあたりが一番、利用者さんでも心配をしてるというか、本

当に自分が介護してる方が見られなくなったらどうしよう、急に預けたいというようなときに、どこに行けば

預けられるのかというようなことは、もう本当に常に考えているようなところだと思いますので、しっかり対

応ができるように、今後も整備をしていっていただきたいと思います。今後、この地域生活支援拠点等の整備

に関してはいろんな、どれくらいの量がというような、数を想定していくのだと思いますけれども、利用者の

立場に立って何がどのようにやれば地域で安心して暮らせるのかということを第一に、整備をしていっていた

だきたいと思います。 

  以上で、ここのところは終わります。 

○議長（押本 修君） ここで午後１時30分まで休憩いたします。 

午前１１時５４分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 １時２９分 開議 

○議長（押本 修君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○４番（実川圭子君） では、引き続きまして地域福祉の拠点である東大和市総合福祉センター は～とふるの

現状についてお伺いしたいと思います。 

  地域福祉の拠点である総合福祉センター は～とふるですけれども、午前中、相談支援事業のことでもいろ

いろお伺いしましたけれども、は～とふるについては人員配置の強化などされていますけれども、中核的な役

割というところまではいってないのかなという気がします。市長の御答弁でも、適切に運営されているという

ようなことだったと思いますけれども、それ以上の役割、やはり地域、福祉の拠点として中核的な役割が、私

は市民からすごく期待されている場所だなというふうに感じています。 

  しかし、どうも市民の期待どおりに進んでいるのかどうか、そのあたり疑問に感じまして、決算特別委員会

の中でも幾つか質疑をさせていただきました。現状は少し変わっているかもしれませんけれども、決算委員会

の中では29年度末の時点で、特養のほうがワンユニットあいている状況ですとか、障害者の生活介護や就労継

続支援Ｂ型も定員に対して利用者の伸びがほとんどなかったことなど、一部の事業をとってみても、市民にと

って十分利用しやすい施設になってるのかどうか疑問に思うところです。 

  は～とふるは、民設民営の施設なので、経営などについては直接かかわることはできませんけれども、そう

はいっても市の総合福祉センター基本計画にのっとって、適切な運営がなされてるかどうかチェックする必要

があると思います。そこで、行政報告書では確認し切れない部分に関しまして、は～とふる全体としての事業

報告などを今回資料要求させていただきました。御提出いただきましてありがとうございます。 

  その資料のほうも見させていただいて、率直な感想としては、このまま事業のほうが、継続がうまくいくの

かどうか心配なレベルように私は感じたのですけれども、市としては、この事業報告が事業者のほうから出さ

れた段階で、それをはいと受け取っただけなのか、もしくは何かしらこの報告を出された時点で協議などをし

たのか、その点についてお伺いします。 

○福祉部長（田口茂夫君） 市といたしましても、は～とふるとは定例的な打ち合わせなども実施してございま
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す。それとともに、この平成29年度の決算収支等を見させていただく中で、やはり当然収支が合っていないと

いうことも事実でございます。そういったことから、もう既に本年度、若干もう少し相談をさせていただいて

おります。そういった意味で、収支は合うような形で、特に障害のほうの部分も含めて、介護のほうの部分も

含めてでございますけども、少しずつ御意見は述べさせていただくとともに、は～とふるのほうでもそれに向

けて説明なり、また準備を進めているというふうなことで聞いてございます。このようなことから、今後そう

いったところも改善していくというふうには考えております。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） 事業者と結んだ（仮称）東大和市総合福祉センターの整備及び運営に関する協定書とい

うところの第７条には、市は事業者の行う事業を監督及び必要な指導を行うというようにあります。今回に限

らず、これまでは～とふるに対して、市としてはどのような指導、監督を行ってきたのかお伺いします。 

○障害福祉課長（小川則之君） 総合福祉センター は～とふるで行う10の事業の中には、障害者総合支援法に

基づいて行う給付によるサービスの事業及び市からの委託もしくは補助による事業がございます。これらのう

ち、委託あるいは補助に関する事業につきましては、毎月、定例的に担当者と会議を持ちまして、それぞれの

事業の進捗状況の確認や課題等について話し合いをしております。また、給付の事業につきましても、不定期

ではございますが、総合福祉センター は～とふるのほうの課長以上の職員と会合を持ちまして、そこでの実

施状況について確認をしておるところでございます。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） 定期的な会議ですとか、不定期にも会議を行ってるというところはわかりました。 

  この提出いただいた資料について少しお伺いしたいのですけれども、事業の成果等というところが、その10

の事業、プラス独自事業についても書かれているんですけれども、その成果の欄を見ますと、私には随分よい

評価になってるなというふうに思うのですが、例えば事業でいくと（６）日中一時支援事業というページがあ

るんですが、ちょっとこれページ数が振ってないので何ページと言えないんですが、（６）日中一時支援事業

というところの事業実施概要というような欄を見ても、全体の利用実態が、人数は書かれているんですが、そ

れが延べ人数なのかとか、あとトワイライト利用というのがどれくらいあったのかとか、何か具体的な数とい

うのが、これだけではわからないなというふうに感じたのですけれども、今ここでその数を述べていただく必

要はないんですが、市としてはもう少し詳しい実態などは把握しているのでしょうか。この資料の下のほうに、

必要に応じて資料を添付すると書かれてますけれども、今回この出していただいた報告書のほかに、細かい実

績などの報告などはあったのかどうかお伺いします。 

○障害福祉課長（小川則之君） 日中一時支援につきましては、ほかに添付していただいた資料というものはご

ざいません。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） 建物や運営に関しては、民間事業者が担っているというような事業ですけれども、やっ

てる内容というのは、やはり公の福祉の事業ですし、公益の事業を担ってるという意味で、私はやはりもっと、

特には～とふるのことを地域の方にも知ってもらいたいということであれば、私は事業者からもう少し詳しい

事業報告書などをつくっていただいて、そういったものを、詳細を公表することで地域の方からも信頼を受け

ることができるのではないかなというふうに感じます。 

  それから、先ほど午前中にも述べました相談支援事業などでもそうなのですけども、全体として人手不足な
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ど職員体制のことがあるようなのですが、この報告書からは、その人手不足については特によく、どういった

状況なのかがよくわかりません。そのは～とふるで起きてる人手不足については、市はどういう認識を持って

いるのか、また事業所と協議などはしているのでしょうかということをお伺いしたいと思います。 

  みのり福祉園からの事業を引き継ぐということで、職員の方も少し異動してきた方もいらっしゃると思いま

すけれども、私がいろいろな利用者の方ですとか、家族の方からお聞きするところによると、スタッフの方が

何人もおやめになってしまったというようなことも聞こえてきますけれども、実際、事実はいかがでしょうか。

人手不足のために、場所があってもサービスが受けられないということが起きているのではないかと思うので

すが、いかがでしょうか。 

○障害福祉課長（小川則之君） 総合福祉センター は～とふるの人員体制についてでございますが、旧みのり

福祉園から引き継ぎました生活介護及び就労継続支援Ｂ型についてでございますが、生活介護につきましては、

は～とふる開設時に16名の職員がおりましたが、そのうち12名の者が継続していると。そして、30年度から２

名、職員をふやして、現在18名という体制であると聞いております。就労継続支援Ｂ型につきましては、開設

時12名のうち９名の職員が現在も継続しており、29年度から１名増員して現在13名ということで、開設時の職

員が７割以上、残っているというところで、そういう意味で特に職員が大きく変わっているというような認識

はございません。また、生活介護も就労Ｂも旧みのり福祉園当時に比べて、利用者１人当たりに対する職員数

も大幅にふやしておるということで、手厚い支援がなされているというふうに認識しております。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） ７割は継続しているというところなんですが、利用者さんにとってはスタッフの方が変

わるというのは非常に大きな問題だと思いますので、やはりそういったところでストレスを感じてるような利

用者さんもいるということを、少しお伝えできればなというふうに思います。 

  それから、また資料のほうで申し上げますと、後ろのほうに資金の収支計算書が出ております。部長からも

最初に御答弁ありましたけれども、この事業活動資金収支額というところを見ましても、収入から支出を引い

て、29年度でマイナス4,000万円で、また予算に対して決算がマイナス8,000万円というふうになってます。細

かくいろいろ事情を聞けばあるかと思いますけれども、率直に感じまして事業計画の立て方がどうなったのか

ということは非常に疑問に感じます。 

  今回こうやって資料を出していただいたことで、事業の現状がほかの方にもわかったわけですけれども、市

は事業者と会議などを持ってるということなんですが、やはり私はこういったことがきちんと公表されて、外

部の目が入っていくことが必要なんではないかと思います。東京都の実地検査なども事業によってはあったよ

うなんですが、この事業評価といいますか、外部の目の評価、第三者による評価などはどのように行っている

のかお伺いします。 

○障害福祉課長（小川則之君） 個々の事業における収支等につきましては、社会福祉法人全体での決算という

ことで、その社会福祉法人のルールに従って公表されておるというふうに認識をしております。個別に、は～

とふるだけについて公表を求めるというようなことは、市においては行っておりません。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） 市からは求めていないということなんですが、その第三者評価とよく言われる福祉施設

などはそういったものを受けて、公平な目で評価していくということが行われてると思いますけども、そうい

った点についてはどのようになっているのでしょうか。 
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○障害福祉課長（小川則之君） 第三者評価につきましては、今年度、東京都の補助を利用しまして受診すると

いう予定になっていると伺っております。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） では、今年度、これからということになるのかなというふうに思います。 

  それから、ほかにも外部との関係としまして、先ほど申しました、最初に結んだ協定ですね、協定の第13条

には市内福祉団体等の関連機関との間において、適宜情報交換するなど緊密な連携を図り、センターの円滑な

運営に努めなければならないとあります。この点については、市内福祉団体等の関連機関との情報交換ですか、

そういったものはどのように行われているのかお伺いします。 

○障害福祉課長（小川則之君） 総合福祉センター は～とふるの運営に関する協議の場といたしまして、東大

和市総合福祉センター は～とふる地域連絡会というものを設けております。こちらは市の障害福祉課や高齢

介護課のほかに、福祉関係機関として社会福祉協議会や地域自立支援協議会、共同作業所連絡会等に入ってい

ただき、また地域の団体として桜が丘の周辺地域のマンションの管理組合等に委員となっていただきまして、

年に１回開催をして情報交換等を行っております。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） その地域連絡会には、利用者さんですとか、利用者の家族の方などは参加はあるのか伺

います。 

○障害福祉課長（小川則之君） こちらの地域連絡会につきましては、は～とふると地域住民、関係機関との連

携を深めるというような趣旨で開催しておりますので、就労Ｂや生活介護の保護者の方々には、このメンバー

には入っていただいておりません。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） それでは、利用者や御家族の方ですとか、そういった方の声を聞く機会などは、どのよ

うな機会が設けられてるかお伺いします。 

○障害福祉課長（小川則之君） 総合福祉センター は～とふるにおきまして、就労継続支援Ｂ型や生活介護の

保護者会というような形で、年に数回、定期的に行っておるというところで、利用者及び利用者の保護者の皆

様の声を、運営に生かすというような形をとっておるというふうに認識しております。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） よく利用者の関係の方からなんですけれども、お一人とかではなく、複数の方から聞か

れる言葉で、お世話になってるからおかしいと思うことや要望などがあっても言えないというような言葉が出

ることがあるんですね。私はこの言葉を聞くと、本当に残念というか、風通しが悪い組織というふうに感じて

しまいます。また、ここの利用をされてる方からは、計画相談で載っているようなことが、実際に行われてい

ないというようなことも、私のほうに話がありました。具体的には申し上げられませんけども、そのようなこ

とがもし本当にあるようでしたら、私はやはり評判が評判を呼ぶというか、利用したい人も集まらなくなって

しまうと思いますので、そうならないためにもやはり信頼関係を持てるような仕組みを、しっかりとつくって

いただきたいと思います。 

  それには、先ほども申し上げましたけれども、情報公開、きちんとしたこういった事業をやってますよとい

うような詳細を、やはり公開することと、利用してる方の市民の声をしっかりと聞くことだというふうに思い

ます。事業者と結んだ協定の第１条には、地域福祉の拠点とすることを目的としてつくるというようなことが



－156－ 

書かれてます。そのために市は、設備の整備に補助金を出したり、また土地を無償で貸し付けたりしたわけで

す。委託事業にもお金を出しているんですけれども、しかしこの地域福祉の拠点というイメージが、どうも市

民が期待するものと異なってるのではないかというのが、この間、私が感じてるものなんですが、市としては

この地域福祉の拠点ということを、このは～とふるが地域福祉の拠点ということについて、どのような認識を

持ってるのか、再度確認させていただきたいと思います。 

○障害福祉課長（小川則之君） 総合福祉センター は～とふるにつきましては、市長答弁にもありましたとお

り、基本計画に掲げた10の事業を適切に実施していただくということで、地域福祉の拠点としての役割を果た

していただくものと認識しております。現在のところ一部の事業において、人員的な問題等から十分に対応で

きてないというようなこともございますが、事業実施者においてさまざまな改善の努力をしているものと伺っ

ております。市といたしましても、地域生活支援拠点等の整備においても重要な役割を担うという施設という

ふうに認識しておりますので、今後とも適切な支援を続けてまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） 利用者さんにとっても、市内の福祉団体にとっても、本当に困ったときには助けてくれ

る、頼りになる場というような期待があると思います。そのためには、やはり利用の希望があってもは～とふ

るの事情で受けられないというようなことがあっては、やはり信頼関係が成り立たなくなってしまいます。例

えば、は～とふるに行ったけれども、利用がそこではできないというようなことがあったとしても、は～とふ

るが中核的な地域福祉の拠点として役割を持って、例えば市内事業者としっかりと連携をして、そちらでサー

ビスがきちんと受けられるような形、そういった形が私は市民が望む地域福祉の拠点ということではないかな

というふうに思います。福祉サービスを受けたい方が、決して路頭に迷うことがないように、市はしっかりと

責任を持って対応してください。 

  以上で、この１番目の項目は終わらせていただきたいと思います。 

  続きまして、次の図書館についてに移りたいと思います。 

  図書館につきましては、サービスの向上の検討ということで、2016年の10月に図書館協議会へ諮問がなされ

たところです。その後、図書館の開館時間の延長や開館日を見直すことというほかにも、そもそも図書館の役

割というのは何だろうかというところまで、図書館協議会の委員の方のみならず、市民の間でも話し合いがい

ろいろ持たれてきていると思います。また、図書館でもアンケートの調査なども行われました。そして、2018

年２月に出された答申については、市はこれまでの答弁で答申を尊重して検討していくというようなことだっ

たと思います。 

  現在、地区館の運営に関して指定管理者制度の導入を検討してるということですけれども、外部に委託する

のであればなおさらのこと、私は東大和市としての図書館のあり方、役割を市民とも共有できるような明文化

したものが必要と考えています。サービス向上の質問に入る前に、東大和の図書館の役割、あり方についてお

尋ねしたいと思います。 

  そういったことを明文化ということで、私は東大和市の図書館条例というのをまず確認をしてみました。そ

の東大和市の図書館条例の中で、ここの部分かなというふうに思い当たるのが、図書館法の10条によるという

ような条文なんですが、この図書館法10条というのはどのようなものなのかお伺いします。 

○社会教育部長（小俣 学君） 再質問の答弁をさせていただく前に、午前中の実川議員に対します図書館にお

けるサービスの向上の（ア）自動貸出機等の導入についての教育長答弁について、訂正をさせていただきたい
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と思います。 

  教育長の答弁中、自動貸出機等を導入することにより、窓口における貸し出し返却業務のほか、棚卸し等の

図書館業務を大きく効率化することが可能となりますと答弁すべきところを、効率化することが可能となりま

したというような答弁を教育長されました。そのため、その部分について訂正をさせていただくとともに、お

わびさせていただきます。申しわけございませんでした。 

  それでは、今再質問いただきました図書館法の第10条について御答弁をさせていただきます。 

  図書館法の第10条には、「公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で

定めなければならない。」というふうになっておりまして、当市におきましても昭和52年３月31日に東大和市

立図書館条例を定めてございます。多摩地域については、八王子市や三鷹市、小金井市、福生市などが同様の

つくりとなってございます。 

  以上でございます。 

○４番（実川圭子君） ありがとうございました。 

  この10条によるというのは、10条が図書館をつくるなら条例で定めなければならないということが書かれて

いる。それだけで、最初に市長のほうから御答弁いただきました図書館とはというような役割ですとか、そう

いったところに関しては、この東大和市の条例には書かれてないんだなというのが、ちょっと感じたところと、

そういった目的を、私はあって欲しいなと思いまして、ちょっとこの質問をしたところなんですが、今同様の

つくりになってる市を挙げていただきましたけれども、そのように特に目的などが記載されてないところもあ

るんですけれども、近隣の市では条例の中に市民の学習及び文化活動に資するためというような日野市の記述

ですとか、市民の教養と文化の向上を図るためと書かれてたのは東久留米市で、図書館法の引用をして、市民

の図書、その他の図書館資料に対する要求に応え、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって市民

の教養、調査、レクリエーション等に資するためというように書いてある条例もありました。ちょっとしたこ

とですけども、そういった文言が、やはり市として図書館を何のためにつくるのかというようなことを、きち

んと明記したほうがいいのではないかなというふうに思いまして、条例改正も含めて、今後このことは検討し

ていただきたいと思います。これはちょっと要望としてお伝えしたいと思います。 

  また、教育長の御答弁にありましたように、当市では東大和市総合計画に図書館のいろんな役割などが少し

書かれています。そういった図書館というのは、この市の中でどういう役割を果たすか、そういったことをき

ちんと計画という形でつくっている市もあります。東大和市では、子ども読書推進計画、第２次まで策定をさ

れていますけれども、一般的なというか、図書館基本計画のようなものは策定されていないと思います。2016

年10月に図書館の設置及び運営上の望ましい基準というのが文科省から出されていますけれども、その中で公

立図書館は基本運営方針を策定し、公表するように努めるというふうにも記載がありますので、私はぜひこの

図書館基本法というのを東大和市で策定する必要があるのではないかというふうに思いますが、そのことにつ

いてお考えをお伺いします。また、他市の策定状況についてもお伺いします。 

○中央図書館長（當摩 弘君） 現在、東大和市では図書館基本計画を策定する予定はございませんが、図書館

全体の計画として策定している自治体もございますので、今後の課題として捉えております。 

  他市の策定状況についてでありますが、計画の名称等が基本計画とされていない場合もございますので、全

ての市を確認できてるものではございませんが、昭島市、稲城市、青梅市、立川市、西東京市、日野市、福生

市、武蔵野市などが策定済みとなっております。 
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  以上です。 

○４番（実川圭子君） 図書館のことをいろいろ議論する上でも、私はやはり市の図書館についてのビジョンを

しっかりと示していく必要があるのではないかと思います。 

  図書館協議会で出された答申の中でも、図書館の理念や果たすべき役割を述べています。その最初のところ

は、「図書館は「知的財産の宝庫」です。その存分な活用によって、市民が自らの知的向上を目指し、地域の

発展ひいては国の繁栄へとつなげていくための「砦」であることを、私たちはあらためて認識する必要があり

ます。」として、３つの点について書いています。１つ目が社会的な教育機関としての使命、２つ目が個人を

尊重し学ぶ権利の保障、３つ目が市民とともに歩む責務ということで詳しく挙げているのですが、私は非常に

これ、すばらしくまとめられているなというふうに読んで感じました。この図書館協議会での議論を無駄にせ

ずに、今後の図書館事業に生かしていくべきと考えますが、その点についてお伺いします。 

○中央図書館長（當摩 弘君） 答申に掲げられております図書館の果たす役割につきましては、そのとおりで

あるというふうに考えております。その理念を生かすためには、答申の主文等において多岐にわたり御指摘を

いただいておりますので、その内容について真摯に検討していくことにあると考えております。現在それらの

指摘等につきましては、図書館といたしまして整理をしておりますが、市民要望ですとか経費等のことも勘案

する必要がございますので、可能な限り答申の内容に沿えるような形で努めていきたいというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） 細かい点もそうなのですけど、この全体としての理念について、私はこういったことを

生かして、基本計画などを策定していただきたいなと思います。 

  それで、図書館の業務内容については、当市では図書館運営規則というので定めていますけれども、その第

２条には９つの事業といいますかが載せられています。その中で、移動図書館の運営というようなものも出て

るのですけれども、それ以外については中央図書館も地区館も事業内容としては、規模は違いますけれども、

同じような事業になっているのでしょうか、それとも中央図書館でしか担っていない事業ですとか、地区館と

の違いを、あったら教えていただきたいと思います。 

  以前、市長の御答弁でも、図書館の役割は選書とレファレンスということを強くおっしゃってましたけれど

も、その選書とレファレンスというのも、地区館でも行われているのかどうか、あわせてお伺いします。 

○中央図書館長（當摩 弘君） それでは、中央図書館と地区館の役割ということで、先ほど東大和市図書館運

営規則のほうの御紹介がありましたが、実際、もう一つ、東大和市立図書館処務規則というのを定めておりま

して、こちらの第３条に各係ごとの事務分掌を定めております。こちらの事務分掌、紹介しますと、管理係と

しては図書館協議会に関すること、図書館の予算・決算及び会計に関すること、その他、他の係及び地区館に

属さないことなど行っております。事業係としましては、図書館の広報に関すること、各種読書施設、読書団

体等との連絡調整に関すること、その他図書館事業に関することなどを行っております。地区館につきまして

は、地区館の資料の収集ですとか整理及び保存に関すること、地区館の資料の貸し出し及び読書案内に関する

こと、その他、地区館の管理運営に関することなどということで事務分掌を定めております。先ほどの運営規

則の事業内容を、こちらの事務分掌と照らして、その中で役割分担をしながら業務を進めているというような

状況でございます。 

  あと選書とレファレンスの関係でございますが、選書とレファレンスにつきましては、かねてから市長から
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の答弁もありましたとおり、図書館の生命線として重要視しております。市が行う業務であると認識しており

ますので、今後につきましても技術の向上等に努めていきたいというふうに考えております。 

  地区館につきましても、レファレンスと選書につきましては行っておりますが、資料等も少ない関係もござ

いまして、重いレファレンスといいましょうか、そういったものにつきましては中央館のほうで担うというよ

うな形で対応しております。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） それぞれの役割もある中で、選書とレファレンスについては地区館も担っていて、そこ

中央館と連携をとりながらやってるということがわかりました。そのあたりの役割などを踏まえた上で、次の

サービス向上についてに移りたいと思いますけれども、今回、地区館の２館の開館日、開館時間の見直しにつ

いて、サービス向上ということで、指定管理者制度を導入するという検討がなされてるということなんですが、

私が違和感を持ったのは、この時間的なサービスのみを取り上げて指定管理者導入を検討してるという点なん

ですね。その点については、図書館協議会の答申の中でも、まず図書館の果たす役割や理念などをつくること

を求めていましたし、その実現のためには、まず直営で検討すべきというふうに答申の中でもされています。

そこで、サービスの向上について、答申の中でも触れられていますように、直営で試行的にどこまでできるか

ということをやってみたらいかがかということで、現在さまざま工夫をされてるというふうに聞いてますけれ

ども、どのようなことを工夫しているのか、またその評価についても教えていただきたいと思います。 

○中央図書館長（當摩 弘君） 答申の中では、中央図書館と地区図書館が密接に連携しながら、一体的な図書

館運営をし、休館日、その他について役割分担をすることで、効果的な職員配置ができるのではないかと考え

ていますという提案をいただいております。そのため、毎週火曜日の休館日に実施しておりました職員が一堂

に会した職員会議を行わずに、その分の時間を開館日等の増に伴う時間に充てるということを想定した検討を

しております。その上で窓口業務や選書会議、各担当者の会議、各種行事等がしっかり行え、さらに図書館の

懸案事項などの処理も行い、バックヤードの業務が支障なく遂行できるかどうかの確認をさせていただいてま

す。 

  以上です。 

○社会教育部長（小俣 学君） 今、再質問で評価ということもございましたけども、なかなかこの試行の中で

は、まだ評価というか、まだそこまでは出ておりませんので、今後になると思っております。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） まだやってる最中、いろいろ工夫をしている最中だということだと思います。シフトの

工夫ですとか、正規職員の配置なども柔軟に対応することで、私は直営のままでもさまざま開館時間をふやす

というような検討もできるのではないかなというふうに思います。 

  ちょっと先に進めまして、開館日や開館時間をふやすということは、普通に考えて人をふやすか、あるいは

仕事量を減らすかということがなかったらできないことだと思いますので、そういった視点からも、いろんな

工夫もすることも必要だと思いますけれども、あとはやはり機械化を進めて、人手を減らして、その分をほか

の業務に携わることができないかというふうなことを考えて、自動貸出機の導入ということをちょっとお聞き

したいと思います。近隣の他の館でも取り入れがいろいろ進んでいると思いますけれども、図書の自動貸出機、

あるいは自動返却機、あるいは無人の予約コーナーの貸し出しコーナーというのも、無人のまま予約の本を貸

し出しできるというようなシステムはもうあったり、蔵書管理なども機械化できるというようにも聞いてます
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けれども、こういった機械化の検討というのは、最初の御答弁でも金額、費用面でかなりかかるというような

こともお伺いしましたけれども、具体的にどのような検討をされたのかお伺いします。 

○中央図書館長（當摩 弘君） 自動貸出機そのものの見積もりというのはとっておりませんが、ＩＣタグと専

用ゲートの設置について金額の確認をしたことがございます。導入の初年度につきましては、資料へのＩＣタ

グの張りつけ費用、あるいは張りつけ作業代を含めた金額ということで、税込みで2,640万円ほどかかります。

それから、次年度からは専用ゲート、中央図書館に２機、桜が丘と清原図書館に各１機ということで、あと専

用端末、これを４台のリースを含めまして、年額が1,185万5,000円かかるというふうに聞いております。なお、

自動貸出機の本体購入費につきましては、１台当たり200万から300万円程度かかると、このように確認してお

ります。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） 費用はかかるとは思いますけれども、タグづけの作業ですとか、あとはバックヤードで

やってるほうの修理などを、市内の作業所といいますか、障害者の就労の場として行っているような自治体も

あるようなので、いろいろ工夫をすれば私はできない金額ではないかなというふうに思います。また、人件費

などと比較して、もう少し私はかかり過ぎるというふうに頭から思わないで、検討の余地はあるのではないか

なというふうに感じます。 

  また、図書館システムの更新というのが、そろそろ時期が来ているようなんですが、今もバーコードで読み

取るようなシステムを使ってると思いますけれども、それが事業者の事情によって、単純な更新ではなくて業

者を変更するようになるというように少し聞いたんですけれども、そのことについていつごろの時期になるか、

その状況について伺います。また、そのタイミングで今のようなシステム化というのを、タグを管理するとい

うような方向で進めることはできないかと考えるのですが、いかがでしょうか。 

○中央図書館長（當摩 弘君） 現在の図書館の図書館システムが、平成31年９月で契約期間が満了になります

ので、10月からは新しいシステムに変更になります。現在こちらのシステムの更新に当たりまして、選定作業

ということで準備を進めてるところでございます。この中ででは、ＩＣタグの導入については、現在は検討は

入っておりませんが、たとえこのＩＣタグを導入する場合にも、業務としては別になりますので、やはり高額

の経費が必要になってくるというふうに考えております。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） 全体を見ながら検討をされていってほしいと思いますけれども、人件費とそのランニン

グコスト、長期的に見て判断をしていただきたいと思います。近隣の東久留米市の例なんですが、地区館を指

定管理者、導入をされているところで、ことしの４月からですか、中央館にも導入を検討されていたようです

けれども、結局、検討した結果、自動貸し出しじゃなくて自動返却機というのを導入して、それで直営で運営

したほうがコスト面でもすぐれてるということで、指定管理者の導入を見送ったという話も聞いてますので、

もう少し選択の全く余地がないということではなく、選択肢の一つとして検討を進めていっていただきたいと

思います。 

  それでは、次の指定管理者制度の考え方についてに移りたいと思います。 

  これまでもいろんなところでも発言をさせていただきましたけれども、この図書館の地区館に関して指定管

理者制度を導入というのは、私としてはいろいろ疑問に感じるところです。そのあたりについて、幾つか伺い

たいと思います。 
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  これまで積み上げてきたもの、例えば図書館年鑑というのがあるんですが、2018年、平成28年度の実績によ

りますと、人口10万未満の市や区の中で、東大和市というのは蔵書数で第８位、貸し出し数では11位、図書館

購入費では８位というふうな評価をされています。教育長の御答弁でもありましたけれども、この東大和市の

財政の中で、図書館購入費をある程度維持して、地域に根差した文化の拠点になってる、そういった図書館に、

私は今の図書館、なっているというふうに評価をさせていただきたいと思います。 

  学校や地域とのつながりですとか、文庫や読み聞かせの会とのつながりなど、非常に密にいろいろ行われて

いると思いますけれども、そこに指定管理者が入ることで、そういった継続性や連携が失われるのではないか

ということが、一番の懸念のところでございます。例えば地元のＮＰＯですとか、あるいは地元の本屋などが

地域のことをわかっている、そういった団体が継続的に担えるというような指定管理ならまだわかりますけれ

ども、特に図書館に企業が入ることについて、その問題点についての御認識をお伺いします。 

○中央図書館長（當摩 弘君） ただいま議員のほうから説明のありました地域との連携という部分もございま

すが、そのほかに具体的な懸案としまして一般的に言われてることにつきましては、営利目的の事業が行われ

るのではないか、あるいは個人情報等の流出が心配されるのではないか、図書館業務における技術力の低下を

招くのではないか、あと５年ほどで業者が変わってしまうため、雇用されてる人の労働条件等の悪化を招かな

いかと、こういったことが挙げられております。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） 今挙げていただいたことが、本当に私は非常に大きな問題だなというふうに思います。

企業でありますから、利益を追求しまして、安定した経営のためには人件費を、委託料を上げていくか、また

はサービスを低下させていくか、人をどんどん減らして最低限のことしかやらないというような事例もよく聞

きますけれども、そういった方向に走るしかないのかなというふうに感じます。また、指定管理にした場合に

は、その指定管理者に対する監督といいますか、そういった部署も新たに必要になるというふうに聞いてます。

直営の契約の嘱託や臨時職員であれば必要ありませんけれども、指定管理になった場合には消費税などもかか

ってくるという話もあります。 

  あとは今回は地区館だけだから、そのあたりは大丈夫というふうな声も聞こえてきますけれども、やはり一

体的な経営でないと中央館と地区館で利益の奪い合いみたいな可能性も出てくるのではないかというふうに、

私は非常に懸念するところです。市民の中には、市民はサービスを要求するばかりではなく、支え手になって、

まさに市民が育てる図書館を実現したい、社会教育施設としての意義をしっかりと考えてる市民もいらっしゃ

ることは、館長もいろいろお話を聞いて御存じだと思います。指定管理者を導入するよりも、私はむしろ市の

司書資格のある職員をしっかり育てて、人数を減らしても働ける人、人数を減らしても動けるというか、人を

ふやすほうが効率的でよい図書館になるというふうに考えます。いわゆる専門性を高めるということが大切で、

専門性のある職員を市民も頼りにしていますが、そのような考えはないのかお伺いします。 

○中央図書館長（當摩 弘君） 図書館といたしましても、職員の資質の向上を図るためにはということで、研

修等への参加を積極的に行わせております。また、可能な限りサービスの内容ですとか、技術の向上という形

で努めさせていただいております。 

  以上です。 

○社会教育部長（小俣 学君） 今課長のほうから答弁いたしましたとおりでございますけども、確かに図書館

の中で司書の資格を持って一生懸命仕事してる職員もおります。ことしでしたかね、職員が自発的に司書を取
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りにいって、専門性を高めてるようなこともございます。そういう部分では、やはり役所の中の組織ですんで

ね、私のほうからも、課長のほうからも、やはり専門性を職員それぞれ高める、スキルアップするということ

も言ってく必要があると思いますし、職員みずからもそういう資格を取ったりとか、そういうことをしながら

全体的に図書館としての魅力っていいますか、資質の向上ですね、そちらのほうは図っていく必要があると思

っておりますので、今後も職員にはそういうふうに話をしていきたいと思っております。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） せっかく司書を取っても、司書を取ったのにほかの部署に異動になってしまったという

ような方もいらっしゃるというようなふうに聞いてます。図書館というのは、長期的な継続性が必要な施設と

いうふうに言われてます。そのあたりも専門性を育てるという意味では、長期的にかかわれるような体制を、

私はとっていっていただきたいと思います。 

  今回、地区館のほうの指定管理の導入という検討ですけれども、中央館に関しては将来的にも直営を維持す

るということでよろしいでしょうか。 

○社会教育部長（小俣 学君） 現在、私どものほうで検討してるのは、あくまでも地区図書館における指定管

理者制度の導入についてであります。ただ、将来にわたりまして中央図書館へ導入しないというのは、ちょっ

とこの場では明言できないかなと思います。中央図書館への導入につきましては、仮の話にはなりますが、地

区図書館に指定管理者を導入し、ある一定の年数がたち、評価、市民の皆様からの評価とか分析とか、いろん

なことを経て、さまざま勘案した上で判断していくことになるんではないかというふうに思ってるところでご

ざいます。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） これまで東大和の図書館が非常に評価をされてきたよい図書館に育ってきてる、市民も

一緒になって育ててきたということだと思いますけれども、そういったことを、やはり私は手放してはいけな

いというふうに思います。それを、最低でも中央図書館は守っていただきたいと思います。そして、一体的な

事業ということでいえば、地区館も一体的に事業を進めるという意味でも、ばらばらにいっていては管理上に

も非常に労力、ほかの労力がかかってしまうと思います。中央館は直営、地区館は指定管理となると、またそ

こに直接指示ができないですとか、指定管理のための事務を別にやらなくてはならないとか、そういった現場

の中でも知らずにトラブルになるというケースが、ほかの自治体でも多々報告をされてるところです。そして、

効率の悪さから直営に戻しているという例も、佐賀市や出雲市など全国で15カ所もあるというふうに聞いてま

す。そのあたり、なぜ直営に戻したのかということも、ぜひ検討をしていただきたいと思います。 

  指定管理制度を進めるさまざまな場面で、図書館は指定管理にはなじまないというようなことが言われてい

ますけれども、そのことについての認識をお伺いします。 

○社会教育部長（小俣 学君） 今議員のほうから、図書館への指定管理者の導入についてはなじまないという

ような発言が過去にあった、大臣のほうからもありましたし、学識経験者のほうでも、そういう話がされてる

というのは認識しているところでございますが、それらの発言があった後も、後についても、さまざまなケー

ス、自治体全部の図書館に指定管理者を導入したり、私どもの今検討してるような、地区館のみに導入をした

りとか、さまざまな指定管理者の導入がされてきてございます。ちょっと数字、短く言いますが、指定管理者

の導入してる自治体の数を見てみますと、総務省のほうで出た数字については、全国で17.4％で、前年同期比

1.2ポイントの増加が見られております。東京都の調査でも、平成29年４月の公表では、都内で36.3％という
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ことで、前年同期比、約2.0ポイントの増加傾向が見られております。そういうことを踏まえますと、指定管

理者の導入というのは、サービスの拡充などの手法として有効であると、ほかのまちも、自治体も考えている

ことがわかりますので、そのような発言や意見などあったとしましても、当市においても指定管理者の導入に

ついて検討する必要があるというふうには、認識してるところでございます。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） 先ほど直営に戻したという話もしましたけれども、そういったところもぜひ検討をして

いただきたいと思います。 

  私は、指定管理に出せば、事業者がうまくやってくれるというような期待が大き過ぎるのではないかという

ふうに思います。今まで積み上げてきたものを手放して、あるいは売って、開館時間延長を買うようにしか見

えません。地域の社会福祉法人が介護福祉事業を指定管理で行うということと、株式会社が指定管理を行うと

いうことは大きく違うと思います。代償は非常に大きいと考えて、私は図書館は地区館だからといって指定管

理を導入すべきではないというふうに強く訴えたいと思います。 

  １つ、エピソードとして御紹介したいと思いますけれども、先ほど部長から、東京都も36％ですか、入れて

きているということを御紹介いただきましたけれども、私が読んだ資料によりますと、区部のほうで割と進ん

でるんですけれども、区部のほうの図書館は移転や民間委託などの導入が進んで、その機会に、価値をわから

ない管理者が大量の本を廃棄したそうです。多摩地域では、直営でやってるところがまだ多いと思いますけど

も、多摩地域では図書館の職員の有志により、多摩地域公共図書館蔵書確認システムというのをつくったそう

です。バーコードを地域の図書館で読み取ったときに、多摩の全域で、全域の図書館で２冊以内の本には警告

音が鳴って、廃棄を免れるということができるようになったそうです。それは、本当に地域に根差したサービ

スを地道に行ってきた専門職員がいたからこそできたことだと思います。そういった長年積み上げてきたもの

を、私は手放すことがないように、やはり指定管理者導入は、図書館には行うべきではないというふうに考え

ます。たとえ正規職員が担っていたところを、嘱託職員や臨時職員が担うことになっても、直営で維持すべき

だというふうに思います。 

  もう少し時間があるので、最後に。今回、図書館の役割について質問するに当たって、中央図書館の書庫を

見せていただきました。以前から蔵書の冊数が書庫の容量を超えているというようなことを聞いていましたの

で、どのような様子かを見せていただきましたけれども、本当に本棚に入り切らない本が足元に、段ボール箱

に積み上げられて飽和状態になってます。選書以上に除籍が難しいという話も聞いたことがありますけれども、

指定管理者が導入された場合、除籍というのはどうするかお伺いします。 

○中央図書館長（當摩 弘君） 除籍資料の候補の選定につきましては、指定管理者のほうに委任することはご

ざいますが、最終的な決定は市のほうで行いますので、指定管理者のほうが自由に処分するというようなこと

は想定されておりません。 

  以上です。 

○４番（実川圭子君） 公共の財産ですので、勝手に捨てられることはないとは思いますけれども、その最終的

な判断というのはやはり職員が担うということで、またそこにも職員がかかわる必要があると思います。そう

いった意味でも、やはりいろんな手間がふえるよりも、私は直営でこのまま維持していくことを求めていきた

いと思います。それと同時に、先ほどお伝えしました書庫の確保については、ぜひ御検討いただきたいと思い

ます。 
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  以上をもちまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（押本 修君） 以上で、実川圭子議員の一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

午後 ２時２９分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ２時３８分 開議 

○議長（押本 修君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 東 口 正 美 君 

○議長（押本 修君） 次に、19番、東口正美議員を指名いたします。 

〔１９番 東口正美君 登壇〕 

○１９番（東口正美君） 議席番号19番、公明党の東口正美です。通告に従い、一般質問をさせていただきます。 

  １番として、清原市民センターにおける出張所機能の利便性の向上について伺います。 

  ちょこバス路線が変更になり、清原地域のちょこバスが通らなくて、市役所に行くのが不便になったとのお

声を、これまでも何度か取り上げてまいりました。バス路線については、ことしの６月議会でも、市役所と清

原市民センターなどをピストンバスでつなぐことが考えられないかとの質問に対して、向原地域を含める形で

住民の方々の協力があれば可能性はあるとの答弁もいただいたところですが、いずれにしても今すぐにとはい

かない状況であります。 

  そこで、市役所に行けない不便さを訴える方に、どのような要件で市役所にお越しになるのか伺うと、多く

の方々はさまざまな行政手続を行うためであるということでした。御存じのように、清原地域、中でも街道団

地は高齢化率も大変に高く、福祉的な行政サービスを受けておられる方が大勢おります。そこで、市役所まで

行かなくてもいいよう、清原市民センターの出張所としての機能を充実できないかと考え、質問いたします。 

  ①として、現在行われてる業務内容と、その役割について。 

  ②業務の拡充について。 

  ア、戸籍の取り扱いについて。 

  イ、障害福祉、生活福祉の相談と医療券の発行について。 

  ウ、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金の手続について。 

  エ、自立支援について。 

  オ、東大和元気ゆうゆうポイント制度の景品交換について。 

  ③として、今後検討され実行されるであろう市庁舎の総合窓口化とともに、出張所の機能も検討できること

があるのかお聞きします。 

  次に、大きな２番、幼児教育の無償化について伺います。 

  公明党は結党以来、子育て支援、特に教育費の負担軽減を一貫して主張し、実現してまいりました。改めて

申し上げるまでもなく、今では当たり前となっている義務教育の教科書無償配布も、結党前の1963年、小学校

教員から参議院議員になった女性議員が、家計が厳しく教科書が買えない子供たちの状況を国会質問で訴え、

当時の首相が無償化の方針を表明、対象年齢を段階的に拡大し、1969年度に完全無償化が実現しました。また、

こちらも今では当たり前となっている児童手当についても、結党前から主張し、地方自治体から取り組みを始
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め、1972年１月、国の制度としてスタートさせることができました。そして、1999年、連立政権に参画した以

降も、対象年齢や支給額を６回にわたり拡充してきました。幼児教育の無償化については、2006年から党の重

点施策に掲げ、一貫して主張、2012年、民主、自民、公明の３党合意に基づく社会保障と税の一体改革では、

従来の社会保障である医療、介護、年金に子育て支援を加え、全世代型の社会保障充実のために消費税の増税

分を充てていくことを主張いたしました。そして、2012年12月、自公連立政権発足に当たる政権合意文書に、

幼児教育の無償化の推進を記載させ、2014年度以降、低所得、多子世帯に無償化の対象化を段階的に拡大して

きました。そして、来年、2019年10月の消費税10％引き上げに当たり、増収分を教育負担の軽減に充てるべく、

３歳から５歳児の幼児教育の無償化がスタートいたします。そこで、幼児教育の無償化に向けての東大和市の

取り組みについて伺います。 

  ①として、無償化となる事業について。 

  ア、無償化開始の時期と対象年齢について。 

  イ、対象となる事業（保育園、認定こども園、幼稚園、延長保育、病児・病後児保育、障害児通園施設、ベ

ビーシッター等）について。 

  ウ、利用料以外の通園費、給食費等、また一時預かり保育についてお聞きします。 

  ②として、市民への周知について伺います。 

  次に、３番、生活困窮者自立支援法等の改正に伴う当市の取り組みについて伺います。 

  生活保護に陥る手前のセーフティネットとして、制度のはざまで苦しんでいる人たちを支えるための生活困

窮者自立支援制度は、2015年度、公明党のリードにより施行されました。この制度により、自立相談支援、就

労準備支援、就労訓練、一時生活支援、住居確保給付金の支給、家計相談支援、生活困窮世帯の子どもの学習

支援ができるようになり、施行後、２年間で約45万人の新規相談を受けています。その結果、約６万人が就労、

増収を果たすなど、着実に成果を上げてきました。同制度は、施行から３年後の見直しを行うことになってお

り、本年６月１日に同法のほか、生活保護制度等も強化、拡充される改正法が成立しました。 

  そこで、改正に伴う当市の取り組みについてお聞きします。 

  ①として、生活保護世帯の子供の大学進学についての改正後の変化と当市の取り組みについて。 

  ②関係部署が情報共有を行う支援会議の実施について。 

  ③就労準備支援、家計相談支援の一体的な取り組みについて。 

  ④社会的孤立が支援の対象になったことでの当市の取り組みについてお聞きします。 

  次に、４番、道路の空洞化対策と市道１号線の改良について伺います。 

  道路の空洞化調査については、会派として何度か質問し、ことしの夏に行われた調査とその後の道路保全の

対応についても確認をさせていただきました。しかしながら、特に市道第１号線で空洞化が大きかった付近の

道路については、以前から歩道の段差など幾つかの問題を抱えているところもありました。そこで、改めて空

洞化調査の結果と道路保全のあり方についてお聞きします。 

  ①として、道路の空洞化調査について。 

  ア、これまでの調査と対応について。 

  イ、今後の取り組みについて伺います。 

  ②として、市道第１号線の改良工事について。 

  ア、これまでの取り組みについて。 
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  イ、現在の課題と今後の取り組みについて。 

  ウ、空洞化調査の結果との関係性についてお聞かせください。 

  次に、５番、通学時の重過ぎる荷物についてお聞きします。 

  この夏、行った公明党の100万人訪問調査運動の中で、通学バッグが重過ぎるとの声が寄せられました。公

明党では、早速、参議院文教科学委員会でこのことを取り上げ、その後、９月６日には文部科学省から都道府

県の教育委員会に、登下校時に持ち運ぶ教科書や学用品の重さや量に配慮を促す事務連絡がなされたとお聞き

しています。通学かばんが重いことは、私自身も子育ての中で実感してきたことであります。また、近年は学

習内容の増加に伴い、教科書のページ数がふえるほか、道徳、小学校英語など新教科も加わり、持ち運ぶ教科

書がふえています。 

  そこで、伺います。 

  ①として、通学時の荷物の重さに対する市の認識について。 

  ②として、重さを軽減するための対応についてお聞かせください。 

  ここでの質問は以上とし、再質問は自席にて行わせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〔１９番 東口正美君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 初めに、清原市民センターの業務内容とその役割についてでありますが、業務内容とい

たしましては、センター全体の施設管理、証明書等の交付事務及び税等の収納事務を行っております。また、

高齢者の居住が多い地域の実情を踏まえ、証明書等の交付など利用頻度の多いサービスの提供を行うことで、

利便性の向上に資する役割を果たしているものと認識しております。 

  次に、清原市民センターの業務の拡充についてでありますが、現在、清原市民センターで行っております証

明書等の交付事務及び税等の収納事務などにつきましては、平成18年６月に行政改革の一環として廃止した清

水出張所の機能を一部、代替的に担うために開始したものであります。清原市民センターにおいて、新たに戸

籍の取り扱いや福祉に関する各種相談及び医療券の発行、国民健康保険等に関する手続を開始することは、各

分野の専門的な知識を持つ担当者の配置や、手続及び相談を受け付ける業務スペースの確保が必要となるなど

さまざまな課題が挙げられます。また、東大和元気ゆうゆうポイントの景品交換につきましては、事業の受託

者である社会福祉協議会が景品保管場所において、１人当たりの年間交換数を確認しながら交換する必要があ

ることから、他の場所での交換は現在行っていないとのことであります。業務の拡充につきましては、情報収

集を行いながら研究してまいりたいと考えております。 

  次に、清原市民センターにおける総合窓口導入の検討についてでありますが、総合窓口によるワンストップ

サービスを提供する場合には、職員が複数の業務の知識を持ち合わせる必要があり、人材育成が必要であるこ

とや、フロアの改修、窓口業務の見直し、組織改正、予算確保等の課題が挙げられます。こうしたことから、

現時点では清原市民センターへの総合窓口導入については難しいものと考えております。 

  次に、幼児教育の無償化の開始時期と対象年齢についてでありますが、幼児教育の無償化につきましては、

国において検討を進めており、現在では平成31年10月１日からの実施を目指すこととされています。また、対

象年齢は世帯の認定区分により異なりますが、３歳から５歳までの全ての子供たちと市民税非課税世帯のゼロ

歳から２歳までの子供たちが対象とされております。 

  次に、対象となる事業についてでありますが、事業としましては幼稚園とその預かり保育、保育園、認定こ
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ども園、小規模保育等の地域型保育、その他、認可外保育施設や障害児通園施設等といった日常的に利用する

事業から、病児・病後児保育等の一時的に利用する事業まで、未就学児をお預かりする多くの事業が対象とな

ります。なお、国においては複数の無償化事業を並行利用する場合は、公平を期すために一定の制限が設けら

れる方向で検討されているところであります。 

  次に、利用料以外の費用についてでありますが、幼児教育の無償化では利用料の負担軽減を主な目的として

おり、通園費や給食費等の実費徴収については対象外となる見込みであります。また、一時預かりにつきまし

ては、無償化の対象となりますが、一定の条件が設定される見込みとなっております。 

  次に、市民への周知についてでありますが、市公式ホームページや子育て応援アプリ「東大和スタイル」に

おいて、内閣府の関連ページへのリンクを張り、周知しているところであります。 

  次に、生活保護世帯の子供の大学進学について、生活困窮者自立支援法等の改正後の変化と市の取り組みに

ついてでありますが、このたびの法律の一部改正に伴い、大学等に進学する方に対して、進学時に必要となる

費用に充てるため、進学に伴い転居する方には30万円、自宅から通学する方には10万円を支給する進学準備給

付金制度が創設されました。市としましては、進学準備給付金制度が平成30年１月１日に遡及して適用された

ことから、対象となる平成30年４月に大学等に進学した生活保護世帯に対して説明を行い、進学準備給付金を

４人に対して支給しております。 

  次に、関係部署が情報共有を行う支援会議の実施についてでありますが、現在、市では地域の関係機関との

連絡調整、ネットワークの構築及び情報共有等を目的とする東大和市生活困窮者自立支援調整会議を設置して

おります。この会議には、民生委員、児童委員協議会、商工会、高齢者ほっと支援センター等から参加いただ

いておりますことから、今後、本会議におきまして法により新たに規定された支援会議をどのように構築して

いくべきか、意見をいただきながら検討してまいりたいと考えております。 

  次に、就労準備支援、家計相談支援の一体化の取り組みについてでありますが、生活困窮者の総合相談窓口

であります東大和市くらし・しごと応援センター そえるにおいて、自立相談支援事業におけます相談支援を

実施しております。相談員は、専門性に基づく多角的な視点から、相談内容により必要に応じて就労準備支援

事業、家計相談支援事業を一体的に行っております。 

  次に、社会的孤立が支援の対象となったことでの市の取り組みについてでありますが、東大和市くらし・し

ごと応援センター そえるでは、さまざまな問題を抱えた方に対する相談を行っておりますが、ひきこもりな

どの社会的孤立の方に対しましては、訪問による相談等の支援を行っております。 

  次に、道路の空洞化調査と対応についてでありますが、空洞化調査は近年開発された道路を掘削することな

く、路面下の空洞を推定するという調査方法であります。民間事業者が実施しました市内３路線の調査結果で、

７カ所が空洞化していると推定された箇所について、平成30年５月に詳細調査を実施し、推定どおりの空洞を

確認しました。空洞化した箇所の対応につきましては、早急に対応する必要がある２カ所について、平成30年

７月に道路補修工事を実施しました。また、残り５カ所につきましても、平成30年10月に地表面から細い穴を

あけて充塡剤を充塡し、空洞をなくす工事を実施しました。 

  次に、今後の取り組みについてでありますが、空洞化調査は道路を利用する市民等の通行者の安全を確保す

る上で、予防保全対策として有効なものであると認識しておりますが、道路の路面下には水道管やガス管、下

水道管、電線管などの占有物件が多数あり、基本的には当該事業者が対策を進めるべきものと考える部分もあ

りますことから、道路管理者が実施していくことについては、さらに調査研究していく必要があると考えてお
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ります。 

  次に、市道１号線改良工事の取り組みについてでありますが、平成20年度、平成21年度の２カ年で、東大和

市駅前交差点から、市道第３号線、けやき通りまで間の車道舗装補修工事を実施し、平成25年度から平成28年

度までの４カ年で第三小学校周辺の歩道拡幅と車道舗装工事を実施しております。また、浸水対策といたしま

して、平成30年７月に東大和市駅前交差点東の道路冠水する箇所に、既設雨水集水ますの浸透化工事を実施し

ております。 

  次に、現在の課題と今後の取り組みについてでありますが、東大和市駅前交差点から市道第３号線、けやき

通りまでの区間につきましては、歩道幅員が狭く、道路構造が現在の道路設計基準に合致していないことから、

歩道拡幅が必要な路線であると考えております。今後、道路舗装の劣化の進行や浸水対策の検討の状況を踏ま

えて、適切な時期に事業化していく必要があると考えております。 

  次に、空洞化調査結果との関係についてでありますが、市道第１号線の路面下の空洞化は、東大和市駅前交

差点から市道３号線、けやき通りまでの区間において３カ所発見されましたが、いずれも埋め戻し土の転圧不

足を主原因としました小規模のものであり、既に解消していることを考えると、今後の道路改良工事の実施に

影響するものではないと考えております。 

  次に、通学時の荷物についてでありますが、重さや量につきましては、児童・生徒の身体の健やかな発達に

影響を生じかねないことなどの懸念があることから、それに対する配慮が必要であると認識しております。各

学校におきましては、従来からさまざまな取り組みを行っているところではありますが、今後も児童・生徒の

荷物の重さや量について、必要に応じて配慮できるよう努めてまいります。詳細につきましては、教育委員会

から説明をお願いします。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○学校教育部長（田村美砂君） 通学時の荷物についてでありますが、学習指導要領の改訂などの影響により、

以前より教科書のサイズが大きくなったり、ページがふえたり、ドリルや資料などの荷物がふえたりといった

傾向が見られております。このことにより、児童・生徒の持ち物が重くなっており、児童・生徒の身体の発達

にも影響が生じかねないなどの懸念があるものと認識しております。これまでも各学校では、教科書や教材等

のうち、何を児童・生徒に持ち帰らせるか、何を学校に置くことにするかについて、児童・生徒の発達段階や

学習上の必要性、通学上の負担等を考慮して取り組んでおります。今後も児童・生徒の荷物にかかわる配慮に

ついて、国の示す学校における具体的な工夫例を参考にしつつ、保護者とも連携して適切に対応できるように

働きかけてまいります。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） 御答弁、ありがとうございました。 

  それでは、再質問をさせていただきます。 

  まずは清原市民センターの業務内容についてということで、壇上でも申し上げましたとおり、なかなか行け

なくて困ってるという方がおられます。今までもこのお話は何度かしてきましたけれども、確かにバスを使え

ば市役所まで来る路線が確保をされておりますけれども、だんだん90代でも１人で暮らしてる方がふえてきた

りしておりますので、やはりこの超高齢化社会に向けて、来ていただくということを前提に考えていくだけで

は、行政サービスとして足らないのではないかなというふうに思っておりますので、何とぞよろしくお願いい
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たします。 

  それでは、現在行われてる業務ですけれども、今使っている利用頻度が高いサービスというのは、具体的に

どれぐらいの数字があるかおわかりでしょうか。 

○地域振興課長（大法 努君） 証明書発行業務におきましては、住民票、印鑑登録証明書、市・都民税課税非

課税証明書など、それから収納業務といたしましては、市・都民税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険

料などが多い状況でございます。29年度の実績といたしましては、証明書発行件数が5,517件、収納事務取り

扱い件数が5,184件となっております。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） ありがとうございます。それなりの数が、やっぱりあるなというふうに思っておりま

す。 

  それで、今回この業務の拡充について考えるときに、本当に隣接市だけですけれども、どうなっているのか

ホームページを確認をさせていただきまして、この個別に挙げさせていただいた業務は、近隣市ではちょっと

取り扱いがされてるかなって思うようなものでございまして、これが東大和市の出張所である清原センターで、

今なぜ行われてないのかという疑問を持ちました。 

  まず戸籍の業務なんかについても、隣接市、武蔵村山市、東村山市、小平市のホームページを確認をさせて

いただきましたけれども、この戸籍の取り扱いがされておりますが、当市ではやっていないのはどうしてなの

かなということを伺えればと思います。 

○市民課長（山田茂人君） 現在、財政的な面及び職員体制の両面で課題がございまして、現状の職員体制下に

おきましては、専門性を要する戸籍業務を行うことは難しいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） ありがとうございます。 

  次に、障害者福祉、生活福祉についてのことですけれども、相談業務はともかくとして、医療券の発行なん

かも、市役所行くの大変なんだというふうに伺いましたので、これが今後取り組めるようになるには、どうし

たらいいのか教えてください。 

○生活福祉課長（川田貴之君） 医療券の発行についてでございますけども、原則、生活福祉課の窓口で申請し

ていただいておりますけれども、さまざまな御事情で市役所に来ることができない場合には、電話によって状

況を確認し、医療券を医療機関に郵送する対応を行っております。 

  以上でございます。 

○障害福祉課長（小川則之君） 障害福祉の医療証に関してでございますが、心身障害者医療費助成の医療証に

つきましては年に１回の交付ということで、そちらにつきましては対象者の方には郵送で交付を行っておりま

す。 

  以上です。 

○１９番（東口正美君） 困らないようには、今はなっているということだと思います。 

  あと、他市ではこのガソリン費の補助のことなんかも取り扱ってるようなんですけれども、当市では行われ

ていませんが、この辺のことも教えてください。 

○障害福祉課長（小川則之君） 武蔵村山市や小平市におきましては、ガソリン費助成の申請の期間に申請書の

受理を行っておるというふうに伺っております。当市におきましては、市の本庁において行っておるという状
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況でございます。 

  以上です。 

○１９番（東口正美君） それは出張所ではできない業務なんでしょうか。 

○障害福祉課長（小川則之君） 実際に領収書等を添えて、金額の申請をしていただくというところですので、

現状では本庁で年に４回ですけれども、実施しておるという状況でございます。 

○１９番（東口正美君） ガソリン費なので、ガソリンで車に行く足のある方なので、ここは置いておこうかな

と思ってます。 

  次に、国民健康保険、高齢者医療、国民年金という、手続が生じるのがどういうときかなと思うと、やっぱ

り結婚したりとか亡くなられたりとか、ちょっとこの辺は戸籍が絡むことがあるので、後の関係性もあるのか

と思うんですけども、他市では葬祭費の申請などもやられてるようなんですけど、こういう取り扱いが今後で

きる可能性があるのかどうなのか教えてください。 

○保険年金課長（越中 洋君） 葬祭費、その他も含めまして、各事業の届け出、申請等につきましては、その

場でその内容ですね、そういったもののチェック、それとあわせて制度の説明、そういったことが欠かせませ

んので、現状におきましては受け付け等は行っておりませんが、他市の状況を伺った中では、お預かりするだ

けのような形で、何か不備があれば、また御説明しなければいけない内容があれば、後日というような取り扱

いをしてるところがございますので、そういった可能性について考えてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） ありがとうございます。 

  続きまして、エの自立支援の相談なんですけど、大きな３番の項目で、この辺、詳しく触れさせていただき

たいと思ってますけど、ア、イ、ウよりも私はエが出張所でできたらいいなと思っておりまして、当市にそえ

るという部署がありますけれども、ここの人たちが、例えば毎日いなくても、曜日を決めて相談支援をするよ

うなことを考えたことがございますでしょうか。 

○生活福祉課長（川田貴之君） そえるの相談につきましては、人員体制やプライバシーの確保などを考えます

と、難しいというような状況もございまして、曜日については考えた状況はございません。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） アウトリーチができるということで、電話でお申し込みをして、相談がある人には恐

らく訪問で相談に乗っていただいてる状況もわかっておりますが、以前から私がこの街道団地の中にあったら

いいなと思うのは、対面でふらっと立ち寄って困ったことを相談できる場所ができたらいいなというふうに思

っているんですね。なので曜日が限定であっても、何となくこのことどうしたらいいのかしらというようなこ

とを相談できることがあれば、一番いいなと思ってます。そうすると、戸籍とか障害とか年金とかいろいろあ

りますけど、そえるが取り扱ってる業務は非常に幅広い問題に対して、話を聞いてくれて、問題を整理してく

れて、道筋を立ててくれるというような業務を行われてるというふうに理解をしているので、そういう方が曜

日限定でも何らかいてくださって、とりあえず話を受けとめてくださる。先ほど葬祭費の取り扱いなんか、と

りあえず受け付けるということをしてるというのを聞くと、そういう機能が何とかプラスできないかなという

のが、今回の質問の一番、私が望んでいるところであります。 

  と言いますのも、ホームページ上を見ただけでも、業務内容も近隣市に比べて少ないですし、何となく市民
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センターに行ったら、困ったときに、あの日に行けば、とりあえずお話を聞いてもらえるという満足感が住民

の皆様にあるのと、これしかできませんよというふうに帰されてしまうのとでは、大きく機能が変わってくる

のかなというふうに思っていて、この点を一番、今後ここを考えていただけないかなと思っている点でござい

ます。 

  続きまして、元気ゆうゆうポイントの景品交換。これは今、社協の事務所で行われていると思うんですけれ

ども、これは清原だけではなくて、ほかの地域からも、あそこに行くのが大変なのでもう少しほかのところで

景品交換できませんかという声はございますので、この清原市民センターでもできるような仕組みを考えてい

ただいて、少し地域に広げてもらえないかなと思っているんですけれども、この点はいかがでしょうか。 

○福祉部参事（伊野宮 崇君） まずポイント制度の景品の交換の場所でございますけれども、これは主に２つ

の理由で社会福祉協議会の事務所ということにしております。社会福祉協議会は、景品交換につきましては、

その景品の調達、保管、交換という一連の仕事を請け負っております。この景品そのものは、１つが500円か

ら600円の間というふうに、廉価─非常に安いものでございます。ですので、交換希望者が来場した際に、

その場で交換することが適当なものというふうに認識しております。このため、景品の保管場所で交換するこ

とが効率的であろうと、このように考えました。これが１点目でございます。 

  ２点目でございますが、その交換回数において管理をしているということが理由として挙げられます。景品

交換というものは、30ポイントごとに景品と交換をするということでございますので、獲得するポイントが大

きければ、多ければ多いほどたくさんの景品と交換することかできると。一方、景品にかける予算というもの

は限られておりますし、それから多くの方に景品が行き渡ることがふさわしいと。このため、ポイントの取得

ペースの速い方に景品が偏らないように、年間３回までという回数制限を設けております。このため、景品交

換の際、その交換回数を確認する必要があることから、社会福祉協議会の事務所がふさわしいものと、このよ

うに判断いたしました。 

  以上であります。 

○１９番（東口正美君） できない理由はわかるんですけど、できるように工夫をしてもらいたいというふうに

思っています。 

  ア、イ、ウ、エのとはちょっと違う、この元気ゆうゆうポイントの景品交換につきましては、介護予防のた

めに行われていることでございまして、この清原市民センターには老人福祉会館も隣接をしております。運動

するよりも、人と会っておしゃべりすることのほうが介護予防につながるというのは、前回の質問でさせてい

ただいたんですけれども、この景品交換をするのに、例えばたった１日だけだったとしても、その地域の人た

ちが、社協にバスに乗っては行けないけど、自分の足でそこならもらえるに行けるという人たちが、その日、

集ってきて、和気あいあいと景品を交換している光景というのが非常に浮かぶわけですね。それは非常にこの

元気ゆうゆうポイントが目指すところの介護予防ということにつながるのではないか、ふだんはＡグループで

しか活動してないけれども、この日は10カ所ぐらいのグループの人たちが景品もらいに行きますというような、

人とのコミュニケーションがとても取りやすいような場面を想定すると、何とかできない理由を乗り越えて、

できる工夫をしてもらいたいと思っているんですけど、いかがでしょうか。 

○福祉部参事（伊野宮 崇君） この景品交換の場所を拡大できないかということに関しましては、社会福祉協

議会とも話し合いまして問題は共有しております。社会福祉協議会といたしましては、この回数管理につきま

しては、エクセルで管理してるということで、それからさらに景品もそんなに大きくないことから、移動して
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交換に応ずるということも可能であろうということは意見として伺っております。ただ、扱うデータが個人情

報でありますので、さらに景品の運搬もございますから、体制としては２人体制で対応することになるのでは

ないかと。そういたしますと、現在の委託契約におきましては、職員が外出して景品交換をするということは

想定されておりませんので、委託料の人件費相当額を増額して対応してもらいたいと、こういう意見でござい

ます。市の財政事情を勘案いたしますと、人件費相当額を追加で支払うということは、費用対効果も未知数で

あることから、直ちに採用することは難しいというふうに考えております。 

  以上であります。 

○１９番（東口正美君） 何とかそこを、ずっととは言わないので、春１回、秋１回みたいな、日和のよさそう

な時期に、皆様がわいわいとしてる姿が見えるといいなというふうに思ってますので、何とぞよろしくお願い

いたします。 

  ごみの無料配布の人たち、これ100枚、年間もらえる、ごみ袋ですね。最初の年は市役所で申請だけという

ことで、その100枚を持って歩くことも大変な方たちが対象者になっていて、これをもらいに行くのにタクシ

ーを使われる方もいたし、お友達に乗せてもらってたりとかという方もいたし、それを今、清原市民センター

で配布をしていただいているので、それだけでも物すごく喜んでくださってますので、やはりできないことは、

理由はたくさんあると思うんですけれども、一歩そこを、できるようになったときには、本当に住民の皆様た

ちの喜びは大きいので、あそこの出張所が市役所の利便性のためではなくて、市民への行政サービスのところ

になるような発想になってほしいなと思っています。 

  そうすると、３番に行くんですけれども、ちょっと私が聞いたこととは答弁の内容が若干食い違ってたかな

と思っているんですけれども、センターを、あそこの出張所を総合窓口化してほしいということではなくて、

市の窓口を総合窓口にしていくというのは、私の理解では、今回納税の部門が一歩、先んじたと思うんですけ

れども、受け付け業務と中で行う業務、専門的な業務と切り分けて、受け付け業務がやるべきことを整理して

いく中で、今回委託をしたと思うんですけれども、総合窓口化というのも、窓口業務というのを横断的に切り

離して、専門的なものは多くのより専門性を持っている市役所の職員がやる事業と、立て分けて考えていった

りとかということがなされた上で行われると私は理解してるんですけれども、そうなったときにこの出張所の

業務も、先ほど言ったように１日だけでもいい、市役所の全般的な行政サービスの受け付けをしてくれる人が

出張所に週１回は来てくれるみたいなことが、市の窓口業務を全体的に考えるときに、一緒に考えてください

ますかという質問だったんですけれども、その点、もう一度確認させてください。 

○企画課長（荒井亮二君） 総合窓口の導入ということで、市民センターへの導入というところでございますが、

現在、市の本庁舎ですとか、そういったところの窓口の業務の見直しですとか、そういったところも行政改革

大綱の取り組み事項というところで、検討のほうさせていただいてございます。そちらの対象範囲でございま

すけれども、やはり本庁舎と今回、外の施設ということで市民センターも、一つその対象範囲に入ってくるか

なというところで、あわせて検討してるところでございます。 

  ただ、市長答弁等で御回答もさせていただいてございますが、本庁舎並びに外施設におきましても、そのフ

ロア、総合窓口を仮に移動した際の課題というところが、非常に多くあるというところでございます。このあ

たりも含めまして、今後、研究、情報収集のほうをしていきたいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） 私は既にいろんな情報収集、検討してくださってると思ってはいるんですけれども、
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なのでちょっと、もし情報収集、検討してるということであれば教えていただきたいんですけれども、例えば

マイナンバーカードのコンビニで導入されてるような端末機を、導入についての考え方とか、また今社会的イ

ンフラとなっているコンビニなんかも、一部導入をして連動してやっていくようなこととか、例えばコンビニ

なんかでは一部、介護の相談事業を取り入れてるようなところもありますので、広くこの窓口業務ということ

を考えたときに、いろんな選択肢をきっと考えてらっしゃると思うんですけれども、今言ったようなことで何

か検討されているようなことがあれば、もちろん結論が出てないことだと思いますけれども、その辺、検討し

ていただいてるのかどうかお聞かせください。 

○企画課長（荒井亮二君） 市の庁舎、市民センターも含めてでございますが、そこにコンビニエンスストアを

導入できるかどうかというところにつきましては、当市でもこれまで情報収集をさまざましているところでご

ざいます。ただ、一方でコンビニエンスストアの関係者の方に、参考にお話をお伺いいたしますと、まず出店

に当たりましては、非常に重要なのは採算性の確保というところ、またそして店舗のスペースの確保というと

ころ、この２つは非常に重要な要素になってくるというところで伺ってございます。採算性というところでご

ざいますが、やはり一定定数の集客を見込める場所というところが大きな条件になってございますので、こう

いったところで市の庁舎、また市民センターですとか、そういった場所がその条件に合うかというところで、

非常に大きな課題になるかというふうに分析してございます。また、コンビニエンスストアにおけますその他

の相談業務ですとか、そういったところにつきましては、まだ具体的な情報収集ですとか、研究をしてござい

ませんので、はっきりとしたところにつきましては、今後、情報収集しながら研究をしていきたいというふう

に考えてございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） ありがとうございます。 

  いずれにしても、今回のこの出張所の業務を拡充してくれませんかということに対しては、答弁では、清水

出張所の機能を行革の一端で少し縮小して、清原市民センターの中に入れたということでございますので、こ

れを縮小ではなくて拡大にしてほしいということは、根本的な考え方を変えない限りはどれも取り組めないの

かなというふうに思っているので、この清原地域、街道団地における高齢化というのは、恐らくこの傾向は今

後も考えられることだと思いますので、歩いて行ける距離に安心の行政サービスを提供してもらいたいという

ことを思っているんですけれども、この点についての御答弁をお願いいたします。 

○企画財政部長（田代雄己君） 清原市民センターの関係でございますが、今議員のほうからお話ありましたよ

うに、まず清水出張所が行政改革の関係で縮小、廃止ということになりまして、その代替機能としまして一部

事務を変更する形で清原市民センターが継続してるということです。その当時は、清水出張所の取り扱い件数

の約95％をカバーできるというところで、取り扱い業務を決めてきたようなケースになっております。そうい

うこともありまして、そういう経過がありますので、やはりその行政改革という一環もありますので、市の方

向性としては廃止の方向を踏まえつつ、住民サービスを生かしたというような考え方がありますので、そうい

う経緯も踏まえながらこれは判断していく必要があるんじゃないかと思っています。また、現時点では郵送や

代理人による対応を可能にしてるとか、期間を限定しまして臨時の受け付け等も行ってます。また、今ではコ

ンビニエンスストアで証明書の交付サービスなんかも受けられますので、それのことも勘案しまして、今後、

その情報収集や研究していく必要があるかなと思っております。 

  以上でございます。 
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○１９番（東口正美君） いずれにしても、皆さんに満足いただけるようにするにはという観点を、ぜひ持って

いただいて、例えば東京都住宅供給公社も週に１回だけは来てくれていて、そこで受けられるものは受けてい

ただいて、やっぱりここじゃだめだから立川へ行ってくださいね、渋谷へ行ってくださいねっていうような振

り分けをされていたりもしますので、何とかそこのところを、とりあえずだけど、清原市民センターに行った

ら問題が整理されて、その人たちのニーズが解消されるというふうになるにはどうしたらいいのかということ

で、今後、取り組みをいただければというふうに思っております。 

  以上で、１番目の質問は終了いたします。 

  続きまして、幼児教育の無償化について伺います。 

  この時期と対象年齢ということですけど、来年の10月からって言われてしまうと、４月はどうなるのという

ような、４月からはどうなるのというようなことが単純にわからないなというふうに思ったのと、３歳から５

歳ということですけれども、御答弁だとちょっと対象年齢は世帯認定区分によりみたいなことが書かれていて、

単純に年中、年長さんからという感じではないのかなという、この辺がちょっとすっきりしないんですけれど

も、教えていただければと思います。 

○保育課長（関田孝志君） ４月はどうなのかなというお話の中では、４月については従前どおりという形で、

10月になったら急に変わるというような方向でございます。また、その認定区分によって違うというのは、や

はり保育は必要か否かという認定を１から２、３というふうに認定の区分が分かれてございます。この区分に

よって変わってくると。基本的には、その無償化を利用するというふうになる方は２号認定、もしくはそうい

う認定を、認定とは言ってないですね、認定に近いような中身の認定をいただくというのが、何かちょっとぼ

やぼやした感じなんですが、そんなような説明を受けてるところでございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） 済みません、国の方針が決まらない部分で、現場が大変な思いしてるとは思うんです

けど、でも私が今、来年、３歳になる子を抱えてるとしたら、やっぱり教えてもらいたいな、わかることだけ

でも知りたいなという視点で、ちょっといろいろ聞かせてもらえればと思います。そうすると、対象となる事

業は、今回この広い意味で、３歳から５歳までの無償化を対象にしていこうという国の方向性は見えるんです

けれども、例えば一番わかりやすいのは保育園の３歳から５歳、認定をもらってる人たちは無償化になるだろ

うなと思うんですけど、ここで保育料というのは、世帯の収入によって変わっていくものだと思うんですけれ

ども、いわゆる無償化の上限額等を超えて、保育料を払っているような人たちもいるのか、ちょっとこの辺が

気になるところなんですけれども。 

○保育課長（関田孝志君） 保育園の例で申し上げますと、保育園のほうで一番高い人は５万幾らというような

形で収入認定がされてる方もおります。基本的には、この無償化に当たっては基準額は３万7,000円というふ

うに決めてございますが、保育の利用に当たって、その金額が幾らなのかというのは、サービスの金額は幾ら

なのかというのは出されておりませんので、基本的には全国平均で３万7,000円と言われてて、その利用に当

たっては、その金額ではなくて全てのサービス、保育で通常にかかってる部分、今まで保育料を通して払って

る部分の対応の経費については無償になると。基本的な考え方とすれば、今まで払っている金額以上にはかか

ることはないと。基本的には無償化によって高くなる人はいないという前提でございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） この辺はやはり個々のケースで丁寧な対応をしていかないと、誤解が起きてしまうか
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なというふうに思います。 

  次に、認定こども園も、恐らくこの保育認定を受けている人たちは同じかなと思って、ちょっと時間があり

ますので飛ばします。 

  幼稚園ですね、幼稚園も無償化対象になると思うんですけれども、いわゆる今までの保育園の保育認定とい

うことではなくて、普通に幼稚園に通っている人たちはどういう無償化の恩恵があるのでしょうか。 

○保育課長（関田孝志君） 幼稚園に通ってる方については、仕事をしてるしてないにかかわらずというような

形で、御利用いただいてるかと思います。ここについては、国のほうからの通知によると、一定額の上限がご

ざいます。その金額は２万5,700円ということで、その上限額を超える分については、利用者負担ですよとい

う形で、基本的には現物給付ということで、償還払いというような形ではなく、金額を今、例えば３万円かか

ってるところのうちの２万5,700円分は無償化の部分ですよと、その差し引きの額を保育料という形で、園側

が受領するというようなスタイルになろうかと思います。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） さらに預かり保育との併用ということがありますけれども、これについては私の理解

だと、保育認定があった場合に預かり保育の部分も国からお金が出るというのが、済みません、しゃべっちゃ

います。３万7,000円までという、２万5,700円に対して上乗せ分だというふうに理解をしてるんですけど、こ

こでこの幼稚園の授業料と延長保育の金額を無償化の上限の３万7,000円まで受けるためには、保育認定が必

要だと思うんですけれども、それで間違いがないでしょうか。 

○保育課長（関田孝志君） それにつきましては、通常、新制度に移行した園についても、保育認定というよう

な形で１号認定を受けてるかと思います。この場合、延長部分がございますので、保育に欠ける要件が必要と

なります。ですので、２号認定をもらっている方については、そこの部分も対象になるというふうに考えてご

ざいます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） そうすると、ここのところが、もう既に保育園の申し込みが始まっているところで、

例えば幼稚園のほうが近いんですと。保育園はちょっと遠いんですと。同じだけ無償化の恩恵があるんだった

ら、保育園じゃなくても、幼稚園でも私のお仕事したり、生活スタイルに合ってるわっていう人たちは、ちゃ

んと保育認定を受けなきゃいけないというようなことを、市民の人たちが御理解してると考えているのか、そ

このインフォメーションの工夫みたいなことが現在されているのかどうか教えてください。 

○保育課長（関田孝志君） 現在のところはわからないことが大半だという中では、このような御案内はできて

いないという状況でございます。実際問題、幼稚園を選ぶ方については、かつ長時間利用するという方につい

ては、今後、情報が出次第、順次お伝えをしていくというような形になろうかと思います。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） 今も保育コンシェルジュさんに大活躍をしていただいておりますけれども、さらにこ

この個別の対応が必要になってくると思うので、この辺の事務負担はやっぱり重くなっていくのかなというふ

うに認識しております。さらに無償化における病児・病後児保育も、この対象というふうになっていますけれ

ども、これもちょっと理解がなかなか難しいところですけれども、どのような制度になっていますでしょうか。 

○保育課長（関田孝志君） 病児・病後児保育について、無償化の対応にするという方については、基本的には

認可外の保育施設を利用している方ということになります。保育園について、認可の保育所に保育園を利用し
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ている方については、もう既に満額使われてるというふうに考えてございますので、ここの分も合わせて、病

児・病後児保育を使う場合にも、認可外プラス病児・病後児で上限が３万7,000円ということになりますので、

ですので病児・病後児が無償化になる人は、本当に一握りの方ではないかというふうに考えております。 

  以上です。 

○１９番（東口正美君） ありがとうございます。 

  次に、障害児通園施設というのも対象になっていますけれども、これは当市におけるやまとあけぼのは対象

になるんでしょうか。 

○保育課長（関田孝志君） そのとおりでございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） やまとあけぼのですと、毎日、通ってる人はいいと思うんですけども、通常の保育園

と両方かかってるような人たちもいるのではないかと思いますけれども、この辺はどうなりますでしょうか。 

○保育課長（関田孝志君） 現在のところ、並行通園というような方はいません。ですが、もし並行通園があら

われた場合には、双方とも無料になるという考え方でございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） これ双方無料になるということは、非常に大きなメリットだなというふうに思ってお

ります。この辺のアピールも、よろしくお願いいたします。 

  ベビーシッターについて、これは居宅型保育ということですが、これも当市では今のところ該当がないと考

えておりますけれども、これが使えるような条件というのも教えてください。 

○保育課長（関田孝志君） こちらについては、一応、認可外扱いになりますので、基本的には保育認定をいた

だいた方というような形になります。実際、今のところ利用はないという状況でございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） ありがとうございます。広い意味で無償化対象だということが、おわかりいただけれ

ばいいかなと思います。 

  さらに、今保育園に３人お子さんを通わせてる人たちは、１子目が満額だとしたら２子目が半額で、３番目

がただになるというような仕組みになってると思うんですけど、今御心配いただいてるのは、１人目は無償化

になるけど、２人目が満額になっちゃうの、３人目はどうなっちゃうのというお声をいただいているんですけ

ど、この辺はどうなりますでしょうか。 

○保育課長（関田孝志君） こちらも従前のスタイルと変わらず、第１子目が無料になったとしても、第１子カ

ウントをしますので、第２子が半額、第３子はゼロ円というような形になります。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） 安心して保育を受けられるということで理解をしました。 

  続きまして、利用料以外のというところで、無償化になるのかどうかということを伺いたいんですけれども、

例えばバスで通う場合の通園費など、また給食費の問題は少し国でも問題になっておりまして、ここが幼稚園

の給食費の支払いと保育園が違うということも含めてあるんですけど、この辺の状況がわかることを教えてく

ださい。 

○保育課長（関田孝志君） 通園費に関しては、幼稚園なんかでは選択制になってるかと思います。ですので、

基本的には対象にはなりませんよと、実費負担でお願いしたいと。給食費については、全員、給食ついてると
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いうのが前提かなというふうに思われますが、これ幼稚園と保育園によって違うんですが、幼稚園については

通常どおりお金を、今までもとってるかと思います。今後についても、多分とるであろうというふうに思って

ございます。保育園につきましては、今までは基本的には、一部は保育料に入ってて、もう一部については市

なり東京都なりが負担して払ってますので、本人負担は基本的にはないというような状況でございました。今

後に向けては、市の一財を振るうか、東京都のほうで新たな政策として盛り込むか、国はいずれにしてもとる

んだという方向だとは思われます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） なので、この辺、若干実費が出てくる可能性もゼロではないのかなということを、ち

ょっとここ知っとかなきゃいけないかなというふうに思ってます。 

  続きまして、一時預かり保育というところなんですけれども、当市で今も、多分、一時預かり保育に預けな

がらお仕事をされてるというような方たちもいらっしゃると思いますが、ここもやはり保育認定を受けること

で、一時預かり利用料なども出していただけるのでしょうか。 

○保育課長（関田孝志君） こちらのほうも、やはり保育認定というのが必要になります。保育認定によって、

無償化というような対応になろうかと思います。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） ありがとうございます。さまざま変化がございますので、今、その次に行きます。 

  周知のことは、国の施策を張りつけてますよということだったんですけど、それしかいたし方がないという

ことも理解はしているんですけども、この張りつけたことに対して、どれぐらいそれを、アクセスしてる人が

いるのかというようなことがわかれば教えてください。 

○保育課長（関田孝志君） こちらにつきましては、10月12日に無償化についてのページを市のほうでつくって

上げました。こちらのほうにリンクを張って、内閣府ですね、内閣府のほうのページに張ってあるんですが、

この市のホームページのアクセスについては、10月12日以降、1,000件程度のアクセスがあったという状況で

ございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） やはり皆さん気にしてますし、もちろんそれを見るだけでも、あらかたのことは理解

をしてるでしょうし、私もそれを見てるぐらいのことでしかわからないかなと思っているので、それだけで十

分という部分もありますけれども、今言ったような２人目、３人目、どうなるのみたいな、バス代はどうなる

の、給食費はどうなるのみたいな、いわゆる本当に自分だったら、これはどうなるんだろうって思うような質

問ってあると思うんですね。今、保育園の入園受け付け等も始まる中で、みんなが思うような疑問については

よくありますよね、よくある質問みたいなことでＱ＆Ａで出してくれてたりすると、さらに丁寧な対応になる

のかなというふうに思いますし、特に先ほど言ったような、やまとあけぼのに通ってる子たちも、保育園と両

方、行けますよみたいなことは非常に大きな変化でもあると思いますので、ぜひ当市としてのそういうできる

取り組みの中で、ホームページで載せていただければ安心が増すかなと思いますので、この辺の工夫も何とぞ

お願いをしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○保育課長（関田孝志君） 今現在は、その内閣府のほうにアクセスするような段取りになってますが、そちら

のほうにもまだ確実に決定していないけど、ＦＡＱ的なものも載ってございます。今後も東京都、国なりから

情報提供を受けた中で、できるだけ的確な情報を素早く伝えられるように、努めてまいりたいと考えてござい



－178－ 

ます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） この幼児教育の無償化は、恐らく少子化対策としてとても有効な対策だと思います。

導入に当たっては、担当の方には大変お世話になりますし、細かいところまでやっていただかなければいけな

いので、本当に御苦労かけますけれども、どうかスムーズに皆様が安心してこの制度を利用できるようにお取

り組みをいただきたいと思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

  ２番目は終了いたします。 

○議長（押本 修君） ここで10分間休憩いたします。 

午後 ３時４０分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ３時４９分 開議 

○議長（押本 修君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○１９番（東口正美君） それでは、３番目の生活困窮者自立支援法等の改正について伺います。 

  まず１番として、この大学進学についてでございますけれども、新たに進学準備給付金制度ができて、当市

でも４人の方がさかのぼって受けることができたというふうに御答弁をいただきましたけれども、そもそもこ

の生活保護世帯の大学進学は、一般的には普通の方たちよりも進学率が低いというふうにされておりますけれ

ども、これはどのような理由によるものでしょうか。 

○生活福祉課長（川田貴之君） 生活保護の方の大学進学率が低い理由でございますけども、進学に伴う入学金

や授業料など、経済的な負担の問題や学力の問題が考えられます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） 今まで大学進学に対して、この生活保護費に変化があるので進学しづらいんだという

相談を私たちは受けてきたんですけども、この点が少し今回改正されたと思いますけれども、この点はいかが

でしょうか。 

○生活福祉課長（川田貴之君） 貧困の連鎖を断ち切るという目的が、今回の制度改正の１つでございます。大

学等、進学に伴いまして、自宅から通学する場合は10万円、自宅外から通学する場合は30万円という制度も創

立されましたので、またそれとは別に、住宅扶助の関係でございますけれども、これまで住宅扶助の限度額に

ついては、３人世帯の例で御説明させていただきますと、平成29年度までは進学前は住宅扶助の上限額が、３

人世帯の場合、上限額６万9,800円でございました。それが進学によりますと、２人世帯の上限額の６万4,000

円が適用されて、5,800円が減額されておりました。平成30年度からは、この住宅扶助については、進学後も

引き続き３人世帯の上限額、６万9,800円が適用されて、減額がなくなったところでございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） つまり、これは進学をするという時点で、世帯分離をしなきゃいけないということに

伴って、３人世帯が２人世帯になってしまったので、居住の住宅扶助費が減額されてしまうという制度だった

ところが、これが同居してるということであれば、そこは切りませんよという制度に変わったという理解でよ

ろしいでしょうか。 

○生活福祉課長（川田貴之君） 住宅扶助につきましては、新しい制度によって減額がなくなったというものに

なりました。 
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  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） これは本当に私たち地方議員が多く受けてきた相談を、広く解決してくれる画期的な

改正だなというふうに思っております。やはりこのことで、やはり生活の基盤である住居費が変わってしまう

ということで、なかなかこの進学することへの足かせになってたということで、ここの改正、非常に大きいな

というふうに思ってますので、またこのことも、当然進学を目指してる子たちにとっては情報が伝わるかもし

れませんけれども、そうじゃなくて、無理なんだって思っちゃってるような方たちに対しても、いやいや、こ

ういうふうに住宅費も切られなくなったし、進学についても準備金ができるようになったよということを、ぜ

ひ広くお知らせいただいて、やはりこの貧困の連鎖を断ち切る、また一人一人の人生を開くということにおい

て、教育を受けるということ以上の価値があるものはないので、ともかく１人でも多く進学ができるように、

今後とも丁寧に説明をしていただければというふうに思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

  続きまして、２番の支援会議について行かせていただきます。 

  今も当市の、先ほども触れましたけれども、この自立支援を行っていただいているそえるの方たちは、非常

に丁寧な取り組みをしていただいておりますし、東大和市も生活福祉課を中心にいろんなところで連携をしな

がら手を差し伸べていただいているとは思ってるんですけれども、改めてこの支援会議が今回の改正にきちん

と載ることによって、今までとどういう取り組みが、より進んでいくのかということを教えてください。 

○生活福祉課長（川田貴之君） 新たな支援会議によりまして、これまで本人同意がない場合には、関係機関で

の情報共有ができなかったような事例が、本人同意がなくても守秘義務をかけることで情報共有ができるよう

になるものでございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） ありがとうございます。ここが、すごく大事なところだなというふうに思います。 

  ちょっとケースは違いますけど、児童虐待のこととかでも、この連携がうまくいかなかったということで、

大事に及んでしまうようなケースを、きちんと守秘義務を守る市役所の職員の中で情報が共有されて、本人た

ちの訴えがなくても、あらかじめ手を差し伸べることができるということは、非常に大きな変化ではないかと

いうふうに思っておりますので、引き続き丁寧なお取り組みをしていただきたいと思いますが、この支援会議、

ちょっと先ほどの答弁ですと、この調整会議みたいなところで民生委員さんとか商工会さんとか、高齢者のほ

っと支援センターの方とかが入っている会議での検討ということでございましたけれども、私の理解ではこの

支援会議はより守秘義務がかかるということで、市役所の中の人たちで構成されるのではないかと思うんです

けど、この点、いかがでしょうか。 

○生活福祉課長（川田貴之君） 新たに規定される支援会議につきましては、市役所のみでなく関係機関の担当

者レベルで対応するものでございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） いずれにしても、お一人お一人の自立が促されるような形で、お取り組みをいただき

たいと思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

  続きまして、就労準備支援、家計相談支援の一体化の取り組みということでございます。 

  これは当市では既に行われておりますし、むしろ先進事例として言っていいぐらい効果を上げているのでは

ないかと思いますけれども、今回、国はさらにこれを推進するために、少し補助率がアップされたりをしてお

りますが、他市では恐らくこれが分離して行われていたと思うんですけれども、そうしますと当市がこれを一
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体的に取り組んできたことで、効果が非常に上がってるということを、実例じゃなくてもいいんですけど、こ

んなふうにこれは取り組んできて、効果が上がってますよということを教えていただければと思います。 

○生活福祉課長（川田貴之君） 当市におきましては、平成26年度に生活困窮者自立支援法に関する国のモデル

事業といたしまして、東大和市くらし・しごと応援センター そえるを設置したときから、生活困窮者自立相

談支援事業とともに、就労準備支援事業、家計相談支援事業がそれぞれ連続的、相互補完的に実施される一体

的な仕組みを構築しております。初めの自立相談支援事業の段階で、就労準備が必要な方は就労準備の担当に、

家計相談が必要な方は家計相談の担当に、連続的につなぐ体制をとっているところでございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） そういう意味では、モデル事業をいち早く取り組んでいただいて、大変に私もそえる

の皆様には常日ごろお世話になっておりますので、さらにお取り組み、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、４番目、社会的孤立が支援の対象となったということですけれども、ここのところがどういう

ふうにきちんと理解をしていくのかということかなというふうに思っているんですけれども、この会派の中で

もひきこもりの問題等、質問をさせていただきましたけれども、なかなかどこが担当部署なのか、またどうい

うことが市の行政の中で行われるのかというのが、今ひとつはっきりしなかったのは、法律的に社会的な孤立

は支援の対象になるというようなことが、今までなかったのではないかというふうに理解をしてるんですけれ

ども、この法律に社会的な孤立が支援の対象になったということは、今までできなかったけれども、こういう

ことが行政としてできるようになったということを御説明いただければと思います。 

○生活福祉課長（川田貴之君） 法改正によりまして、生活困窮者の定義が、就労の状況、心身の状況、地域社

会との関係性、その他の事情によって現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるお

それのあるものとなりました。地域社会との関係性につきましては、地域社会からの孤立の視点も含めて、地

域社会との関係性の希薄化を意味するものとされております。生活困窮者の定義に、地域社会との関係性など、

経済的な困窮に至る背景事情が明示されたことによりまして、早期的、予防的な観点から支援を含め、生活困

窮者への適切かつ効果的な支援の展開につなげていく趣旨とされております。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） ありがとうございます。 

  ひきこもりにつきましては、８０５０というようなことも言われております。これは80代の親の年金で50代

の方が、いわゆる就労もしていない、さまざまな社会的な契約もされていないような中で、生活が成り立って

いる方たちがおられると思います。今はそれでも親世代を通して、何とか社会と薄くつながっていますけれど

も、この80代の親御さんたちが亡くなってしまったときに、全く社会と縁をしていなかったという方たちがい

るんだということが言われております。こういう問題も、やはり社会的孤立ということを対象にすることで、

取り組みができるようになったと理解をするんですけれども、このことが今回の法律改正によって、またこれ

から当市で今後どのようなことを、このような問題に対して考えているのかということが、今あればお聞かせ

ください。 

○福祉部長（田口茂夫君） 今議員からお話がありました８０５０の問題、これは当市だけのみならず、全国的

な問題であるというふうには考えております。特に80歳代の高齢者の方々の年金で生活してございますので、

不幸にもその方がお亡くなりになると、もう経済的にすぐに困窮してしまうという状況もございます。そのよ

うなことから、今回の生活困窮者の定義も明文化されてきておりますので、そういったところも含めまして、
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そえるにおきましては第２のセーフティネットということで、そういった機能も十分に果たしていく必要があ

ろうと、このようには考えております。 

  ただ、この辺の内容を、それぞれの関係機関等も含めまして、御認識をいただくようなことも含めまして、

先ほど課長からもお話がございました会議等で周知を図るということで、来月にはそのような会議で情報提供

も含めて実施をしていきたいというふうには考えております。こういったことも含めまして、そえるにおきま

してはさまざま、断らない支援ということで、相談など実施さしていただいておりますので、今後この辺を十

分に発揮をしていただきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○１９番（東口正美君） ありがとうございます。 

  80代の方たちの相談、ほっと支援センターが受けてくれていて、薄らとそういう問題も見えてたりもします。

また、当のお父さん、お母さんたちも心配をしながら、でもどうしたらいいんだろうかということを思ってい

らっしゃる人たちに、こういうことも行政で相談に乗りますよというようなことが広くわかってくると、相談

につながりやすくなるのかなと思いますので、ぜひこの法律が変わったことで、どういうインフォメーション

をして、どういう連携をとれば、いわゆる最初の問題、セーフティネットとしての機能が果たせるのかという

ことを、ぜひ今後とも、きっとやってくださると思っているんですけど、取り組んでいただければなというふ

うに思っております。 

  それで、今回ちょっと触れなかったんですけど、今回の法改正で、１つ、生活保護の方の医療扶助に後進薬

のジェネリック使用が原則化されたというふうなことも改正にありまして、この辺もすごくどうなったのかと

いうことと、あとこの2015年度からモデル事業として、この取り組みをいち早く当市では取り組んでいただい

たんですけれども、このことが今、市の中でどのような効果を生んでいるのか、お聞かせいただければと思い

ます。 

○福祉部長（田口茂夫君） 今議員のほうからお話がありました生活保護のジェネリックの関係でございますけ

ども、まず生活保護の状況としましては、近年の雇用状況など、こちらの改善の状況から、世帯数はほぼ横ば

いから若干微減という状況が当市においては見られます。しかしながら、高齢者世帯が多いということから、

今回補正等で増額補正をさせていただいたりもしておりますけども、医療費ですとか介護費は増加の傾向が見

られてございます。医療費の削減につきましては、昨年の11月に医療費通知、またはジェネリック差額通知と

いうことで、こちらを医師会、歯科医師会、薬剤師会等、御理解をいただきながら実施をしてきておりまして、

このジェネリックの医薬品につきましては、昨年度の使用割合が81％を超えてございます。国においては、

80％以上というふうなことも言われておりますけども、この81％が都内第１位ということで高い評価を得てご

ざいます。こういったことで、医療費の適正を図りながら、扶助費の削減にも努めてまいりたいというふうに

考えております。 

  また、そえるの運営に関しましても、特に自立相談支援事業の新規相談件数が、プランの作成件数が都内で

もトップレベルというところで、ことしになりまして、この秋ですね、厚生労働省が先ほどのジェネリック医

薬品も含めて、こういったところで当市に視察に見えてございます。先駆的な動きをしてるということで、当

市の状況を他の自治体にもということがお話の趣旨でございましたけども、そういったことも含めまして、そ

えるにおきましても大変頑張っていただいてるというふうに我々も認識はしてございます。こういったところ

から、総体的にも生活保護の受給状況も微減の状況でもございますけども、引き続きこういった制度改正も含
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めまして、十分に取り組むことによって当市において適切な対応をしてまいりたいと、このように考えており

ます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） ありがとうございます。本当に頑張っていただいているというのを実感をしておりま

す。また、都内１位ということが、子育てだけではなくて、また１つふえたなというふうに思いますし、また

このジェネリックの促進については、国保を含め医師会の先生方、そして薬剤師の先生方の深い理解があると

いうことで、レセプト点検などもいち早くやっていただいた市としての総体的な取り組みが、こういう結果に

つながっているのではないかというふうに思っておりますので、この辺もぜひＰＲしていただいて、魅力につ

なげていただければと思いますし、本当にそえるの皆様、頑張っていただいてますので、いつもちょっとお部

屋が狭いかなというのが気になっていて、ぜひこの辺も御考慮をいただければと思いますので、何とぞよろし

くお願いいたします。 

  ３番を終わらせていただきます。 

  次に、道路の空洞化調査と市道１号線のことについて行わせていただきます。 

  私も１号線の空洞化は、空洞化になってるところに穴をあけて、カメラを入れて、実際に空洞化になってる

のかどうなのかというところを確認するところを、現場を見せていただいて、埋める作業とかは見てないんで

すけれども、そういうことがこの空洞化調査と、その掘削した状況でカメラを入れるということでわかるんだ

ということを理解しまして、殊のほかその穴が大きかったので、早く埋めてもらってよかったなって思う一方

で、その穴が大きくあいてたところって、いつも皆様から歩道の段差がひどいとか、いろいろ御指摘を受ける

場所だったので、どうせだったら一体的に少し、少しでも何かよくならないのかなというふうに思いまして、

ちょっと関係があるような、ないような質問になってしまったんですけれども、この質問に至りました。 

  それで、空洞化調査の有効性というのは、これで実証をされたと思うんですが、今後、今のところは道路管

理者がやったほうがいいのか、それとも占有物をやったところがいいのかというようなこともあるので、具体

的に計画はないということだったんですけど、ちなみにこの空洞化調査、今回は恐らくお試しで空洞化調査を

させていただいているというふうに理解してるんですけど、実際に費用を市が払って、この空洞化調査しよう

と思ったら幾らぐらいお金がかかるんでしょうか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） この空洞化調査でございますが、市が実際に行うということになりましたら、20

キロの調査で500万円程度の調査費用を要するという試算が出てございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） 20キロ、500万というのは、いわゆるこのレントゲンをかけるように電波で空洞化を

見るだけの調査なのか、そのデータをとったところで、実際この掘削をして、点検をするところまで含まれて

の20キロ500万なのかということが聞きたいのと、20キロじゃなくて、じゃこれ例えば１キロごとに設定して

やったときには、いわゆる20分の１の金額でできるのかどうか教えてください。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 20キロと申し上げましたのは、探知装置を設置した車両が、路面上を通行するこ

とで路面下の空洞を探知するということで、その調査が20キロで500万円程度かかるということでございます。

それを短く１キロ、または２キロとか、短くするということは、やはり割高になるんではないかなというふう

に考えてございますが、走行させるのである程度の距離を実施していかないと、その効果というのは小さいの

ではないかなというふうに考えます。 
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  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） ありがとうございます。 

  というのは、次の１号線の補修の今までの状況を御答弁いただきましたけれども、20年度、21年度かけて東

大和市駅前から、一応、けやき通りまでの路面をきれいにしていただいて、その後、25年度から４年間かけて

けやき通りからその先の部分を歩道の拡幅をしていただいて、路面を上げていただいて整備をしていただきま

した。後からやったほうの整備は、非常に皆様から御好評で、歩道が広がったことと段差が解消されたことで、

今までいただいていた御要望がかなったということで非常に喜ばれているんですね。20年と25年なんです。５

年間ぐらいしか違わないのに、この１号線の道路保全のやり方が変わってるというのはどうしてなのかという

ふうに思うんです。 

  というのは、駅前からけやき通りまで、逆を言うとけやき通りのところから駅前通りまで、本当に歩道の段

差が大きくて歩道が狭いということで、たくさん御意見をいただいていて、今まではまだ路面がきれいだから、

まだまだここの全面改修はできませんよって言われていたんですけど、例えばこの空洞化調査をして、今回穴

があったみたいなことがあったときに、路面はきれいかもしれないけど、実は路面下は問題があったというよ

うなこととかを考えると、この20キロはやれないけど、例えばその１号線に限らず、この路面だけじゃなくて、

下のことも補修、改良工事をしていただく順番を変えるのに関係してくるのかなというようなことも思いまし

て、関連しての質問になったんですけれども、今回は穴を埋めてしまったのでそれは関係ないとして、けやき

通りから駅前までの歩道拡幅はぜひとも早くやっていただきたいなというふうに思っています。 

  ただ、雨水の関係性とかもありますので、なかなかここが難しいとは思ってはいるんですけれども、いち早

く何とかこの１号線の歩道が安全に通れるようにしていただきたいという、ほぼ要望なんですけれども、ここ

についての今の市の見解をもう一度教えてください。 

○土木課長（寺島由紀夫君） この１号線でございますが、１号線の前に平成14年度から車道の舗装補修工事を

中心にやってきてございました。その関係で、１号線についても車道の舗装の劣化が激しくて振動が多いとい

うことで、その沿線の方からも苦情がかなり入ってて、そのときには車道を中心に整備をしてまいりました。

それで、三小の前のところは歩道の拡幅をしてくださいという声がかなり多くございまして、そこから歩道の

拡幅をしてございました。 

  今後につきましてでございますが、東大和市駅前から市道３号線、けやき通りまでのおよそ970メートルで

ございますが、こちらについて歩道の拡幅とバリアフリー化の整備が必要であると考えてございます。現在の

歩道は、旧設計基準で整備されてございまして、歩車道境界ブロックの高さが、現在15センチのところ20セン

チとなってございます。バリアフリー化を行うためには、15センチの高さに改良することが必要でございまし

て、その整備を行うと車道の高さを５センチ高く上げる必要がございます。平成20年度から21年度で車道舗装

補修工事を実施しておりますが、車道舗装の劣化はまだ見られていないことから、実施にはまだ早いかなとい

うことで考えてございます。 

  また、道路整備を行う際には、東大和市駅前交差点寄りの道路冠水箇所の浸水対策についても同時に検討す

る必要があり、現在検討中でございます。さらには、東京都と立川市、武蔵村山市、東大和市の３市で協議し

ております広域雨水幹線の進捗状況も注意する必要がございますため、どの時点で道路改良の整備を行ったほ

うがよいか、適切な時期にできるよう状況を注視しているところでございます。 

  以上でございます。 
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○１９番（東口正美君） 事情はとてもよくわかりました。その上で、今回、穴を埋めたところの薬局の前の歩

道の段差が大きいことと、この車の出入りのために切り下げているところとの関係で、何度かあそこで事故が

起きておりますので、そこだけでも改良するということは、今後可能かどうかお聞かせください。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 部分的な補修ということになるかと思いますが、現地の状況を見まして補修が必

要と判断すれば行いたいと思いますが、ちょっと現地の状況を見て判断したいということで考えてございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） 何とぞよろしくお願いいたします。 

  以上で、４番目を終了いたします。 

  最後に、通学時の重過ぎる荷物についてということで、これはいわゆる置き勉って言われてる、古くて新し

い問題というふうに言われてますけれども、置き勉というのは、置いていくという字に勉強の勉って書きます。

通常、今までは置き勉と言われる学習用具を学校に置いていくということは、どのように取り扱われていたん

でしょうか。 

○学校教育部副参事（吉岡琢真君） これまで通学時の重さを軽減する対応として、さまざま行ってきておりま

すけれども、その中でいわゆる置き勉と言われるものにつきましては、例えば指定した教科書や教材等を机の

中などに置いて帰ることを認めたりとか、または特別教室で使用する学習用具を所定の位置に置くことができ

るようにしたり、そういった対応を学校が行っていると、配慮して行っているという取り組みがございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） 今までそういう取り組みがされていたら、この問題が起きなかったのではないかと、

私は自分の子育てのときも思ってたんですけど、基本的には教科書は持って帰るという扱いになってたような

気がするんですけど、その辺は認識が違うのでしょうか。 

○学校教育部副参事（吉岡琢真君） さまざま学校で従来から配慮して取り組んでいたということはございまし

た。しかし、それでもやはり通学時の荷物が重いという声が、今年度も多く学校のほうに寄せられたというふ

うに伺っております。小学校では１校、中学校では３校ですね、計４校において保護者からの要望があり、新

たに取り組んだ学校がございます。そういった形で取り組んでいるところでございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） この話を聞いて、皆様、どういうふうに思うかわからないんですけど、テレビのＣＭ

を見ると、ランドセルはどんどん大きくなっていくみたいな、たくさん入りますみたいなことがあって、そう

いうことも含めると、やっぱり持っていく量が多くなってるんだなという印象があったので、やはりそういう

お声があったということで、やはり基本的には持っていって、持って帰ってくるということなのかなと思って

るんですけど。じゃ、今そういう保護者からのお声を受けた学校では、その後、具体的に何か取り組んでいる

ことがあったら教えてください。 

○学校教育部副参事（吉岡琢真君） 今年度に保護者からの要望等を受けて、新たな取り組みを行った学校は４

校ございます。新たな対応としましては、例えば新たに置いてよいものを指定したり、生徒の自己管理で置く

ものを決められるようにしたり、また置き勉可能物一覧という一覧表を配布して、教科及び学年ごとに学校に

置いてよいものを具体的に示したり、そういった取り組みを行っていると聞いております。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） なので、４校ということなので、ほかの学校もどうなっているのかなというふうに思
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ってますし、市全体でとか、取り決めるのは学習の先生方のスタイルもありますでしょうから、決して一律と

いうことではないですけど、やはりここのところを問題として、文科省からも注意してくださいねということ

が言われているので、何とか当市としてもそれぞれ取り組みをしてもらいたいなというふうに思っています。 

  本来であれば、私は教科書自体が、素材を研究するとかで軽量化されていったりとか、そういうことに取り

組んでいかなきゃいけない時期に入ったのではないかなと思いますし、ここからペーパーレスということがど

れぐらい進んでいくのかというのはわからないんですけれども、そうは言っても現在、健康被害が及ぶという

ことを言われているということを、やはり学校現場の先生方に認識をしていただいて、きちんと全校でこの問

題に取り組んでいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○学校教育部副参事（吉岡琢真君） 都教育委員会の対応としましても、国の通知が示す学校における具体的な

工夫例等を参考にしつつ、児童・生徒の荷物に係る配慮についての考え方を学校にしっかりと周知して、働き

かけてまいりたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○１９番（東口正美君） 私自身も自分の子の荷物を玄関に置かれると、持ち上がらないという経験をしながら

子育てをしてきましたので、恐らく、ああ、やっぱりそうだなというふうに思うことはたくさんあると思いま

すので、そうは言うけど、真面目な子ほど、やっぱり全部持って帰らなきゃっていうふうに頑張ってる子たち

もいると思いますので、どうかそこをいち早くお取り組みをいただいて、楽しい学校生活が送れるように、何

とぞよろしくお願いいたします。 

  以上をもちまして、私の一般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。 

○議長（押本 修君） 以上で、東口正美議員の一般質問は終了いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 関 田   貢 君 

○議長（押本 修君） 次に、７番、関田 貢議員を指名いたします。 

〔７ 番 関田  貢君 登壇〕 

○７番（関田 貢君） ただいま御指名いただきました興市会７番、関田 貢です。平成30年第４回定例会に当

たりまして、一般質問を通告に従いまして質問をさしていただきます。 

  最初に、１として道路整備の促進についてお伺いいたします。 

  根幹的な都市施設である道路には、交通機能のほかに防災機能、環境機能、情報伝達機能なども付加され、

都市の骨格を形成する重要な役割も備えています。地域の住環境の向上を図るためには、道路の機能的分担を

明確にし、その地域の土地利用等の整合性を図っていく必要があります。そこで、市内の道路の機能に応じて

分類し、段階的な構成に基づく役割に沿った整備を進めますと言われております。 

  そこで、何点かについてお伺いいたします。 

  ①として、都市計画道路の幹線道路９路線について、整備状況（平成28年４月５日現在）は、東京都と市の

施行で70.5％になってきているが、施行途中の幹線街路５路線における整備状況を、着工から一部完成の期間

はそれぞれ何年かかっているかお伺いいたします。 

  ②として、平成27年４月１日現在、市道路線数1,250路線、延長21万2,595メーター、面積125万7,302平方メ

ートルで、舗装率86.8％になってきてる現状についてお伺いいたします。 

  アとして、過去10年間と比較した延長・面積について。 
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  イとして、市道路線の改修事業の計画について。 

  ウとして、赤道整備の現状について。 

  ａとして、赤道の売却される手続についてお伺いします。 

  ｂとして、売却件数について。 

  エとして、狭隘認定道路（建築基準法第42条第２項）の整備についてお伺いいたします。 

  ａとして、拡幅事業について。 

  オとして、道路角切事業の促進についてお伺いします。 

  ２として、市道第１号線の近隣商業地域についてお伺いいたします。 

  ①として、街路灯（装飾灯）の管理指導についてお伺いします。 

  ②水害対策について。 

  ③として、車道と歩道の改修工事についてをお伺いします。 

  次に、３として環境問題については、①として東大和市駅前の街路樹にムクドリが大群となって夕方より集

まってきて、ふん害や悪臭の問題等で市民が困っております。平成26年９月議会で対策をお願いして、今日、

６月25日、26日とムクドリ対策を実施されました。自分も26日に実施の様子を見させていただきました。実施

の効果についてどのように分析されておりますか、お伺いいたします。 

  ②東大和市駅前広場の街路樹をなくし、この機会に駅前広場を見直してはどうか、お伺いいたします。 

  ４番として、雨水対策について。 

  集中豪雨、雨水時には、道路冠水が発生する地域があるため、雨水流出の抑制等を推進することにより、住

宅市街地での浸水被害の防止に努めます。また、浸水被害や土砂災害等の発生が危惧される地域については、

適切な情報提供を行うことにより、避難、誘導等、十分な安全対策を講じますと発表されております。 

  何点かについてお伺いいたします。 

  ①として、市内の状況の分析と対策について伺う。 

  ②現在、進められている東京都の50ミリ対策の改修工事における空堀川、奈良橋川の完成時期について伺い

ます。 

  ③として、雨水浸透施設実施設計委託や雨水浸透施設設置工事17カ所の実施効果について伺います。 

  以上、質問をさしていただきました。再質問につきましては、自席よりいたしますので、よろしくお願いい

たします。 

〔７ 番 関田  貢君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 初めに、施行途中の幹線街路５路線の整備状況についてでありますが、東京都施行の路

線としまして、立３・３・30号立川東大和線の整備率は78.2％、立３・２・４号新青梅街道線につきましては

80.9％となっております。 

  次に、市施行の路線でありますが、立３・４・17号桜街道線の整備率は57.1％、立３・４・26号東大和清水

線につきましては53.4％、立３・５・20号東大和武蔵村山線につきましては23％となっております。 

  次に、過去10年間と比較した市道路線の延長・面積についてでありますが、平成21年度から平成30年度まで

の市道路線の延長につきましては、市道の認定や廃道等を行ってきた結果、平成21年度から1,625メートルの

増となっております。面積につきましても、同様に３万4,990平方メートルの増となっております。 
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  次に、市道路線改修の事業計画についてでありますが、平成14年度から幹線道路の舗装補修工事を実施して

まいりましたが、平成25年度からは歩道の拡幅と車道の舗装による道路改良工事を順次実施しております。今

後も引き続き舗装補修、道路改良工事が必要となる路線について実施していく計画であります。また、生活道

路につきましても、排水施設の未整備路線や舗装の劣化状況の著しい路線について、優先順位を検討した中で

順次実施していく考えであります。 

  次に、赤道の売却の手続についてでありますが、赤道は明治の時代から公図上で地番が記載されていない国

有地の道路でありましたが、平成14年度に国有財産特別措置法の規定に基づき、市に一括譲与されました。市

道の払い下げにつきましては、行きどまりの赤道である市道の払い下げがほぼ全てであり、当該市道に接する

地権者の方からの市道の払い下げ申請書の提出により、一般交通の用に供しなく、市道としての存置の必要が

ないなど、東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱に合致する場合に払い

下げの手続を行っております。 

  次に、赤道の売却件数でありますが、平成11年度から平成30年度現在の20年間におきまして、赤道である市

道の市道23路線を隣接土地所有者に払い下げを行っております。 

  次に、狭隘道路の拡幅事業についてでありますが、建築基準法第42条第２項の規定の対象となる狭隘道路に

つきましては、東大和市狭あい道路整備規定に基づき、道路中心線から２メートルまでの土地の寄附を受け、

Ｌ型溝などの排水施設等の道路整備が必要と判断した箇所について整備を実施しております。 

  次に、道路角切事業についてでありますが、道路角切買収事業につきましては、昭和50年代から平成15年度

ごろまで積極的に用地買収を行い、その後は都市計画道路と市道の交差部の角切買収を実施してまいりました。

平成28年度、29年度の２カ年は実施に至りませんでしたが、平成30年度において市内の道路交差部の再調査を

行ったり、今後、交差部の見通しを必要とする部分の角切を順次用地買収し、整備していく考えであります。 

  次に、市道１号線の装飾灯についてでありますが、昭和62年度から平成元年までにかけて設置されました市

道第１号線の装飾灯は、当時、周辺の商店街が自己の所有物として市の道路占用許可を受けて設置したもので

あります。しかし、現在は当該商店街の活動はなくなり、装飾灯を管理する者もいなくなっている状況であり

ます。今後につきましては、当時の商店街会員の方と、今後の対策について話し合いを行い、装飾灯の処理に

ついて協議してまいりたいと考えております。 

  次に、水害対策についてでありますが、市道第１号線の東大和市駅前交差点東の浸水対策としまして、昭和

61年度から平成18年度までの期間で雨水浸透井を４基設置し、平成30年度に既設の雨水集水ます15カ所の浸透

化工事を実施してまいりました。また、市道第１号線の下流域の排水管である仲原排水管の堆積した土砂等の

清掃や、その他、排水管や雨水集水ますの清掃を実施し、浸水被害の軽減に努めております。今後も引き続き

浸水被害の軽減のため、さまざまな対策を実施していく考えであります。 

  次に、車道と歩道の改修工事についてでありますが、市道第１号線の東大和市駅前交差点から、市道第３号

線けやき通りまでの区間につきましては、歩道幅員が狭く、道路構造が現在の道路設計基準に合致していない

ことから、歩道拡幅が必要な路線であると考えております。今後、車道舗装の劣化の進行や浸水対策の検討の

状況を踏まえて、適切な時期に事業化していく必要があると考えております。 

  次に、東大和市駅前の街路樹のムクドリ対策についてでありますが、現在、毎年６月に定期的に音声や竹ざ

おを利用したムクドリを追い払うための対策を実施しているところであります。しかし、現状の方策では、一

時的には退去するものの、毎年、戻ってきてしまうのが実情であります。 
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  次に、東大和市駅前の街路樹をなくし、駅前広場を見直すことについてでありますが、駅前広場の街路樹に

つきましては、貴重な緑として市民に親しまれておりますが、その一方で高木になっていることから、維持管

理費のほか台風等の被害対応に多額の費用を要する課題もあります。駅前広場の見直しにつきましては、将来

像を考える中で研究してまいりたいと考えております。 

  次に、雨水対策についてでありますが、近年の突発的集中豪雨等により、南街、向原、新堀等の地形の低い

地域の道路で道路冠水が発生しております。その要因としまして、都市化の進展に伴う浸透地域の減少により、

雨水流出ケースが増加したことや、地球温暖化やヒートアイランド現象の影響によるところが大きいと推察し

ております。引き続き雨水浸透施設の設置や道路、排水管、雨水集水ますの清掃を実施していくとともに、雨

水貯留施設の整備等、浸水被害が解消できるような対策についても検討してまいりたいと考えております。 

  次に、空堀川、奈良橋川の完成時期についてでありますが、空堀川及び奈良橋川の改修工事につきまして実

施しております東京都に確認したところ、完成時期につきましては、空堀川、奈良橋川、ともに市内全体の完

了時期を示すことは困難であるとの回答でありました。 

  次に、雨水浸透施設の実施設計及び設置工事の効果についてでありますが、雨水浸透施設実施設計委託は工

事を実施する上で必要な設計業務を業者委託しているものでありますが、下水道の技術を持つ民間業者に発注

することにより、適切な設計に仕上げることができ、有効であると認識しております。平成29年度に既設の雨

水集水ます17カ所の浸透化を実施しました。雨水浸透施設設置工事についてでありますが、１カ所の浸透量は

１時間当たり1.35立方メートルという少ない量でありますが、数多く設置することによりまして、過去に設置

した雨水浸透井と同様の効果があると認識しております。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○７番（関田 貢君） どうもありがとうございました。 

  今回、この都市計画道路を私は取り上げて、今日、当市の都市計画道路は70.5％という、そのスピード感が、

非常にこれ時間かかってる工事ということで、私、過去で、平成９年度の６月議会で質問したときには55％で、

そこから今日の計算してみても19年間で15.5％きゃ延びてないんです。だから、これを進めるためには、市民

の協力なくして進まないんですよ。ですから、進めるためには、僕は過去にこの都市計画道路を市民にＰＲす

る。この進んでない地域に都市計画道路は、こういうところ、こういうところに引かれます、計画があります、

そしてそういう計画に対して市民の目線に届く広告を示して、協力を仰ぐということを過去に、僕は都市計画

の促進について、そういうＰＲ方法があるんじゃないかと。 

  そして、もう一つは、僕は開発公社を当市は本当に使ってない。昔はさんざん使ってたんですよ、何代前か

の市長さんの時代は。これをその当時の質問で、80億の開発公社の借金はできるんだという答弁もいただきま

した。その当時の助役さんからね。そういうようなことを考えると、都市計画道路は先行取得ということは過

去に言われました。だけれど、その先行取得を、私は言いたいのは、どこでもいい先行取得は何の目的で使っ

てるかわからない。お金がないんだから、私は現在、東京都が昭和36年に都市計画道路を、線を引いたとこの

計画内の遺産相続が発生した場合は先行取得をしてほしい、そういうことを過去にも言ってきたけれど、そう

いう問題を今回も僕はこの促進を70.5％、時間かかるんだ、金がないんだと言うけれど、そのときそのときの

地主さんに、昭和36年のとき、私が58年に議員にならしていただきましたから、私はその当時から都市計画道

路の促進するためには目的のない先行取得は要らないと。都市計画道路が敷かれてるところの先行取得は、遺
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産相続で発生したときには即時、開発公社を利用して買っておくべきだということを提案した。今日、まさに

そういう問題のあれが実行されてないから時間がかかってる。私はそういうふうに思ってますが、どうですか。 

○都市計画課長（神山 尚君） 都市計画道路の計画線等の住民への周知ということで、最初に御質問いただい

ております。確かに議員さんおっしゃるように、都市計画道路の整備促進するためには、地域住民の皆様の御

理解、御協力というのは欠かせないもんだと思っております。市では、都市計画道路の事業化の際には、周辺

の皆様へ説明会などを通じて事業の理解を得るべく努力しているところでございます。また、事業化前の路線

につきましても、都市計画道路の位置や整備状況など、周知していくというのは非常に重要なことだというふ

うに思っております。隣の小平市さんのほうでは、都市計画道路の整備状況、こういったものを反映した図面

なんかをホームページで載せて、ＰＲなどしておりますので、今後そういったような取り組みも参考にしなが

ら検討していきたいというふうに思っております。 

  それから、あと公社の関係のお話が出ました。土地開発公社の役割の１つというのは、近い将来に自治体が

必要とする土地を、自治体にかわり取得することにあるというふうに思っております。市のほうでは、財源確

保のため国庫補助を使いながら用地買収というのを行っておりますけれど、国庫補助を入れられるものは、認

可を取得した事業中の路線に限られているというような状況もございます。そこで、現状では３・５・20号線

などの用地につきましても、公社を活用して用地買収というのを何件かしておりますけど、すぐにその後、買

い戻して、国庫補助を入れて買い戻すような、そういう場合について今行っているのが現状でございます。議

員さんおっしゃるように、相続発生したときのことなども、やっぱり今後は課題かなというふうに思っており

ます。 

  以上です。 

○７番（関田 貢君） 今、私が提案した、そういう事業が大事なことなんですよ。相続が発生したとき、そこ

の相続を、都市計画道路が敷かれてるところは、これから残ってる土地を約30％、もう30％切りましたけれど、

清水、狭山地区、そして蔵敷、芋窪地区が非常に多いんです。残ってる30％の中では。しかし、そういうとこ

ろの道路について市民説明会したときに、今国庫補助をもらってからやるというと、上からの目線で国が補助

をつけた、都が補助をつけた、そしてやるんだというふうに、どっちかといえば頭から言う市民協力ですよ。

それは絶対だめですよ、そんなことは。国庫補助がついたらやりますなんていう、あれ市民説明、全くないん

ですよ。 

  だから、私はそういう市民説明はもっともっと広報で、都市計画道路を促進するためにはお金がかかる。し

かし、市民の私有財産の土地の所有権をさわるんで、所有権の持ち主にもっと早くＰＲをし、そしてそういう

ことのＰＲを、こういう時期だったら私は協力できるというように、市民と協働、協働と最近は流行語のよう

になっている。市民協働するんであれば、そういう都市計画道路の線の中で遺産相続が発生した場合は、開発

公社を使って買うんだという明示をきちっと市民にＰＲすべきですよ。そうすれば、市民だって自分の土地で、

ああ親父が危ない、でもうちは都市計画道路、通ってる。ここを、じゃ代替地をしないで、ここの土地を協力

しようとか、そういうのは国庫補助をもらってからとか、東京都の補助金もらってからって計画を立てるから、

こういうふうに土地買収を今度いざやると計画どおり上がったことない。みんな計画が延期、延期、もう二、

三回するのは当たり前。今度の桜街道なんか、もう国庫補助が切られたら、もう終わりです。そしてようやく

桜街道も今回説明があるように復帰した。そういうふうに国庫補助ありきのことで、地域の住民だって協力す

る、遺産相続が発生する、そういうときに私が言ったように、開発公社で先行取得でそういうのを買うという
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ことがあるが、それも補助を使ってだなんて言わないで、前は開発公社は80億まで買いだめができるんだと、

そういう時代もあったんですよ。ですから、もっと開発公社は使うべきなんですよ。 

  開発公社は、そういう土地の目的じゃなくて、そういうふうに市が将来必要だということが明確にわかった

ものは、開発公社でお金を、お金がないんじゃない、開発公社、使ってって、幾ら買ってったら、開発公社が

50億買ったら、これで市民が、ちゃんと聞けばいいんですよ、市民に。この50億を開発公社で、これだけの土

地を買って、開発公社でこれだけかかってる。ほかの施策はちょっと我慢してくださいとか、そういうのを明

確に一つ一つの積み重ねを市民に知らせるということ、市民に協力してもらうための施策を市が発表してない

んですよ、都市計画道路について。ですから、私がそういう……市報に、あるいはそういう先行取得する場合

のことも、開発公社を生かした都市計画線の引かれたところの相続が発生した場合は、市が率先して先行取得

で買いますよとか、そういうＰＲを実行していただきたいんですが、どうですか。 

○都市計画課長（神山 尚君） 御指摘のとおり都市計画道路のＰＲ、非常に大事だと思っておりますんで、そ

れにつきましては方法を今後検討していきたいと思っています。 

  それから、都市計画線にかかってる相続が発生した土地というのは、さまざまな御事情があると思いますの

で、そういった御事情を踏まえながらどのような相談が乗れるのか、今後ちょっと検討していきたいと思って

います。 

  以上です。 

○７番（関田 貢君） 今、総論でお願いしました。そういう研究をして市民に、私有財産の協力ですから、私

は開発公社を利用した、そして都市計画道路の引かれた土地についての遺産相続が発生した土地は、先行取得

で買うということを実現してほしいと、それは要望しておきます。 

  それでは、各路線について確認をして、進めていただきたいと思いますので。 

  新青梅街道の立川３・２・４号線の新青梅街道については、この上北台から村山のところが、道路30メータ

ーの拡幅工事が始まりました。これは私は将来に向かっては、道路30メーターの拡幅がモノレールの促進につ

ながればいいなと思ってます。ぜひ、東大和も早急に、この東京都事業ですから、市も協力して促進を図って

いただきたい。これが１つね。 

  もう一つ、新青梅街道は、逆に東村山の1,400メーターの歩道拡幅、これは私が、小沢潔が都会議員から国

会議員になって、54年のときに奈良橋の庚申塚から、これナイトハイクと言ったかな、新宿のほうから青梅ま

で夜中、歩くと。そのときに、東大和の歩道は狭いというふうに言われたということで、小沢潔がその当時か

ら手がけて、私が議員になってもう36年ですから、約40年間、４年前で小沢潔が言ったことが、40年間もね、

これ市の事業じゃないですよ。東京都施行でできる、市が一銭もお金がかからないんですよ、これ。ですから、

東京都施行の事業にもっともっと市が本気で促進をかける努力をしていただきたいと思うんですが、どうです

か。 

○都市計画課長（神山 尚君） 新青梅街道の狭山とか清水の付近の歩道も含めた幅員のお話でございます。計

画幅員としましては18メーターが計画されておりまして、車道部分が13メーターで、歩道部分が2.5、2.5の両

側ということです。それが現状では、車道のほうは13、ほぼ確保されてるんですけど、歩道のほうが約１メー

トルということで、大変非常に狭くて、自転車などのすれ違いに本当に苦労するような危険な状態だというふ

うに認識してございます。 

  この区間の整備促進につきましては、議員さんのほうからも過去の一般質問でたびたび御指摘を承っており
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まして、必要性、重要性というのは十分に認識してるところでございます。本事業は都市計画道路の第四次事

業化計画におきまして、都施行の事業でありますけれど、地元の市といたしましても、機会を捉えて歩道拡幅

による歩行者、自転車の安全確保について東京都へ要望してるところでありまして、東京都からは予算までは

至っていませんけど、前向きに検討してるというような回答もいただいておりますので、地元の市として今後

も引き続き、東京都へ強く要望していきたいと、このように考えております。 

  以上です。 

○７番（関田 貢君） ぜひ、新青梅街道の促進は、モノレールの関係もありますから、芋窪地域を30メーター

の拡幅工事、市の担当分ね、それを促進の協力、あるいは今の東村山境までに行く1,040メーターのこの歩道

整備の促進は、ぜひ進めていただきたいと思います。 

  そして、もう一つ、東京都事業があります。立川大和線の立川３・３・30号線、この道路はまだ青梅街道か

ら、この貯水池、上堰堤のところまでの計画路線で発表されてるだけですから、これからこれを事業化にして

促進をしていただきたいと思うわけです。ここも、この東大和が、これからのまちづくりで狭山丘陵のことを

いつも問題にされる。村山貯水池が四季に通じて非常にいい場所だと、こういうふうに言われてる都市計画道

路もそこへ接道を早くして、この東大和の水辺空間に多くの人が来れる環境づくりを、これは東京都事業に促

進を依頼して、この整備促進については、この第四次事業化計画の中でも載ってるわけですから、ぜひこの事

業は促進してほしいと思います。そして、このときに言われてることは、村山の上堰堤貯水池で堤体強化工事

とあわせ整備促進するというふうに言われてます。ですから、堤体工事というのは、いつ始まるかはね、直近

になれば早く一緒に進めていただきたいというふうにお願いができますけど、その辺のニュースはどのように

なってますか。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 堤体工事につきましては、もう既に準備工事として始まってございまして、今後、

本体の堤体工事を実施していく予定でございまして、平成34年から35年ぐらいまでかかるということで聞いて

ございます。 

  以上でございます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（押本 修君） お諮りいたします。 

  本日の会議はこれをもって延会としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（押本 修君） 御異議ないものと認め、これをもって延会といたします。 

午後 ４時５４分 延会 

 

 


